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はじめに 
 
 
我が国における水力発電の歴史は古く、明治 11年に世界初の水力発電所がフランスに完成した 10年
ほど後には、三居沢（自家用初，明治 21年）・蹴上（事業用初，明治 24年）の発電所が運転を開始し、
現在まで 100年以上にわたり稼動し続けている。 
このように水力発電は長期間の運転が可能であるばかりではなく「純国産」「自然・再生可能」「クリ

ーン」なエネルギーとして優れた特性を有している。 
水力発電の優れた特性を考えると、エネルギーセキュリティーの確保や地球環境問題の改善に向け、

今後ともその開発の促進が重要となっている。 
しかしながら、これまでの水力開発は、比較的経済性の良い地点から進められたこともあり、今後の

地点は経済的に厳しいものが多く、また、発電所立地に際しては、地元等の十分な理解と協力が得られ

ず、開発が遅延する場合も見受けられている。 
このような中、平成 12 年度には、今後の水力開発促進策創出の基礎資料を得るため、国民各層を対
象にアンケート調査を実施し、水力発電は「安全性が高い」「環境に優しい（CO2 を排出しない・クリ

ーン）」と地球温暖化対策として高い評価を得ている一方で、その開発に際しては自然環境への影響を

懸念する意見が多く、水力開発を阻害する要因となっていることを明らかにした。 
 これらの結果を踏まえて、水力発電に係わる環境保全措置を的確かつ効率的に立案可能とするために、

平成 13，14年度の 2ヵ年で水力発電所の建設に伴う環境影響評価制度と関連法規制の調査を行うと共
に、具体的な対策事例の収集・分析を行い、留意点などを取り纏め本ガイドブックとしたものである。 
 本ガイドブックは、これまでに蓄積された水力発電に係わる環境保全措置技術の集大成として取り纏

めたもので、水力発電の環境保全に携わることが始めての方から実務担当者等の幅広い関係者に十分に

活用され、水力発電の開発促進の一助となることを期待するものである。 
なお、本調査の実施に当っては、財団法人 新エネルギー財団に「開発促進対策検討委員会」を設置
し、学識経験の豊富な委員の方々の充分なご審議と貴重なご助言を得て、本ガイドブックの取り纏めを

行ったものである。 
 最後に、本ガイドブックの作成に当り、関係各位から、多くのご指導ご協力を賜りましたことに、厚

く御礼申し上げます。 
 
 
平成 16年 3月 
 

経済産業省 資源エネルギー庁 
財 団 法 人 新エネルギー財団 
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ガイドブックの内容・使い方について 
 
１．ガイドブックの内容 
 本ガイドブックは、水力発電に係わる環境保全措置を的確かつ効率的に立案可能とするため、下記

の事項に関して取り纏めたものです。 
 

項  目 内  容 

第１章 水力発電設備と環境への影響 
・ 水力発電設備の役割とそれぞれの設備固有の環境上の配慮

点・特徴について解説しています。 

第２章 環境保全措置立案の考え方 
・ 環境保全措置立案の考え方を「環境影響の緩和措置（ミチ

ゲーション）」の発想を踏まえて解説しています。 

第３章 環境影響評価の手続き 

第４章 環境影響評価法 

第５章 地方公共団体の環境影響評価制度 

第６章 各種法規制 

・ 水力発電所の設置又は変更の事業に係わる“環境上必要な

法手続き”について、開発規模の大小による環境影響の違

いを踏まえて解説しています。 

第７章 過去に行われた環境保全措置 

・ 至近 10ヵ年（平成 3年から 12年の 10年間を基本）に計

画もしくは実施された環境保全措置についてその概要を取

り纏めたものです。 

第８章 環境保全措置検討のケーススタディ 

・ 第１章～第７章までの内容を踏まえて、架空の発電所をモ

デルに環境保全措置検討のケーススタディを実施し、具体

的な考え方を示したものです。 

 

【別添資料】 

 

項  目 内  容 

別添資料－１ 参考文献 
・ 環境保全措置検討に際して参考となる文献を取り纏めたも

のです。 

別添資料－２ 環境保全措置事例集 
・ 第７章で記載した事例を詳細に記述したものです。 

 
２．ガイドブックの使い方について 
 代表的なガイドブックの使い方を下表に取り纏めましたので、使用時の参考として下さい。 
 

内  容 関連するガイドブックの記載事項 

水力発電設備の環境に対する影響を知りたい場合 ①「第１章」、②「第７章」 

環境保全措置検討に当たっての考え方を知りたい場合 ①「第２章」、②「第７章」 

既往の環境保全措置事例を知りたい場合 ①「第７章」、②「別添資料－２」 

環境影響評価における手続きを知りたい場合 ①「第３章」、②「第４章」、「第５章」、「第６章」 

環境保全措置検討の具体例を知りたい場合（大規模） ①「第４章」、②「第８章 ８．１」 

環境保全措置検討の具体例を知りたい場合（中小規模） ①「第４章（参考として）」、②「第８章 ８．２」 
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第１章 水力発電設備と環境への影響 
 
１．１ 発電方式と環境への影響 
水力発電の発電方式は、「水の利用面」と「構造面」の 2つの側面から区分することが可能であり、
それぞれの方式に応じて環境上の配慮点も異なってきます。ここでは、発電方式の解説を行うととも

に、環境上の配慮点・特徴についての解説を行います。 
 
（１）水の利用面からの分類 

【貯水池
ちょすいち

式】 
   河川を流れる水の量は、季節的に大きく変化します。こ

のため、水量が豊富で電力の消費量が比較的少ない春先や

秋口などに河川水を大きな池に貯め込み、電力が多く消費

される夏季や冬季にこれを使用する年間運用の発電方式を

貯水池式といいます。 
 
【調整
ちょうせい

池
ち

式】 
電力の消費量は、1日の間あるいは 1週間の間にも変化し
ます。このため、夜間や週末の電力消費の少ない時には発

電を控えて河川水を池に貯め込み、消費量の増加に合わせ

て水量を調整しながら発電する方式を調整池式といいます。 
 
 
【流れ込み式】 
河川を流れる水を貯めることなく、そのまま発電に使用

する方式を流れ込み式といいます。 
 
 
 
【揚水
ようすい

式】 
1 日の電力消費量は時間帯により大きく異なり、ピ
ーク時には最も少ない時の約 2倍にも達します。揚水
式はこれらピーク時に対応する発電方式で、主として

地下に造られる発電所とその上部、下部に位置する 2
つの池から構成され、昼間のピーク時には上池に貯め

られた水を下池に落として発電を行い、下池に貯まっ

た水は電力消費の少ない夜間に上池にくみ揚げられ、

再び昼間の発電に備えるものです。このように揚水式

は、池の水を揚げ下げして繰り返し使用する発電方式

のことをいいます。 
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【各開発形態の環境上の特徴】 
水力発電所の開発形態は、前述のような河川水の利用方法の違いから、「その池の容量（貯水容

量）」及び「池内部の河川水の滞留
たいりゅう

時間」等が異なってきます。 
 
○「調整池式」、「流れ込み式」 
「調整池式」、「流れ込み式」は、「貯水池式」、「揚水式」と比較して、貯水容量が比較的小さ

く、河川水が池内に滞留する時間が短いため、河水の貯留
ちょりゅう

による水質等への影響について問題視

されるケースは少ないです。 
○「貯水池式」、「揚水式」 
「貯水池式」、「揚水式」は、「調整池式」、「流れ込み式」と比較して、貯水容量が大きく、河

川水が池内に滞留する時間が比較的長いことから、池の水質現象（水温の変化、濁水
だくすい

の長期化、

富
ふ

栄養化
えいようか

等）が環境上の配慮点となる場合があります。 
 
また、一般に、貯水容量が大きくなるに従い、池を構築するためにより多くの土地改変（樹林の

伐採など）が必要になります。 
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（２）構造面からの分類 
【ダム式】 
ダム（高さ 15m以上の“ダム”）により河川をせき
止めて池を造り、ダム直下の発電所との落差を利用し

て発電する方式のことをいいます。この方式は、貯水

池式及び調整池式と組み合わされることが一般的で

す。 
 
 
【水路式】 

川の上流に取水堰
しゅすいぜき

（高さ 15m未満の“ダム”）を造
って水を取り入れ、長い水路により落差が得られると

ころまで水を導き発電する方式のことをいいます。こ

の方式は、流れ込み式と組み合わされることが一般的

です。 
 
 
【ダム水路式】 
ダム式と水路式を組み合わせた発電方式で、両者の

特性を兼ね備えた地点に適しており、それぞれ単独の

方式とした場合に比べて、より大きな落差を得ること

が可能になります。この方式は、貯水池式、調整池式

及び揚水式と組み合わされることが一般的です。 
 
【各開発形態の環境上の特徴】 
○共通事項 

それぞれの開発形態ともに、ダム・取水堰を設置することで河川の流
りゅう

路
ろ

を分断することにな

り、当該地点に回遊性の魚類が生息する場合は、その遡上
そじょう

等が妨げられることになります。この

ため、ダム・取水堰の設置に伴う回遊性の魚類への影響の程度を把握し、建設地点の現状を考慮

した上で、魚道
ぎょどう

設置の可否について検討することが必要になります。 
○「ダム式」 
ダム直下に発電放流を行うため、従前の河川流量が減少する河川区間（以下、減水区間と称す

る）は生じません。 
○「水路式」、「ダム水路式」 
落差が得られる場所まで水路で水を導くため、取水地点から発電放水地点間の河川区間におい

て、減水が生じることになります。このため、減水区間における環境影響（魚類の生息環境・景

観等）の緩和について、河川維持流量の放流を含めた検討が必要になります。 
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１．２ 発電設備毎の環境への影響 

 水力発電所の設備は、取
しゅ

放水
ほうすい

設備、導水
どうすい

設備及び発電設備等、各種の工作物・機器から構成され、

それぞれの設備の特色に応じて、環境上の配慮点が異なってきます。ここでは、主な設備の解説を行

うとともに、環境上の配慮点・特徴について説明します。 
 
（１）取水

しゅすい

設備 
取水設備は、河川の水を水路に導き入れるための設備で、ダム、取水

しゅすい

口
こう

等から構成されます。 
 
【取水ダム】 
「水路式」、「流れ込み式」の場合、河川の水を水路に導くためにダムを利用するため、高さの低

いダム（取水堰）になることが一般的です。一方、「貯水池式・調整池式」では、河水を貯留する

ためにダムを利用することから、貯水容量を確保するために大きいダムになるのが一般的です。 
取水ダム計画地点に回遊性の魚類が生息する場合は、回遊性の魚類の生息状況などを把握した上

で、回遊性の魚類の移動を妨げないよう、取水ダムに魚道が設置される場合があります。また、「水

路式」、「ダム水路式」の発電方式により生じる減水区間に対し、影響緩和の対策として河川維持流

量の放流が取水ダムから行われる場合があります。 
 
【取水
しゅすい

口
こう

】 
取水口は、水路に河川水を取入れるための設備であり、その位置は、極端な水流の激突や土砂の

堆積を防ぐために、一般に川の流れが直線なところで、かつ、土砂や塵芥
じんかい

が直接流入しないように

流れと直角方向に設けることが多く、貯水池等では、「池内部の水質問題（水温の変化、濁水の長

期化、富栄養化等）」の影響緩和を目的として、取水口に「選択取水設備」が設置される場合があ

ります。 
 
（２）導水設備 
 導水設備は、取水口から発電所まで河川水を導くための設備であり、一般に導水路⇒水槽⇒水圧

管路等から構成されます。 
 
【沈
ちん

砂
しゃ

池
ち

】 
「流れ込み式」の場合、流水中の土砂の沈降・排除を目的として、取水口の直下に沈砂池が設置

される場合があります。 
 
【導水路】 
 導水路は、取水口から水槽まで水を導くための設備であり、その構造は、地形状況・発電方式等

によって「開水路」、「地中構造（蓋渠
がいきょ

を含む）」、「露出管」と異なってきます。このうち、「開水路」

の場合は基本的に人等の転落防止対策（柵の設置等）が必要となり、「露出管」の場合は工作物が

人目につき、かつ、その地域が景観保全等に配慮しなければならない時に遮蔽
しゃへい

林
りん

の植栽
しょくさい

・色彩の検

討等の保全対策が採られる場合があります。 
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【水槽】 

導水路（無圧）の末端にあって、水圧管路の呑
のみ

口
くち

部に設置されるものをヘッドタンクといい、圧

力導水路の末端にあって、水圧管路の呑口部に設置されるものをサージタンクといいます。 

ヘッドタンクは、排
はい

砂門
しゃもん

やスクリーン等により、流水中の土砂・塵芥・雪氷
せっぴょう

等を最終的に除去す

る役割を持つとともに、発電使用水量の微小変化を調整する役割を有しています。また、サージタ

ンクは、発電所緊急停止時などに水圧管路に伝播
で ん ぱ

する水撃圧
すいげきあつ

が、導水路へ波及することを防止する

とともに、発電使用水量の変動時に流水を補給・吸収する役割を有しています。 
両者ともに、工作物が人目につき、かつ、その地域が景観保全等に配慮しなければならない時は、

遮蔽林の植栽・色彩の検討等の保全対策が採られる場合があります。 
 
【水圧管路】 
 水圧管路は、水槽から発電所まで水を導くための設備で、その形式は「露出管」と「埋設管」に

大別されます。 
「露出管」の場合で、工作物が人目につき、かつ、その地域が景観保全等に配慮しなければなら

ない時は、遮蔽林の植栽・色彩の検討等の保全対策が採られる場合があります。 
 
【余水路】 
 余水路は、発電停止時等に生じた余剰水を沈砂池や水槽から河川に放流する設備であり、その形

式は「開水路」、「地中構造（蓋渠を含む）」、「露出管」に大別されます。 
「露出管」の場合は、水圧管路に併設して設置される場合が多く、工作物が人目につき、かつ、

その地域が景観保全等に配慮しなければならない時に遮蔽林の植栽・色彩の検討等の保全対策が採

られる場合があります。また、「開水路」の場合は基本的に人等の転落防止対策（柵の設置等）が

必要となります。 
 
（３）発電所 

 発電所は、水車及び発電機を収容する主機
し ゅ き

室と開閉装置、配電盤、付属機器等を収容する補機
ほ き

室

から構成されており、その形式は「地上式」、「半地下式」、「地下式」に大別されます。発電所の形

式は、地形・地質条件や発電所レイアウト等を勘案して決定され、揚水式発電所の場合は、その発

電方式の特性から「地下式」となる場合が多く見受けられます。 
 「地上式」、「半地下式」の場合は、建屋を山小屋風にする、発電所敷地に修景的な植栽を実施す

る等、景観的な配慮が行われている事例が多く、また、水車から河川への油分の流出防止対策を行

う事例や、市街地にある発電所では、水車・発電機の稼動音の低減対策が行われている事例もあり

ます。 
 
（４）放水路及び放水

ほうすい

口
こう

 
放水路は、発電所から放出された水を河川に導く水路であって、放水庭

ほうすいてい

、放水路及び放水口から

構成されます。放水口は、発電に使用した河水の放流口となるのもので、河川の流水や流砂
りゅうさ

により

破損が生じないよう、その周囲をコンクリート等で保護されるとともに、放流後の河水が安定して

流れるように川幅が狭くない位置に設置されることが一般的です。 

また、市街地にある発電所では、放流水の飛沫音
ひまつおん

の低減対策が行われる場合があります。 
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第２章 環境保全措置立案の考え方 
 
２．１ 環境影響評価の視点 
水力発電所の設置又は変更工事の事業を行おうとする事業者は、環境基本法第 8条において事業者
等の責務として規定されている基本理念にのっとり、「その事業活動を行うに当たっては、これに伴

って生ずるばい煙
えん

、汚水、廃棄物等の処理、その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全する

ために必要な措置を講ずる責務を有する。また、事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減や

その他の環境の保全に自ら努めるとともに、国または地方公共団体が実施する環境の保全に関する施

策に協力する責務を有する」との考えを基本にして、開発計画を推進することが必要となります。 
 
２．２ 環境保全措置の考え方 
事業者の責務として、上述のように法で規定されている「環境保全の考え方」を実現する具体的な

方策の一例を下記に示します。また、国又は地方公共団体が実施する環境影響評価については、「第

３章 環境影響評価の手続き」を参照して下さい。 
 
・ 環境保全措置の検討にあたっては、回避又は低減を優先し、その結果を踏まえて必要に応じ代償

措置を検討する。 
・ 代償措置を講ずる場合は、回避又は低減が困難であることを整理した上で、代償しようとする環

境の種類及び内容等を検討する。 
・ 複数案の比較検討、実行可能なより良い技術の導入の検討等により、環境保全措置の検討の経過

を明らかにできるように整理する。 
・ 環境保全措置の内容、実施の効果、他の環境要素への影響等を可能な限り具体的に明らかにする。 

 
すなわち、環境影響の緩和措置（ミチゲーション）の発想を踏まえて、事業者が実行可能な範囲で、

どのように環境影響を緩和するための努力や検討を行ったのかを明瞭に説明できることが重要にな

ります。ミチゲーションの考え方の参考事例として、環境省が示しているミチゲーションの分類区分

を下記に示します。 
 
【回避】 
行為（環境影響要因となる事業行為）の全体又は一部を実行しないことによって影響を回避する

（発生させない）ことを回避といいます。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけ

ることによって影響を発生させないことも回避といえます。具体的には、事業の中止、事業内容の

変更（一部中止）、事業実施区域やルートの変更などがあり、影響要因又はそれによる景観、触れ

合い活動の場への影響を発現させない措置といえます。 
 
【低減】 
低減には、「最小化」、「修正」、「軽減／消失」といった環境保全措置が含まれます。最小化とは、

行為の実施の程度又は規模を制限することによって影響を最小化することで、修正とは、影響を受

けた環境そのものを修復、再生又は回復することにより影響を修正することです。また、軽減／消

失とは、行為期間中、環境の保護及び維持管理により、時間を経て生じる影響を軽減又は消失させ
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ることです。要約すると、何らかの手段で影響要因又は影響の発現を最小限に抑えること、又は、

発現した影響を何らかの手段で修復する措置といえます。 
 
【代償】 
損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により、損なわれる環境要素の持つ環境

の保全の観点からの価値を代償するための措置を代償といいます。つまり、消失する又は影響を受

ける環境（景観・触れ合い活動の場）にみあう価値の場や機能を新たに創出して、全体としての影

響を緩和させる措置といえます。 
 
ミチゲーションの分類区分の実例として、水力発電所で一般的に行われている環境保全措置事例を

環境影響評価法及び電気事業法に規定する環境影響評価の対象環境要素ごとに整理したものを表

2.2.1 に示します。ただし、事業特性や地域特性によっては、当該事業ごとに分類区分が異なること
が想定されるため、参考的な分類区分として捉えて下さい。 
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表 2.2.1 (1) 環境保全措置とミチゲーションの分類区分例 
環境保全対策例

（留意事項・技術的課題） 回避 低減 代償

建設機械の複合同時稼働，高負荷運転の回避 ○

強風時の作業回避 ○

運行ルートの分散 ○ ○

散水 ○

仮囲いの設置 ○

保全対象から建設機械の隔離 ○

仮舗装 ○

工事用車両の洗車 ○

運転経路の分散，変更 ○ ○

遮音壁などの設置 ○

作業方法，作業時間の改善 ○

夜間の運搬は極力回避 ○ ○

低騒音型建設機械の使用 ○

低騒音工法への変更 ○

保全対象から建設機械の隔離 ○

作業方法，作業時間の改善 ○

速度制限および過積載の禁止 ○

運行ルートの分散 ○ ○

作業方法，作業時間の改善 ○

夜間の運搬は極力回避 ○ ○

低振動型建設機械の使用 ○

低振動工法への変更 ○

保全対象から建設機械の隔離 ○

作業方法，作業時間の改善 ○

速度制限および過積載の禁止 ○

選択取水設備の設置 ○

水廻し水路の設置 ○

曝気装置の設置 ○

河水の取水 維持流量の放流 ○

選択取水設備の設置 ○

水廻し水路の設置 ○

曝気装置の設置 ○

排水路設置による工事区域への雨水の流入防止 ○

沈殿池の設置 ○

濁水処理プラントの設置 ○

選択取水設備の設置 ○

水廻し水路の設置 ○

選択取水設備の設置 ○

水廻し水路の設置 ○

曝気装置の設置 ○

水素イオン

濃　　　度

造成などの施工に

よる一時的な影響
中和剤の混入 ○

選択取水設備の設置 ○

水廻し水路の設置 ○

位置の変更 ○

施設の最小化および地下構造物化 ○ ○

地形改変の最小化 ○

貯水池の存在 位置の変更 ○

分　　類

重要な地形

および地質

造成などの施工に

よる一時的な影響

貯水池の存在

貯水池の存在

貯水池の存在

貯水池の存在

環境要素 影響要因

大

　

　

　

気

騒

　

　

　

音

振

　

　

　

動

水

　

　

　

　

　

　

質

建設機械の稼働粉塵など

騒　　音

振　　動

建設機械の稼働

工事用資材などの

搬出入

建設機械の稼働

工事用資材などの

搬出入

水の汚れ

富栄養化

水の濁り

溶存酸素量

地形改変および

施設の存在

貯水池の存在

地

形

地

質

水　　温
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表 2.2.1 (2) 環境保全措置とミチゲーションの分類区分例 

 
 

環境保全対策例

（留意事項・技術的課題） 回避 低減 代償

位置の変更 ○

夜間照明の制限 ○

改変区域以外への立入禁止 ○

動物の捕獲、威嚇の禁止 ○

工作物の最小化および地下構造物化 ○ ○

道路のトンネル化，橋梁化 ○ ○

水路の地中化（ボックスカルバート等） ○ ○

地形改変の最小化 ○

残飯の処理 ○

小動物が這い出せるスロープ ○ ○

改変区域の植生の回復 ○

湿地などの創出 ○

改変区域からの動物の捕獲移動 ○

位置の変更 ○

改変区域以外への立入禁止 ○

降雨時の対策 ○

植物の盗掘の禁止 ○

貴重な植物の保全 ○

湿原への立ち入り禁止 ○

工作物の最小化および地下構造物化 ○ ○

道路のトンネル化，橋梁化 ○ ○

地形改変の最小化 ○

造成形状の軽微な変更 ○ ○

湿地などの創出 ○

改変区域からの移植 ○

改変区域の緑化（早期緑化の必要性） ○

生

態

系

 地域を特徴
 づける生態
 系

土地または工作物の

存在および供用

重要な種および注目すべき生息地，重要な種および重要

な群落に記載されている措置
○ ○ ○

位置の変更 ○

施設の最小化および地下構造物化 ○ ○

地形改変の最小化 ○

貯水池の存在 位置の変更 ○

運搬経路の変更 ○

道路のトンネル化，橋梁化 ○ ○

位置の変更 ○

施設の最小化および地下構造物化 ○ ○

地形改変の最小化 ○

選択取水設備の設置 ○

水廻し水路の設置 ○

曝気装置の設置 ○

河水の取水 維持流量の放流 ○

造成などの施工によ

る一時的な影響
有効利用 ○産業廃棄物

分　　類

 主要な人と
 自然との触
 れ合いの活
 動の場

重要な種お

よび注目す

べき生息地

重要な種お

よび重要な

群　　　落

土地または工作物の

存在および供用

環境要素 影響要因

自

然

景

観

 主要な眺望
 点および景
 観資源並び
 に主要な眺
 望景観

植

　

　

　

　

物

動

　

　

　

　

物

土地または工作物の

存在および供用

地形改変および施設

の存在

地形改変および

施設の存在

貯水池の存在

工事用資材などの

搬出入
人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場
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第３章 環境影響評価の手続き 
 
３．１ 開発規模の違いによる環境影響について 
水力開発に際しては、ダム・発電所等の工作物の構築、減水区間の出現等により、地域の自然環境・

社会環境に影響を与えることから、環境の保全に十分に配慮した計画立案が求められます。 
揚水発電所等の大規模水力の建設においては、環境への影響も広範囲かつ多岐にわたることが多く、

他方、今後の開発の主体となる中小水力では、影響を及ぼす範囲及び土地の改変も少ないことから環

境への影響も限定的なものであると考えられており、国・都道府県等の規制レベルも開発規模の大小

を踏まえ、定められています。 
これらのことから、現地情報を把握するための調査は、大規模水力では数年間に亘る現地調査を主

体とする大々的な環境調査が行われる一方、小規模水力では既存文献資料を主体とし、必要に応じ補

完的なヒアリングや現地調査が行われることになります。 
平成 11年に施行された「環境影響評価法」は、「規模が大きく環境に著しい影響を及ぼす影響のお
それがあり、かつ、国が実施又は認可などに関与する事業」に係わる環境保全について適正な配慮が

なされることを確保するために、国の制度として環境影響評価の具体的な手段を規定したものです。 
 
３．２ 開発規模の違いによる手続きの相違について 
 前述のように、開発規模の大小により環境への影響も異なり、それゆえに、国・都道府県等の規制

レベルも開発規模の大小を踏まえて定められてきました。以下に開発規模の違いによる手続きの相違

について解説します。 
 
（１）環境影響評価法 
環境影響評価法及び電気事業法に基づき、水力発電所の設置又は変更の事業のうち、第一種事業

（出力 3万 kW以上の事業）は、必ず環境影響評価を行う必要があると規定され、第二種事業（出
力 2.25万 kW以上 3万 kW未満の事業）は、電気事業法に定める「簡易な方法による環境影響評
価」を実施し、法の対象事業とするかどうかを判定（スクリーニング手続き）するものと規定され

ています。手続きの詳細については、「第４章 環境影響評価法」を参照して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.1 出力規模による環境影響評価法の手続きの違い 

出力（万kW）0.0 2.25 3.0

第二種事業 第一種事業

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ手続

↓

環境影響評価法の対象事業

 第二種事業のうち環境に著しい
 影響を及ぼすと判断

環境影響評価法の手続は必要ない
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（２）地方公共団体（都道府県・政令指定都市）の環境影響評価制度 
環境影響評価法においては、地方公共団体の条例との関係を法第 60条及び第 61条で規定してお
り、地方公共団体が、 

 
① 第二種事業（スクリーニングの判定前のもの）にも対象事業にも該当しない事業についての

一連の環境影響評価手続き 
② 第二種事業や対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続き※ 

 
に関する事項を条例で定めることは妨げられないとしています。 
このようなことから、当該地方公共団体の環境影響評価制度に関するチェックは、環境影響評価

法対象事業の可否にかかわらず、必ず必要になります。 
また、地方公共団体ごとに、水力発電所の評価手続き実施の規模要件が異なっていますので、そ

の詳細については、「第５章 地方公共団体の環境影響評価制度」を参照して下さい。 
 
※ 法においては、環境影響評価法と地方公共団体の条例による手続きが重複したり、条例により

法の進行が妨げられることがないような配慮がなされています。例えば、首長意見の形成のた

めに地方公共団体が公聴会や審査会を開催すること等の手続きがこれに該当します。 
 
（３）各種法規制 
我が国の国土は、様々な法令の目的を達成するために、特定地域において特定の行為が禁止又は

制限されており、かつ、同じ地域に様々な法令が幾重にも指定されていることが一般的です。また、

法令は、その目的を達成すべき地域を定めていることが多く、動植物では目的達成の地域を定めて

いるほかに、種自体を指定又は選定している場合もあります。 
各種法規制に関しては、このようなことから開発規模によらずチェックすることが必要であり、

その詳細については、「第６章 各種法規制」を参照して下さい。 



 13

第４章 環境影響評価法 
 
４．１ 我が国の環境影響評価制度について 
 環境影響評価制度は、1969年（昭和 44年）に世界で初めてアメリカで制度化されて以来、世界各
国でその制度化が進んできました。 
 我が国においては、昭和 47 年に公共事業に限って環境影響評価制度が導入されたことにより、環
境影響評価（アセスメント）に関する本格的な取組みが始まりました。その後、昭和 50 年代半ばま
でに、港湾計画、埋立て、発電所（「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化につい

て、通商産業省省議決定」）、新幹線についての制度が別々に設けられました。このように、別々の制

度による環境影響評価が実施されていく中で、昭和 58 年に統一的な手続き等による環境影響評価の
適切かつ円滑な実施を図ることが重要な政策課題として取り上げられ、「環境影響評価法」が国会に

提出されましたが、審議未了・廃案になっています。ただし、法案の廃案後、政府内部の申し合わせ

により統一的なルールを設けることとなり、昭和 59 年に「環境影響評価の実施について」が閣議決
定（この閣議決定による制度を「閣議アセス」という）され、このほか、地方公共団体においても条

例・要綱の制定が進められました。なお、水力発電所の環境影響評価は、閣議アセスの対象とはなら

ずに前述の通商産業省省議決定による「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化につ

いて」による評価が「環境影響評価法」の施行まで行われてきました。 
 その後、平成 5年に制定された「環境基本法」において、環境影響評価の推進が位置づけられたこ
とをきっかけに、制度の見直しに向けた検討が始まり、閣議アセスを充実・改善する形で、平成 9年
6月 13日に「環境影響評価法」が公布され、平成 11年 6月 12日に施行されました。 

 
４．２ 環境影響評価法の施行以前の水力発電所に係る環境影響評価制度について 
 水力開発に関しては、ダム・発電所等の工作物の設置、減水区間の出現等により、地域の自然環境・

社会環境に影響を与えることから、開発に当たっては、環境の保全に十分な配慮した計画の立案が求

められてきました。 
このため、通商産業省は、昭和 52年 7月 4日の省議で、水力発電所を含む電源立地に関して環境
影響調査書の公開・説明会の開催等を柱とする、「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査

の強化について」を決定（この省議決定による制度を「省議アセス」という）し、環境影響評価が行

われることとなりました。資源エネルギー庁においても、昭和 54年 6月 25日付で、①出力 3万 kW
以上で環境保全上特に必要と認められるもの、②その他環境保全上特に必要と認められる発電所に関

しての「環境影響調査要領及び環境審査指針」が示され、この審査対象以外の地点については、昭和

56年 6月 18日付で「中小水力発電所に係る環境影響調査書の作成要領について」が資源エネルギー
庁公益事業部水力課から示され、簡素化された調査書が作成されるようになりました。 
ただし、これらの制度については、「環境影響評価法」の施行に伴い廃止され、今後の水力発電所

の環境影響評価は「環境影響評価法」のスキームの中で行われることになっています。 
 
４．３ 省議アセスと環境影響評価法の比較について 
省議アセスの環境影響評価においては、項目ごとに環境保全目標を設定し、これを達成できるかど

うかを示す「絶対評価型」が主流となっていました。これに対して、環境影響評価法では、環境影響

を回避・低減できるかどうかに対する事業者の見解について明らかにして評価を行う「相対評価型」
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省議アセスの対象環境要素 

を基本としています。 
省議アセスと比較して、環境影響評価法に新しく盛り込まれた主たる点は、以下に示すとおりです。 

 
・ 環境影響評価を行う事業規模に満たない事業であっても一定規模以上のものについては、必ず環

境影響評価の実施の必要性を個別に判定する仕組み（スクリーニング）を導入している。 
・ 早い段階から手続きが開始されるよう、調査の方法について意見を求める仕組み（スコーピング）

を導入している。 
・ 意見提出者の地域限定を撤廃し、意見提出の機会を方法書段階と準備書段階でそれぞれ設けるこ

とにより、住民参加の機会を拡大している。 
・ 準備書に事後調査に係る記述を加えることとし、環境影響評価制度に事後の調査を位置づけてい

る。 
・ 手続きの各段階で地方公共団体の意見提出の機会を設けるとともに、対象事業・第二種事業に係

る地方公共団体における手続きについても、この法律の規定に反しない限りで、条例で必要な規

定を定めることができるようにしている。 
また、環境影響評価法が対象とする環境要素と省議アセスにおける環境要素が一部異なっています

ので、図 4.3.1にその比較を示します。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4.3.1 環境影響評価法と省議アセスにおける環境要素の比較 

環境影響評価法及び電気事業法に規定す 
る発電所の環境影響評価の対象環境要素 

１ 自然環境 
（１）自然保護 
（２）自然景観 
（３）植生（水生植物を含む） 
（４）動物 
２ 水質 
（１）貯水池 
① 水温 
 ② 濁水 
 ③ 富栄養化 
（２）減水区間 
（３）工事中の水質保全 
３ 騒音及び振動 
４ その他 

１ 環境の自然的構成要素の良好な状態 
の保持 
（１）大気環境 
① 大気質 
② 騒音 
③ 振動 
④ その他 

（２）水環境 
① 水質  
② その他 

（３）その他の環境 
① 地形・地質 
② その他 

２ 生物の多様性の確保及び自然環境の 
体系的保全 
（１）植物 
（２）動物 
（３）生態系 
３ 人と自然の豊かな触れ合い 
（１）景観 
（２）触れ合い活動の場 
４ 環境への負荷 
（１）廃棄物等 

・ 公害の防止、自然環境保

全から環境基本法第 14条
の確保と環境への負荷に

よる環境要素が対象とな

る。 
・ 生態系、触れ合い活動、

廃棄物などが新たな対象

環境要素。 

【主な変更点】 
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４．４ 環境影響評価法の手続きについて 
環境影響評価法及び電気事業法に基づいて行う水力発電所の設置又は変更の事業のうち、第一種事

業（出力 3万 kW以上の事業）は、必ず環境影響評価を行う必要があると規定され、第二種事業（出
力 2.25万 kW以上 3万 kW未満の事業）は、電気事業法に定める「簡易な方法による環境影響評価」
を実施し、法の対象事業とするかどうかの判定（スクリーニング手続き）するものと規定されていま

す。 
ここでは、水力発電所に係わる環境影響評価法の手続きについて解説します。 

 
（１）発電所固有の手続きの概要 
環境影響評価法の対象事業となった発電所に関する環境影響評価手続きの一般ルールについて

は、環境影響評価法で規定されており、発電所固有の手続きについては、電気事業法により規定さ

れています。 
 以下に、環境影響評価法による一般ルールと電気事業法に規定する発電所固有の手続きの概要に

ついて解説します。 
 
①第二種事業についての環境影響評価要否の判定（スクリーニング）の際の簡易な環境影響評価の実施  
【一般ルール】 
一定規模以上の事業（第一種事業）については、環境影響評価手続きを必ず実施しなければ

なりません。第二種事業に準ずる規模の事業（第二種事業）については、知事意見を勘案して、

環境影響評価手続きを実施すべきか否かを主務大臣が個別に判定することになっています。 
【発電所固有の手続き】 
第二種事業の判定に当たって、発電所については簡易な環境影響評価を実施することとし、

この結果および知事意見を踏まえて本格的な環境影響評価の要否を判定することになってい

ます。 
 
②環境影響評価の項目・手法の選定（スコーピング）の際の項目・手法の審査 
  【一般ルール】 
事業者は、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法（手法が想定されていない

場合には項目のみでも可）を記載した書類（環境影響評価方法書）を作成し、関係地方公共団

体に送付するとともに、公告・縦覧を行い地方公共団体、住民等からの意見を求めなければな

りません。 
【発電所固有の手続き】 
 事業者は、上記の環境影響評価方法書に必ず調査、予測及び評価の手法を記載しなければな

りません。経済産業大臣は、知事意見を勘案するとともに、住民等の意見および当該意見につ

いての事業者の見解に配意して、当該環境影響評価方法書を審査し、環境影響評価の項目及び

手法について必要な事項の勧告ができることになっています。 
 
③環境影響評価準備書に対する経済産業大臣の審査・勧告 
【一般ルール】 
事業者は、対象事業に係わる事業計画、環境の現況、環境保全対策、環境への影響の予測・
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評価等を記載した書類（環境影響評価準備書）を作成し、関係地方公共団体に送付するととも

に、公告・縦覧、説明会を行い、地方公共団体、住民等からの意見を求めなければなりません。 
【発電所固有の手続き】 
経済産業大臣は、知事意見を勘案するとともに、住民等の意見及び当該意見についての事業

者の見解に配意し、かつ、環境大臣の意見を聴いた上で、当該環境影響評価準備書を審査し、

必要な事項の勧告ができることになっています。 
 
④環境影響評価書に対する経済産業大臣の審査・変更命令 
【一般ルール】 
事業者は、知事意見を勘案するとともに、住民等の意見に配意して環境影響評価準備書の記

載事項について検討を加え、環境影響評価書を作成し、これを主務大臣に送付しなければなり

ません。主務大臣は、環境大臣の意見を勘案して環境影響評価書について意見を述べ、事業者

は、主務大臣からの意見を勘案して環境影響評価書を検討し、必要に応じて修正を行った上、

関係地方公共団体に送付、公告・縦覧を行うことになります。 
【発電所固有の手続き】 
経済産業大臣は環境影響評価書を審査し、適正な環境配慮の確保のために特に必要な場合に

は、環境影響評価書の変更を命ずることができます（罰則 担保）。 
 
⑤環境影響評価結果の工事計画の許可要件化 
【一般ルール】 
主務大臣は、環境影響評価書を環境保全の見地から審査し、許認可等の規定にかかわらず、

許認可等の審査と環境影響評価書の審査結果を併せて判断し、不利益処分を行うことができま

す。 
【発電所固有の手続き】 
発電所の工事計画の許可要件に環境影響評価書に従ったものであることを規定し、これに従

わない場合には、工事計画の認可ができないこととすることにより、環境影響評価を事業内容

に確実に反映させることができます。 
 
⑥環境保全の配慮 
  【一般ルール】 
事業者は、環境影響評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配

慮をして設置又は変更の工事を行わなければなりません。 
【発電所固有の手続き】 
発電所については、環境影響評価書を踏まえ、工事段階のみならず、維持および運用におい

ても環境保全について適正な配慮をしなければなりません。 
 
 なお、環境影響評価法および電気事業法に基づいた環境影響評価手続きの流れを示すと、図 4.4.1
のとおりになります。 



　

図4.4.1　環境影響評価法および電気事業法に基づいた環境影響評価手続きの流れ(水力発電所の場合)

照会 意見

知事意見

住民意見概要
(事業者見解付)

照会 意見

準備書の審査
(経済産業省)

期間270日以内

送付 意見

評価書の届出
評価書の作成

(事業者)

評価書の公告・縦覧
(事業者)

評価書の環境配慮
(事業者)

関係都道府県知事

関係市町村長

評価書の送付(関係都道府県知事，関係市町村長)

評価書の審査
(経済産業省)
審査期間30日以内

確定通知
変更命令

住民への通知

工事計画の届出
(事業者)

工事計画の審査
(経済産業省)

届出

受理・
変更命令

有

事業の概要

(事業者)

簡易アセス 都道府県知事

第二種事業の判定
（経済産業大臣）

判定期間60日

送付

意見

届出

判定通知 判定通知

影響の著しいおそれの有無

第二種事業
(出力2.25万kW以上
３万kW未満)

アセス手続き不要

第一種事業
(出力３万kW以上)

無

方法書の作成

(事業者)

公告・縦覧
(事業者)

住民意見のとりまとめ
(事業者)

手法の記載追加
方法書の審査
(経済産業省)

期間180日以内

知事意見，住
民意見等を踏
まえた審査

関係都道府県知事

関係市町村長

方法書の送付(関係都道府県知事，関係市町村
長)

方法書の届出

住民意見概要
(事業者見解付)

住民意見の提出

勧　告(知事意見付)

準備書の作成

(事業者)

公告・縦覧
(事業者)

説明会の開催
(事業者)

住民意見のとりまとめ
(事業者)

関係都道府県知事

関係市町村長

知事意見，住
民意見等を踏
まえた審査

経済産業大臣

環境大臣

準備書の送付(関係都道府県知事，関係市町村
長)

住民意見概要
(事業者見解付)

住民意見の提出

準備書の届出

知事意見

住民意見概要
(事業者見解付)

環境影響評価実施
(事業者)

勧　告(知事意見付)

（方法書に基づく調査、予測及び評価の実施）

凡　　例

環境影響評価法における追加手続き

電気事業法における追加手続
き
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（２）簡易な方法による環境影響評価（スクリーニング手続き） 
 スクリーニング手続きは、第二種事業について個別の事業や地域の違いを踏まえ、環境影響評価

の実施の必要性を個別に判断する仕組みです。水力発電所においては、発電所の固有の手続きとし

て、経済産業大臣に第二種事業の届出書を提出するように規定されており（電気事業法第 46 条 3
項）、その届出書に簡易な方法による環境影響評価（以下、簡易アセスという）の結果を記載しな

ければなりません。 
経済産業大臣は、第二種事業の届出書をもとに専門家および都道府県知事の意見を踏まえて「環

境影響の程度が著しいものになるおそれがあるかどうか」の判定を行い、“おそれがある”と判定

された事業は、環境影響評価法の対象事業となります。 
簡易アセスは、当該事業の内容が「環境影響の程度が著しいものになるおそれがあるかどうか」

を判定する目的で実施されるものであり、簡易アセスの調査・予測の項目は、電気事業法施行規則

（第 61条の 2 別表第 1の 2）に規定されています（表 4.4.1）。また、その判定にあたっては、省
令の規定する判定基準に照らして行なわれるため、詳細については、「発電所の設置又は変更の工

事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査・予測および評価を合理的に行うた

めの手法を選定するための指針、環境保全のための措置に関する指針などを定める省令（以下、発

電所アセス省令という）」第 2条を参照して下さい。 
 
簡易アセスを実施する際の留意点は、下記に示すとおりです。 
・ 調査手法は、文献その他の資料（事業者の入手可能な範囲内で可能な限り最新のもの）によ
る情報収集および当該情報の整理により行う。 
・ 調査地域については、環境影響を受けるおそれのある地域とする。具体的には原則として事
業実施区域の周囲 1km とする。しかし、環境項目により 1km を超えて環境影響を及ぼすお
それのある範囲についても、調査地域とすることを規定している。なお、工事資材等の搬出

入の影響については、周囲 10ｋｍの範囲内の区域としている。 
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表 4.4.1 簡易な方法による環境影響評価の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
調
査
・
確
認
項
目

 
関
連
法
令

 
調
査
範
囲

 
予
測
・
評
価
内
容

 

騒
 
音

 

①
騒
音
の
諸
元

 
 
イ
．
建
設
機
械
の
稼
動
状
況

 
 
ロ
．
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
稼
動
状
況

 
②
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
有
無

 
③
騒
音
測
定
点
の
有
無
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
実
施
箇
所
）

 
④
騒
音
の
伝
播
に
影
響
を
及
ぼ
す
地
形
･
建
物
の
有
無

 
⑤
保
全
対
象
の
有
無
 

 
 
イ
．
学
校
・
保
育
所
・
病
院
・
診
療
所

 
 
ロ
．
都
市
計
画
法
に
定
め
る
地
域

 
 
ハ
．
騒
音
測
定
点
で
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点

 
 
ニ
．
沿
道
整
備
道
路

 
 
ホ
．
騒
音
規
制
の
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域

 

   ・
環
境
基
本
法
第

16
条
第

1
項

 
    ・
都
市
計
画
法
第

9
条
１
項
～

7
項

 
 ・
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

 
・
騒
音
規
制
法
第

17
条
第

1
項
 
指
定
地
域
内

 

    工
事
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内

 
    工
事
を
行
な
う
場
所
の
周

囲
10

km
の
範
囲
内
の
搬

入
経
路
に
面
す
る
道
路

 

    ①
保
全
対
象
イ
、
ロ
、
ハ
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
騒
音
の
影
響
の
程

度
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

 
    ②
保
全
対
象
の
ハ
、
ニ
、
ホ
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
工
事
用
資
材
等

の
搬
出
入
の
影
響
に
つ
い
て
、
自
動
車
の
台
数
が
最
大
と
な
る
日
の

道
路
交
通
騒
音
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

 

振
 
動

 

①
騒
音
の
諸
元

 
・
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
稼
動
状
況

 
②
保
全
対
象
の
有
無

 
・
振
動
規
制
の
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域

 

   ・
騒
音
規
制
法
第

17
条
第

1
項
 
指
定
地
域
内

 

工
事
を
行
な
う
場
所
の
周

囲
10

km
の
範
囲
内
の
搬

入
経
路
に
面
す
る
道
路

 

①
保
全
対
象
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
の
影

響
に
つ
い
て
自
動
車
の
台
数
が
最
大
と
な
る
日
の
道
路
交
通
振
動
音

を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

 

水
 
質

 

①
排
水
の
諸
元
 
（
排
水
に
お
け
る
排
出
量
）

 
 
イ
．

BO
D
 
ロ
．

CO
D
 
ハ
．
全
窒
素
 
ニ
．
全
リ
ン

 
②
水
質
の
状
況

 
・
水
道
原
水
取
水
地
点
の
有
無

 
・
水
質
測
定
点
の
有
無
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
実
施
箇
所
）

 
 
 
上
記
地
点
に
お
け
る

BO
D・

CO
D・
全
窒
素
・
全
リ
ン
の
測
定
値

 
③
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
有
無

 
④
保
全
対
象
の
有
無

 
 
イ
．
排
水
基
準
の
規
定
さ
れ
る
湖
沼

 
 
ロ
．
水
道
原
水
取
水
地
点

 
 
ハ
．
水
質
汚
濁
防
止
法
の
指
定
水
域
ま
た
は
指
定
地
域

 
 
ニ
．
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
の
指
定
湖
沼
ま
た
は
指
定
地
域

 
 
ホ
．
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点

 

   ・
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関

す
る
法
律

 
 ・
環
境
基
本
法
第

16
条
第

1
項

 
 ・
排
水
基
準
を
定
め
る
理
府
令
 
別
表
第

2備
考

6 
 ・
水
質
汚
濁
防
止
法
 
第

4
条
の

2
の
第

1
項

 
・
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
 
第

3条
第

1～
2項

 
・
環
境
基
本
法
第

16
条
第

1
項

 

排
水
の
排
出
に
よ
り
水
質

変
化
の
お
そ
れ
の
あ
る
水

域
お
よ
び
減
水
区
間

 

①
保
全
対
象
が
確
認
さ
れ
た
場
合
（
ロ
を
除
く
）
に
、
保
全
対
象
に
お

け
る
排
水
の
排
出
口
の
直
近
の
水
質
測
定
点
に
お
い
て
定
量
的
予
測

を
行
な
う
（

BO
D
・

CO
D
・
全
窒
素
・
全
リ
ン
）。

 
②
保
全
対
象
の
ロ
が
、
確
認
さ
れ
た
場
合
は
対
象
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど

う
か
定
量
的
に
予
測
す
る
（

BO
D
又
は

CO
D
）
。

 
③
保
全
対
象
の
ロ
が
、
減
水
区
間
で
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
影
響
の
程

度
を
定
量
的
に
予
測
す
る
（

BO
D
）
。

 

植
 
物

 
①
自
然
林
お
よ
び
野
生
植
物
の
重
要
な
生
育
の
場
の
状
況

 
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
既
存
調
査
を
参
考
）

 

 
事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の

周
辺
な
ら
び
に
水
質
変
化

の
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
及

び
減
水
区
間

 

①
確
認
さ
れ
た
野
生
植
物
の
重
要
な
生
育
の
場
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う

か
予
測
す
る
。

 
②
事
業
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内
に
自
然
林
お
よ
び
野
生
植
物

の
重
要
な
生
育
の
場
が
存
在
す
る
か
予
測
す
る
。

 

動
 
物

 
①
野
生
動
物
の
重
要
な
生
息
の
場
の
状
況

 
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
既
存
調
査
を
参
考
）

 

 
事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の

周
辺
な
ら
び
に
水
質
変
化

の
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
及

び
減
水
区
間

 

①
確
認
さ
れ
た
野
生
動
物
の
重
要
な
生
息
の
場
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う

か
予
測
す
る
。

 
②
事
業
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内
に
野
生
動
物
の
重
要
な
生
息

の
場
が
存
在
す
る
か
予
測
す
る
。

 

自
然
保
護

 

①
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
や
そ
の
他
の
対

象
の
状
況

 
②
人
為
的
な
改
変
を
受
け
て
い
な
い
自
然
湖
岸
又
は
河
川
の
水
際

線
が
人
口
改
変
を
受
け
て
い
な
い
河
岸
の
状
況

 
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
既
存
調
査
を
参
考
）

 

 

事
業
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内

 

①
環
境
保
全
を
目
的
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
や
そ
の
他
の
対
象
へ
の

影
響
の
程
度
を
予
測
す
る
。

 
②
事
業
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内
に
人
為
的
な
改
変
を
受
け
て

い
な
い
自
然
湖
岸
又
は
河
川
の
水
際
線
が
人
口
改
変
を
受
け
て
い
な

い
河
岸
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
予
測
す
る
。

 
 



表
4.

4.
1 
簡
易
な
方
法
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
概
要

 
 

調
査
・
確
認
項
目

 
関
連
法
令

 
調
査
範
囲

 
予
測
・
評
価
内
容

 

騒
 
音

 

①
騒
音
の
諸
元

 
 
イ
．
建
設
機
械
の
稼
動
状
況

 
 
ロ
．
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
稼
動
状
況

 
②
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
有
無

 
③
騒
音
測
定
点
の
有
無
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
実
施
箇
所
）

 
④
騒
音
の
伝
播
に
影
響
を
及
ぼ
す
地
形
･
建
物
の
有
無

 
⑤
保
全
対
象
の
有
無
 

 
 
イ
．
学
校
・
保
育
所
・
病
院
・
診
療
所

 
 
ロ
．
都
市
計
画
法
に
定
め
る
地
域

 
 
ハ
．
騒
音
測
定
点
で
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点

 
 
ニ
．
沿
道
整
備
道
路

 
 
ホ
．
騒
音
規
制
の
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域

 

   ・
環
境
基
本
法
第

16
条
第

1
項

 
    ・
都
市
計
画
法
第

9
条
１
項
～

7
項

 
 ・
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

 
・
騒
音
規
制
法
第

17
条
第

1
項
 
指
定
地
域
内

 

    工
事
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内

 
    工
事
を
行
な
う
場
所
の
周

囲
10

km
の
範
囲
内
の
搬

入
経
路
に
面
す
る
道
路

 

    ①
保
全
対
象
イ
、
ロ
、
ハ
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
騒
音
の
影
響
の
程

度
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

 
    ②
保
全
対
象
の
ハ
、
ニ
、
ホ
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
工
事
用
資
材
等

の
搬
出
入
の
影
響
に
つ
い
て
、
自
動
車
の
台
数
が
最
大
と
な
る
日
の

道
路
交
通
騒
音
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

 

振
 
動

 

①
騒
音
の
諸
元

 
・
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
稼
動
状
況

 
②
保
全
対
象
の
有
無

 
・
振
動
規
制
の
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域

 

   ・
騒
音
規
制
法
第

17
条
第

1
項
 
指
定
地
域
内

 

工
事
を
行
な
う
場
所
の
周

囲
10

km
の
範
囲
内
の
搬

入
経
路
に
面
す
る
道
路

 

①
保
全
対
象
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
の
影

響
に
つ
い
て
自
動
車
の
台
数
が
最
大
と
な
る
日
の
道
路
交
通
振
動
音

を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

 

水
 
質

 

①
排
水
の
諸
元
 
（
排
水
に
お
け
る
排
出
量
）

 
 
イ
．

BO
D
 
ロ
．

CO
D
 
ハ
．
全
窒
素
 
ニ
．
全
リ
ン

 
②
水
質
の
状
況

 
・
水
道
原
水
取
水
地
点
の
有
無

 
・
水
質
測
定
点
の
有
無
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
実
施
箇
所
）

 
 
 
上
記
地
点
に
お
け
る

BO
D・

CO
D・
全
窒
素
・
全
リ
ン
の
測
定
値

 
③
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
有
無

 
④
保
全
対
象
の
有
無

 
 
イ
．
排
水
基
準
の
規
定
さ
れ
る
湖
沼

 
 
ロ
．
水
道
原
水
取
水
地
点

 
 
ハ
．
水
質
汚
濁
防
止
法
の
指
定
水
域
ま
た
は
指
定
地
域

 
 
ニ
．
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
の
指
定
湖
沼
ま
た
は
指
定
地
域

 
 
ホ
．
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点

 

   ・
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関

す
る
法
律

 
 ・
環
境
基
本
法
第

16
条
第

1
項

 
 ・
排
水
基
準
を
定
め
る
理
府
令
 
別
表
第

2備
考

6 
 ・
水
質
汚
濁
防
止
法
 
第

4
条
の

2
の
第

1
項

 
・
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
 
第

3条
第

1～
2項

 
・
環
境
基
本
法
第

16
条
第

1
項

 

排
水
の
排
出
に
よ
り
水
質

変
化
の
お
そ
れ
の
あ
る
水

域
お
よ
び
減
水
区
間

 

①
保
全
対
象
が
確
認
さ
れ
た
場
合
（
ロ
を
除
く
）
に
、
保
全
対
象
に
お

け
る
排
水
の
排
出
口
の
直
近
の
水
質
測
定
点
に
お
い
て
定
量
的
予
測

を
行
な
う
（

BO
D
・

CO
D
・
全
窒
素
・
全
リ
ン
）。

 
②
保
全
対
象
の
ロ
が
、
確
認
さ
れ
た
場
合
は
対
象
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど

う
か
定
量
的
に
予
測
す
る
（

BO
D
又
は

CO
D
）
。

 
③
保
全
対
象
の
ロ
が
、
減
水
区
間
で
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
影
響
の
程

度
を
定
量
的
に
予
測
す
る
（

BO
D
）
。

 

植
 
物

 
①
自
然
林
お
よ
び
野
生
植
物
の
重
要
な
生
育
の
場
の
状
況

 
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
既
存
調
査
を
参
考
）

 

 
事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の

周
辺
な
ら
び
に
水
質
変
化

の
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
及

び
減
水
区
間

 

①
確
認
さ
れ
た
野
生
植
物
の
重
要
な
生
育
の
場
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う

か
予
測
す
る
。

 
②
事
業
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内
に
自
然
林
お
よ
び
野
生
植
物

の
重
要
な
生
育
の
場
が
存
在
す
る
か
予
測
す
る
。

 

動
 
物

 
①
野
生
動
物
の
重
要
な
生
息
の
場
の
状
況

 
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
既
存
調
査
を
参
考
）

 

 
事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の

周
辺
な
ら
び
に
水
質
変
化

の
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
及

び
減
水
区
間

 

①
確
認
さ
れ
た
野
生
動
物
の
重
要
な
生
息
の
場
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う

か
予
測
す
る
。

 
②
事
業
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内
に
野
生
動
物
の
重
要
な
生
息

の
場
が
存
在
す
る
か
予
測
す
る
。

 

自
然
保
護

 

①
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
や
そ
の
他
の
対

象
の
状
況

 
②
人
為
的
な
改
変
を
受
け
て
い
な
い
自
然
湖
岸
又
は
河
川
の
水
際

線
が
人
口
改
変
を
受
け
て
い
な
い
河
岸
の
状
況

 
（
国
、
地
方
公
共
団
体
の
既
存
調
査
を
参
考
）

 

 

事
業
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内

 

①
環
境
保
全
を
目
的
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
や
そ
の
他
の
対
象
へ
の

影
響
の
程
度
を
予
測
す
る
。

 
②
事
業
実
施
区
域
の
周
囲

1k
m
の
範
囲
内
に
人
為
的
な
改
変
を
受
け
て

い
な
い
自
然
湖
岸
又
は
河
川
の
水
際
線
が
人
口
改
変
を
受
け
て
い
な

い
河
岸
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
予
測
す
る
。
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（３）環境影響評価の項目･手法の選定（スコーピング手続き） 
スコーピング手続きとは、当該事業の実施に伴って影響を及ぼすおそれのある環境要素を事業特

性および地域特性を踏まえながら抽出し、環境影響評価の項目や調査・予測及び評価手法を選定す

る作業のことです。 
水力発電所の場合、環境影響評価における技術的事項などは、発電所アセス省令に定められてい

ます。発電所アセス省令においては、過去の実績に基づき影響要因とそれが及ぼす環境要素との係

わりの標準項目および標準手法が示されています。 
事業者は、当該事業の事業特性および地域特性から、標準項目・標準手法に検討を加え、標準項

目・標準手法以外の項目の選定（重点化）や標準項目・標準手法を選定しないこと（簡略化）も可

能です。 
スコーピング手続きの要点を以下に示します。 

 

①対象事業実施区域の設定 
 対象事業実施区域は、特定対象事業に係わる環境影響評価の調査、予測および評価を行う必要

があると認められる範囲であり、事業者が定めることになっています。水力発電所の場合は、下

記に示す設備の設置や工事を行う事業の場所が含まれ、特定対象事業の標準項目および標準手法

の規定に当たっては、表 4.4.2に示す発電所ごとの一般的な事業内容を想定しています。 
 
・ 発電所又は発電設備の設置に係る電気工作物全て、対象事業の実施に必要となる付替道路、
取付道路、工事用仮設道路、土捨場、原石山、迂回水路（仮排水路）、仮締切工、工事用濁水

処理設備、仮設プラント、工事用ヤードの敷地およびこれらの間にある小規模な面積の空間

地を含む地域。 
 
 なお、環境影響評価の手続きの途中で対象事業実施区域を変更する場合は、再度、環境影響評

価方法書から手続きを行わなければならない可能性があるため、対象事業実施区域の設定に当た

っては十分な検討が必要です。 
 
②水力発電所に係わる環境影響評価の項目の選定 
環境影響評価項目の選定に当たっては、環境影響を及ぼすおそれのある要因（影響要因）につ

いて、事業者はその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係わる項目（標準項目）を必

要に応じて削除（簡略化）又は追加（重点化）することができます。環境影響評価の項目の選定

に当たっては、「表 4.4.3 水力発電所に係る標準項目」、「表 4.4.4 水力発電所に係わる標準項
目の設定根拠」および「表 4.4.5 標準項目を簡略化できる根拠」を参考に進めて下さい。 

 
※ 水力発電所に係る標準手法の具体的内容や環境影響評価法に係わる手続きの詳細につい

ては、資源エネルギー庁編「発電所に係る環境影響評価の手引」（エネルギーフォーラム

1999年）を参照して下さい。 
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表 4.4.2 特定対象事業における一般的な想定事業内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．対象事業 ３万kW以上

２．一般的な事業の内容

(1) 一般的な事業の立地条件 家屋や農耕地のない狭隘な谷地形を有する山間僻地で、発電に利用可

能な河水と落差が得られる土地

(2) 一般的な事業の諸元

① 工事に関する一般的な諸元

1) 純揚水式発電所 イ 上部、下部調整池工事

・ダム工事

・関連工事（原石山、土捨場、工事用道路）

ロ 水路工事

・取放水口の工事

・水路工事（掘削及び覆工）

・鉄管据付工事

・関連工事（作用坑、土捨場、工事用道路）

ハ 発電所工事

・発電所建屋工事

・機械据付工事

・関連工事（作業坑、土捨場、工事用道路）

2) 流れ込み式発電所 イ 取水堰等の工事

・取水堰等の工事

・関連工事（土捨場、工事用道路）

ロ 水路工事

・取放水口の工事

・水路工事（掘削及び覆工）

・鉄管据付工事

・関連工事（作業坑、土捨場、工事用道路）

ハ 発電所工事

・発電所建屋工事

・機械据付工事

・関連工事（土捨場）

② 事業に関する一般的な諸元

1) 純揚水式発電所 夜間に下部調整池から上部調整池へ揚水し、昼間上部調整池と下部調

整池との落差を利用して導水路及び水圧管路に導水し水車発電機により

発電を行い、放水路により下部調整池に放流する。

主要な構図物は下記の通りで、水路および発電所は一般的に地下に設

けられる。揚水発電に必要な水は運転開始前に湛水し、その後貯水池へ

流入する河水は貯留せず下流に放流することから、上下部調整池下流の

流況は変化しない。

・上下部調整池、上下部ダム

・水路（取水口、導水路、水圧管路、水槽、放水路、放水口）

・発電所、開閉所

・管理用道路

2) 流れ込み式発電所 取水堰等により河水を取水し、導水路及び水圧管路に導水し水車発電

機により発電を行い、放水路から河川に放流する。主要な構造物は下記

の通りで、導水路は一般的に地下に設けられる。

・取水堰等

・水路（取水口、導水路、水圧管路、水槽、放水路、放水口）

・発電所、開閉所

・管理用道路
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表 4.4.3 水力発電所に係わる標準項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

影響要因の区分 工事の実施 土地又は工作物の存在

及び供用

工事用 建設機 造成等 地形改 貯水池 河水の
資材等 械の稼 の施工 変及び の存在 取 水
の搬出 働 による 施設の
入 一時的 存 在

環境要素の区分 な影響

環境の自然的構成要素 大 大気質 粉じん等 ○
の良好な状態の保持を 気
旨とし調査、予測及び 環 騒 音 騒 音 ○ ○
評価されるべき環境要 境
素 振 動 振 動 ○ ○

水 水 質 水の汚れ ○ ○
環
境 富栄養化 ○

水の濁り ○ ○

溶存酸素量 ○

水素イオン濃度 ○

水 温 ○

そ 地 形 及 重要な地形
の び地質 及び地質
他 ○ ○
の
環
境

生物の多様性の確保及 動 物 重要な種及び注目
び自然環境の体系的保 すべき生息地 ○
全を旨として調査、予
測及び評価されるべき
環境要素 植 物 重要な種及び重要 ○

な群落

生 態 系 地域を特徴づける
○

生態系

人と自然との豊かな触 景 観 主要な展望点及び
れ合いの確保を旨とし 景観資源並びに主 ○ ○
て調査、予測及び評価 要な眺望景観
されるべき環境要素

人と自然との触 主要な人と自然と
れ合いの活動の の触れ合いの活動 ○ ○ ○ ○
場 の場

環境への負荷の量の程 廃棄物等 産業廃棄物 ○
度により予測及び評価
されるべき環境要素

備考

一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであること

を示す。

二 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行及び建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質を

いう。

三 この表において「重要な地形及び地質 「重要な種 「重要な種及び重要な群落」とは、学術上又は希少性の観点から」、 」、

重要であるものをいう。

四 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他

の理由により注目すべき生息地をいう。

五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。

六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。

七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ

合いの活動の場をいう。

資料； 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行「

うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 （平成十年六月十二日通商」

産業省令第五十四号）
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表 4.4.4(1) 水力発電所に係わる標準項目の設定根拠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標準
環境要素の区分 項目 理 由

の設
定

大 大 粉じん等 建設機械の稼 ○ 工事中の建設機械の稼働に伴い、土砂粉じんの巻上げ等が発

気 気 働 生するが、その環境影響は工事場所の近傍に限られる。しか

環 質 し、工事場所の近傍に民家等が存在する場合が想定されるこ

境 とから、標準項目として設定する。

硫黄酸化物 × 工事中の建設機械の稼働、資材の搬出入において硫黄分の多

い重油系燃料を燃焼する重機は使用せず、環境保全上の支障

を生じることは想定しにくいことから、標準項目として設定

しない。

窒素酸化物 × 工事中の建設機械の稼働、資材の搬出入において使用される

燃料の燃焼により排出されることが想定されるが、環境影響

は一過性で軽微であると想定されることから、標準項目とし

て設定しない。

騒 騒音 工事用資材等 ○ 工事中の資材等の搬出入に使用する車両より騒音が発生する

音 の搬出入 が、その影響は輸送経路の近傍に限られる。しかし、輸送経

路の近傍に民家等が存在する場合が想定されることから、標

準項目として設定する。

建設機械の稼 ○ 工事中の建設機械の稼働に伴い、騒音が発生するが、その影

働 響は工事場所の近傍に限られる。しかし、工事場所の近傍に

民家等が存在する場合が想定されることから、標準項目とし

て設定する。

供用時 × 水車発電機等からの騒音が想定されるが、一般的に発電所は

地下に設けられることが多く、影響は軽微であると想定され

ることから、標準項目として設定しない。

振 振動 資材等の搬出 ○ 工事中の資材等の搬出入に使用する車両より振動が発生する

動 入工事用 が、その環境影響は輸送経路の近傍に限られる。しかし、輸

送経路の近傍に民家等が存在する場合が想定されることから、

標準項目として設定する。

建設機械の稼 ○ 工事中の建設機械の稼働に伴い、振動が発生するが、その影

働 響は工事場所の近傍に限られる。しかし、工事場所の近傍に

民家等が存在する場合が想定されることから、標準項目とし

て設定する。

供用時 × 水車発電機等からの振動が想定されるが、一般的に発電所は

地下に設けられることが多く、発電所近傍に民家等がない山

間部に立地し、影響は軽微であると想定されることから、標

準項目として設定しない。

悪 悪臭物質 × 水力発電事業においては、悪臭物質を取り扱わないことから、

臭 標準項目として設定しない。

そ 低周波空気 × 低周波空気振動の発生は、ダムからの放水、水車・発電機の

の 振動 稼働等が想定されるが、これまでの実績並びに全国における

他 低周波空気振動の苦情件数を踏まえれば、一般的には環境保

全上の支障は想定しにくいことから、標準項目として設定し

ない。
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表 4.4.4(2) 水力発電所に係わる標準項目の設定根拠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標準
環境要素の区分 項目 理 由

の設
定

水 水 水の汚れ 貯水池の存在 ○ 貯水池、調整池に貯留した場合には、貯留水の汚れが発生す

環 質 ることが想定されることから、標準項目として設定する。

境

河水の取水 ○ 流れ込み式発電を行う場合には、取水地点と放水地点の区間

で流況が変化し、河川の汚れが発生することが想定されるこ

とから、標準項目として設定する。

富栄養化 貯水池の存在 ○ 貯水池、調整池に貯留した場合には、貯留水の富栄養化が発

生することが想定されることから、標準項目として設定する。

水の濁り 造成等の施工 ○ 工事中の掘削、コンクリート工事等に伴い高濃度の工事用水

による一時的 が発生することが想定されることから、標準項目として設定

な影響 する。

貯水池の存在 ○ 貯水池、調整池に濁水が流入・貯留した場合には、貯留水の

濁りの長期化が想定されることから、標準項目として設定す

る。

溶存酸素量 貯水池の存在 ○ 貯水池、調整池に貯留した場合には、貯留水の一部で溶存酸

素量が低下することが想定されることから、標準項目として

設定する。

水素イオン 造成等の施工 ○ 工事中のコンクリート工事に伴い高アルカリ性工事用水が発

濃度 による一時的 生することが想定されることから、標準項目として設定する。

(pH) な影響

水温 貯水池の存在 ○ 貯水池、調整池に貯留した場合には、貯留水の一部で河川水

と比べて水温が低下することが想定されることから、標準項

目として設定する。

大腸菌群数 × 一般排水による影響が想定されるが、これまでの実績から環

境基準の達成状況や自然浄化作用等を勘案すると、一般的に

は環境保全上の支障は想定しにくく、また、水の汚れについ

ては、ＣＯＤ／ＢＯＤにより評価することから、標準項目と

して設定しない。

底 底質 × 一般的に自然湖沼への排水や埋立を行う事業は想定されない

質 ことから、標準項目として設定しない。

地 地下水 × 一般的に地下水の取水は想定されないことから、標準項目と

下 して設定しない。

水

そ 湖沼 × 一般的に自然湖沼の形態を大きく変更したり、埋立を行うよ

の うな事業は想定されないことから、標準項目として設定しな

他 い。

そ 地 重要な地形 地形改変及び ○ 工事を実施する区域内に重要な地形・地質が存在する場合に

の 形 及び地質 施設の存在 は、地形改変及び施設の位置により重要な地形及び地質を喪

他 及 失することが想定されることから、標準項目として設定する。

の び

環 地

境 質
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表 4.4.4(3) 水力発電所に係わる標準項目の設定根拠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標準
環境要素の区分 項目 理 由

の設
定

重要な地形 貯水池の存在 ○ 貯水池内に重要な地形及び地質が存在する場合には、湛水に

及び地質 より重要な地形、地質を水没させることが想定されることか

ら、標準項目として設定する。

地 地盤沈下 × 一般的に地下水の取水は想定されないことから、標準項目とそ
盤 して設定しない。の

他
土 土壌汚染 × 土壌汚染を生じるような物質を取り扱うことは想定されないの
壌 こと、また、立地地点の特性から土壌が汚染されていること環

も想定されないことから、標準項目として設定しない。境

そ 日照阻害 × 一般に周辺に民家は存在しないことから標準項目として設定

の しない。

他

動 重要な種及び注 土地又は工作 ○ 工事中を含めた土地改変、施設の設置、貯水池の湛水により

物 目すべき生息地 物の存在及び 重要な動物種の生息範囲や注目すべき生息地の縮小が、取水

供用 地点と放水地点の区間における流況の変化により重要な動物

種及び注目すべき生息地の環境の変化が想定されることから、

標準項目として選定する。

植 重要な種及び重 土地又は工作 ○ 工事中を含めた地形改変、施設の設置、貯水池の湛水により

物 要な群落 物の存在及び 重要な植物種及び重要な群落の生育区域の縮小が、取水地点

供用 と放水地点の区間における流況の変化により重要な植物種及

び重要な群落の環境の変化が想定されることから、標準項目

として選定する。

生 地域を特徴づけ 土地又は工作 ○ 工事中を含めた地形改変、施設の設置、貯水池の湛水、取水

態 る生態系 物の存在及び 地点と放水地点の区間における流況の変化によ生態系の変化

系 供用 が想定されることから、標準項目として選定する。

景 主要な眺望点及 土地改変及び ○ 地形改変及び施設の設置により主要な眺望点及び景観資源並

観 び景観資源並び 施設の存在 びに主要な眺望景観への影響が想定されることから、標準項

に眺望景観 目として設定する。

貯水池の存在 ○ 貯水池の存在により主要な眺望点及び景観資源並びに主要な

眺望景観への影響が想定されることから、標準項目として設

定する。

人 主要な人と自然 工事用資材等 ○ 工事中の資材等の搬送経路近傍に主要な人と自然との触れ合

と との触れ合いの の搬出入 いの活動の場がある場合には、影響を与えることが想定され

自 活動の場 ることから、標準項目として設定する。

然

の 地形改変及び ○ 地形改変及び施設の設置する場所及び近傍に主要な人と自然

触 施設の存在 との触れ合いの活動の場がある場合には、影響を与えること

れ が想定されることから、標準項目として設定する。

合

い 貯水池の存在 ○ 貯水池周辺に人と自然との触れ合いの活動の場がある場合に

の は、影響を与えることが想定されることから、標準項目とし

活 て設定する。

動

の 河水の取水 ○ 流れ込み式発電を行う場合で、取水地点と放水地点の区間に

場 主要な人と自然との触れ合いの活動の場がある場合には、そ
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表 4.4.4(4) 水力発電所に係わる標準項目の設定根拠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標準
環境要素の区分 項目 理 由

の設
定

の区間の流況の変化により触れ合いの場へ影響を与えること

が想定されることから、標準項目として設定する。

廃 産業廃棄物 造成等の施工 ○ 工事中にコンクリート殻等の産業廃棄物の発生が想定される

棄 による一時的 ことから、標準項目として設定する。

物 な影響

等

残土 × 切土工事に伴う土砂が発生することが想定されるが、発生土

砂は土捨場に捨土処分される。土捨場については 「地形改変、

及び施設の存在」として影響評価を行うことから、標準項目

として設定しない。

温 二酸化炭素 × 工事中の建設機械の稼働、資材の搬出入において使用される

室 燃料の燃焼により排出されることが想定されるが、工事中の

効 影響は一過性で軽微であると想定されることから、標準項目

果 として設定しない。

ガ

ス

等
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表 4.4.5 標準項目を簡略化できる根拠 

 

環境要素の区分 項目を削除できる場合 

大気質 粉じん等 建設機械の稼働 工事が行われる区域近傍に民家等が存在しない場合 

工事用資材等の搬出入 工事用資材等の搬入経路の近傍に民家等が存在しない場合 
騒 音 騒音 

建設機械の稼働 工事が行われる区域近傍に民家等が存在しない場合 

工事用資材等の搬出入 工事用資材等の搬入経路の近傍に民家等が存在しない場合 

大 

気 

環 

境 振 動 振動 
建設機械の稼働 工事が行われる区域近傍に民家等が存在しない場合 

貯水池の存在 貯水池交換率が 100を超える場合 
水の汚れ 

河水の取水 減水区間が発生しない場合 

富栄養化 貯水池の存在 貯水池交換率が 100を超える場合 

造成等の施工による一

時的な影響 
工事を実施しても高濁度の工事用水が発生しない場合 

水の濁り 

貯水池の存在 貯水池交換率が 30を超える場合 

溶存酸素量 貯水池の存在 貯水池交換率が 100を超える場合 

水素イオン濃度 
造成等の施工による一

時的な影響 
工事を実施しても高アルカリ性工事用水が発生しない場合 

水 

環 

境 

水 質 

水温 貯水池の存在 貯水池交換率が 30を超える場合 

地形改変及び施設の存

在 

工事を実施する区域内に重要な地形及び地質が存在しない場

合 

そ
の
他
の
環
境 

地質及

び地形 

重要な地形及び 

地質 
貯水池の存在 貯水池内に重要な地形及び地質が存在しない場合 

動 

物 

重要な種及び注目すべき 

生息地 

土地又は工作物の存在

及び供用 

工事を実施する区域、貯水池内、減水区域に重要な動物種及び

注目すべき生息地が存在しない場合 

植 

物 
重要な種及び重要な群落 

土地又は工作物の存在

及び供用 

工事を実施する区域、貯水池内、減水区域に重要な植物種及び

重要な群落が存在しない場合 

生 
態 
系 
地域を特徴づける生態系 

土地又は工作物の存在

及び供用 

工事を実施する区域、貯水池内、減水区域に地域を特徴づける

生態系が存在しない場合 

工事用資材等の搬出入 
工事を実施する区域内及びその周辺に主要な眺望点及び景観

資源が存在しない場合 
景 

観 

主要な眺望点及び景観資源

並びに主要な眺望景観 
貯水池の存在 貯水池の周辺に主要な眺望点及び景観資源が存在しない場合 

工事用資材等の搬出入 
工事用資材等の輸送経路の近傍に主要な人と自然との触れ合

い活動の場が存在しない場合 

土地又は工作物の存在

及び供用 

工事を実施する区域及びその近傍に主要な人と自然との触れ

合い活動の場が存在しない場合 

貯水池の存在 
貯水池内及びその周辺に主要な人と自然との触れ合い活動の

場が存在しない場合 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

主要な人と自然との触れ合

い活動の場 

河水の取水 
減水区間及びその周辺に主要な人と自然との触れ合い活動の

場が存在しない場合 
廃 
棄 
物 
等 
産業廃棄物 

造成等の施工による一

時的な影響 
工事を実施しても産業廃棄物が発生しない場合 
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４．５ 評価項目及び保全水準の設定 
 評価項目および保全水準の設定に当たっての考え方・留意点を下記に示します。また、標準項目に

ついては、前掲の「表 4.4.3 水力発電所に係わる標準項目」を参照して下さい。 
なお、ここで示す例は、環境影響評価法の対象外の事業であっても、基本的に共通と考えることが

できます。しかしながら、評価項目は、環境影響評価法の対象事業と同等規模（概ね 30,000kW以上）
の“既開発発電所の環境への影響度合いの実績”に基づいて設定されているため、開発規模のより小

さな環境影響評価法の対象外の事業においては、“参考程度”となります。 
 
①『環境要素：大気質（粉じん等）』⇒『影響要因：工事の実施/建設機械の稼働』 

・ 調査・予測、評価する範囲は、原則として工事実施区域周辺 1kmの範囲内とします。 
・ 調査範囲内に住居等があり、建設機械の稼働に伴って発生する粉じん等が住居等に影響を及ぼ
すおそれのある場合は、評価項目として設定する必要があります。 
・ 建設機械の稼働に伴う粉じん等の保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 建設機械の稼働に伴って発生する粉じん等に係る環境影響が工事場所の周辺地域の生活
環境の保全に支障を及ぼすものでないこと。 

 
【具体的な事例】 

※ 掘削
くっさく

土砂を工事区域から他の場所（例えば土捨場等）に搬出する際、その経路に住居が点在

する場合は、それらの地域を含めた粉じん等による影響を検討する必要があります。車両の

走行に伴う粉じん等の発生は、交通量等とともに地域住民の主要な苦情となるケース多く、

住居の状況を調査した上で車両の洗浄、道路の散水等の対策を検討しておくことが必要です。 

※ ロックフィルダムを設置する場合は、ダム敷・調整池・コア材採取場等が一時的に裸
ら

地
ち

化す

るため、近傍に住居等がある場合はその影響が及ぶ場合がありますので、周囲の住居等の配

置や季節的な風向の卓越方向等を調査しておく必要があります。 
 

②『環境要素：騒音および振動』⇒『影響要因：工事の実施/工事用資材等の搬出入』 
・ 調査・予測、評価する範囲を、原則として工事を行う場所の周囲 10km の範囲内の区域とし、
工事用資材等の搬出入に使用する車両の走行に伴い発生する騒音および振動が、住居等に影響

を及ぼすおそれがある場合には、評価項目として設定する必要があります。 
・ 工事用資材等の搬出入に伴い発生する騒音および振動の保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車から発生する騒音に係る環境影響が、当該自動車
の運行の予定されている路線の周辺における環境基本法第 16 条第１項の規程による騒音
に係る環境上の条件についての基準（基準が設定されていない場合は、地域の状況を踏ま

え基準の類型あてはめによる。）の確保に支障を及ぼすものでないこと。 
・ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車から発生する振動に係る環境影響が当該自動車
の運行の予定される路線の周辺地域における生活環境の保全に支障を及ぼすものでない

こと。 
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【具体的な事例】 
※ 建設工事における大型車両の走行は、地域の騒音および振動への影響が大きく、工事用資材

等の搬出入の道路が狭隘
きょうあい

で、道路の両側に住居等が立ち並んで市街地化している区間等では、

その影響が顕在化する場合が多く見受けられます。 
※ 環境基本法第 16条に基づく騒音に係る環境基準の類型指定において、山間部は指定されてい
ない区間が多いですが、類型指定がない場合でも、地域の状況を踏まえた類型指定の基準を

想定する必要があります。山間部は、通常、静穏な環境にあるため厳しい類型を想定するこ

とになると考えられます。 
※ 振動は、振動規制法施行規則第 12 条に基づき都道府県知事が定めた基準が目安になります。
地域の地盤が軟弱であって狭隘な路面に面して住居等が存在する場合は、特に留意する必要

があります。 
※ 工事用資材等の搬出入に伴い発生する騒音および振動は、当該搬出入の経路における自動車
類の交通量を調査した上で、資材等の運搬計画を十分検討することにより影響の低減が可能

になります。このため、当該搬出入の経路における市町村の行事等の期日をはじめ、工事工

程から想定される走行台数等を調査し、これに基づき計画段階から運搬経路の走行台数の予

測を行うことが重要になります。 
※ 大規模な水力開発では、建設工事に伴って現地の近傍に大規模な事務所や宿舎が設置される
ことが多く、資機材等の運搬車両以外の交通量も増加するため、それらの増加車両を考慮し

た走行台数の想定が重要になります。また、交通量の増加に伴う交通安全対策等についても、

当該市町村及びその関係機関と十分協議する必要があります。 
 
③『環境要素：騒音および振動』⇒『影響要因：工事の実施/建設機械の稼働』 
・ 調査・予測、評価する範囲は、原則として事業実施区域周辺１kmの範囲内とします。 
・ 建設機械の稼働に伴い発生する騒音および振動が、住居等に影響を及ぼすおそれがある場合に
は、評価項目として設定する必要があります。 
・ 建設機械の稼働に伴って発生する騒音及び振動の保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 建設機械の稼働に伴い発生する騒音および振動に係る環境影響が、法令等で定める規制基
準（基準が設定されていない場合は、地域の状況を踏まえ基準の区域区分のあてはめによ

る。）に適合しないものでないこと。 
・ 工事場所の付近に住居等がある場合においては、建設機械の稼働に伴って発生する騒音お
よび振動に係る環境影響が当該地域における生活環境の保全に支障を及ぼすものでない

こと。 

 
【具体的な事例】 
※ 法令等で定める規制は、山間部では地域指定がないことが多いため、地域の状況を踏まえた
規制基準を想定する必要があります。 
※ 一般に、建設工事に伴って発生する騒音は、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関
する基準を保全水準としています。また、建設作業に伴って発生する振動は、振動規制法施

行規則第 11条別表第一の基準を保全水準としています。これらの基準は、敷地の境界線にお
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ける騒音又は振動レベル、作業時間などを規定しており、敷地の境界線における基準は、特

定建設作業の騒音の場合は 85dB、特定建設作業の振動の場合は 75dBを超えないこととされ
ています。 
※ 環境への影響をより低減するために、低騒音・低振動型の機械・機器の使用等について、工
事の施工計画立案時に十分検討することが望まれます。 

 

④『環境要素：水質（水の汚れ）』⇒『影響要因：供用時/貯水池の存在』 

・ 貯水池等をもつ発電所の設置で、貯水池において河水を一時的に貯留することにより化学的酸
素要求量（COD）に影響を及ぼすおそれがある場合には、評価項目として設定する必要があり
ます。 
・ 貯水池の水の汚れに関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 貯水池における水の汚れ、水の濁りに係る環境の影響が当該水域における環境基本法第

16 条第１項の規定による水質に係る環境上の条件についての基準（基準が設定されてい
ない場合は、水域状況を踏まえ基準の類型あてはめによる。）の確保に支障を及ぼすもの

でないこと。 

 
【具体的な事例】 
※ 貯水池の水の汚れの発生の有無は、既存文献等から貯水池交換率等を根拠に判断することが
可能です。 
※ 水力発電所の設置に伴って出現するダム湖には、「水質汚濁に係る環境基準」の水域類型が設
定されていないため、近隣地域の湖沼の水域類型を参考に保全目標を設定する必要がありま

す。保全目標は、環境基本法第 16条に基づく「水質汚濁に係る環境基準」の生活環境の保全
に関する環境基準の「湖沼（1,000 立方メートル以上の貯水量をもつ人工湖）」が基準になり
ます。 

 
⑤『環境要素：水質（水の汚れ）』⇒『影響要因：供用時/河水の取水』 

・ 調査・予測、評価する範囲は、原則として減水区間の範囲内とします。 
・ 水路式の発電所設置で、河川から取水することにより河川流量が減少する区間における生物化
学的酸素要求量（BOD）に影響を及ぼすおそれがある場合には、評価項目として設定する必要
があります。 
・ 河水の取水による水の汚れに関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 河水の取水による当該河川の水の汚れに係る環境影響が当該水域における環境基本法第

16 条第１項の規定による水質に係る環境上の条件についての基準（基準が設定されてい
ない場合は、水域状況を踏まえ基準の類型あてはめによる。）の確保に支障を及ぼすもの

でないこと。 

 
【具体的な事例】 
※ ダム式発電所等でダム直下に放流が行われ、下流の流況に変化が生じない場合（減水区間が
発生しない）は、評価項目として設定しません。 
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※ 山間部は自然負荷が主要な負荷源であり、河水の取水によって生物化学的酸素要求量（BOD）
が著しく変化することはないものと想定されますが、人為的な負荷が加わっている区間にお

いては生物化学的酸素要求量（BOD）が悪化する場合があります。 
※ 河川には、環境基本法第 16条に基づく水質汚濁に係る環境基準の水域類型が指定されている
場合が多いですが、設定されていない場合は、近隣地域の公共用水域の測定結果等を参考に

して水域類型を想定する必要があります。 
 
⑥『環境要素：水質（富

ふ

栄養化
えいようか

）』⇒『影響要因：供用時/貯水池の存在』 

・ 貯水池等をもつ発電所の設置で、貯水池において河水を一時的に貯留することによって富栄養
化現象が生じるおそれがある場合には、評価項目として設定する必要があります。 
・ 貯水池の富栄養化に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 貯水池における富栄養化に係る環境影響が当該水域の水質の保全に支障を及ぼすもので
ないこと。 

 
【具体的な事例】 
※ 貯水池における富栄養化現象の発生の有無は、既存文献等から貯水池交換率等を根拠に判断
することが可能です。 
※ 富栄養化は、貯水池に流入する河川等から供給される窒素やリンが要因となって、ある種の
プランクトンが異常に増殖して水面の色を変えてしまう現象として捉えられています。赤味

を帯びて見える場合は海の赤潮に似ていることから淡水赤潮といい、藍
らん

藻類
そうるい

のプランクトン

によって緑の粉を散らしたように見える現象はアオコといわれています。淡水赤潮やアオコ

が発生すると湖の美観が損なわれるだけでなく、特有の臭いが発生し、漁業や浄水場での水

処理に影響を与える場合があります。 
※ 貯水池の富栄養化現象は、その上流域からの人為的な負荷量、河川水温の変化、貯水池の運
用等により、その発生が異なると想定されるため、上流域の負荷源や負荷量等についても調

査をしておく必要があります。 
 
⑦『環境要素：水質（水の濁り）』⇒『影響要因：工事の実施/造成等の施工による一時的な影響』 
・ 調査・予測、評価する範囲は、原則として排水の排出により水質変化のおそれのある水域の範
囲内とします。 
・ 対象事業実施区域における造成等の工事で、発生する工事用水の濁り（浮遊物質 SS）が公共用
水域に影響を及ぼすおそれがある場合は、評価項目として設定する必要があります。 
・ 水の汚れに関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 造成等の施工に伴う一時的な影響による水の濁りに係る環境影響が、工事の場所及びその
周辺における水域の水質の保全に支障を及ぼすものでないこと。 

 
【具体的な事例】 
※ 河川における掘削や降雨に伴い比較的高い濃度の濁水が発生する場合は、評価項目として設
定する必要があります。ただし、工事を実施しても高濃度の工事用水が発生しない場合は、
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工事用水の濃度･排出量と排水先河川等における現況濃度･流量等から、混合後の状況を良く

勘案した上で、評価項目とするか否かを判断することが可能です。なお、仮に評価項目とし

て設定しなかった場合でも、工事用水の排出に当たっては、水質汚濁防止法の排水基準（都

道府県条例も含む）を遵守しなければなりません。 
※ 河川への濁水の流入は、単に水質の変化だけではなく、水生生物の生息・生育環境に及ぼす
影響が大きいことから、十分な容量の沈砂池（調整池）を確保して濁水処理設備等を配備し、

環境への負荷を極力少なくする対策を講じることが必要です。 
※ 通常、河川には環境基本法第 16条に基づく水質汚濁に係る環境基準の水域類型が指定されて
いますが、場所によっては設定されていない場合もあるため、このような場合は、当該地域

の土地利用や住居の存在等を踏まえ、周辺の水域類型の指定状況から目標値を設定する必要

があります。また、工事用水は、公共用水域に流入する地点で目標値を設定する必要があり

ます。 
 
⑧『環境要素：水質（水の濁り）』⇒『影響要因：供用時/貯水池の存在』 
・ 貯水池等をもつ発電所の設置で、貯水池における浮遊物質（SS）が水の濁りの長期化に影響を
及ぼすおそれがある場合は、評価項目として設定する必要があります。 
・ 水の汚れに関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 貯水池における水の濁りに係る環境の影響が当該水域における環境基本法第 16 条第１項
の規定による水質に係る環境上の条件についての基準（基準が設定されていない場合は、

水域状況を踏まえ基準の類型あてはめによる。）の確保に支障を及ぼすものでないこと。 

 
【具体的な事例】 
※ 貯水池の濁りが長期化した場合、水温成層の形成に影響を生じるおそれがあると考えられて
いることから、この場合は貯水池交換率を根拠として、評価項目として設定するか否かを判

断しなければなりません。 

※ 洪水時には貯水池に大量の濁水が流れ込みます。この濁水には様々な粒径
りゅうけい

の土
ど

粒子
りゅうし

が含まれ

ており、微細な土粒子は湖底に沈降せずに浮遊することから、貯水池の濁りが長期間続き、

ダムからの放流水も濁りが長期間続く場合があります。このため、大規模な貯水池では選択

放流設備を有する等、濁水を早期に排出するための対策が講じられています。 
※ 保全目標は、環境基本法第 16条に基づく「水質汚濁に係る環境基準」の生活環境の保全に関
する環境基準の「湖沼（1,000立方メートル以上の貯水量をもつ人工湖）」が基準になります。 

 
⑨『環境要素：水質（溶存酸素量）』⇒『影響要因：供用時/貯水池の存在』 

・ 貯水池等をもつ発電所の設置で、貯水池が河水を一時的に貯留することによる溶存酸素量（DO）
の変化に影響を及ぼすおそれがある場合は、評価項目として設定する必要があります。 
・ 貯水池の溶存酸素量（DO）に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 貯水池における溶存酸素量に係る環境の影響が当該水域における環境基本法第 16 条第１
項の規定による水質に係る環境上の条件についての基準（基準が設定されていない場合

は、水域状況を踏まえ基準の類型あてはめによる）の確保に支障を及ぼすものでないこと。 
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【具体的な事例】 
※ 貯水池では、水深が深くなるにつれて溶存酸素量が低下する場合があります。特に、水深の
深いダム湖（一般的には、ダムを設置した場所の水深が最も深く、水が動きにくい地形が残

される場合が多い。）で、湖底の地形の影響により水がほとんど動かない場所では、溶存酸素

量が著しく低下する場合があります。 
※ 貯水池の溶存酸素量は、貯水池交換率を根拠として評価項目とするか否かを判断することが
可能であると考えられます。 
※ 表層からの放流、選択放流設備による放流等によって、ダムからの放流水の溶存酸素量が著

しく低下することはほとんどないものと想定されますが、ダムの設置場所に窪地
く ぼ ち

を残さない

等の工夫をすることが望まれます。 
※ 保全目標は、環境基本法第 16条に基づく「水質汚濁に係る環境基準」の生活環境の保全に関
する環境基準の「湖沼（1,000立方メートル以上の貯水量をもつ人工湖）」が基準になります 

 
⑩『環境要素：水質（水素イオン濃度）』⇒『影響要因：工事の実施/造成等の施工による一時的な影響』  
・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として排水により水質変化のおそれのある水域の範囲内とし
ます。 
・ 対象事業実施区域における造成等の工事において発生する工事用水の水素イオン濃度 pH が、
公共用水域に影響を及ぼすおそれがある場合には評価項目として設定する必要があります。 
・ 水素イオン濃度に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 造成等の施工による一時的な影響により水素イオン濃度に係る環境影響が工事の場所及
びその周辺における水域の水質の保全に支障を及ぼすものでないこと。 

 
【具体的な事例】 
※ コンクリート工事等により、高濃度のアルカリ成分を含む工事用水が発生する場合は、評価
項目として設定する必要があります。ただし、工事を実施しても高濃度の工事用水が発生し

ない場合は、工事用水の濃度･排出量と排水先河川等における現況濃度･流量等から、混合後

の状況を良く勘案した上で、評価項目とするか否かを判断することが可能です。なお、仮に

評価項目として設定しなかった場合でも、工事用水の排出に当たっては、水質汚濁防止法の

排水基準（都道府県条例も含む）を遵守しなければなりません。 
※ アルカリ成分を含む工事用水の河川への流入は、単に水質の変化だけではなく、水生生物の
生息・生育環境に及す影響が大きいことから、十分な容量の中和処理設備などを配備し、環

境への負荷を極力少なくする対策を講じることが必要です。 
※ 通常、河川には環境基本法第 16条に基づく水質汚濁に係る環境基準の水域類型が指定されて
いますが、場所によっては設定されていない場合もあるため、このような場合は、当該地域

の土地利用や住居の存在等を踏まえ、周辺の水域類型の指定状況から目標値を設定する必要

があります。また、工事用水は、公共用水域に流入する地点で目標値を設定する必要があり

ます。 
 
 



 34

⑪『環境要素：水質（水温）』⇒『影響要因：供用時/貯水池の存在』 
・ 貯水池等をもつ発電所の設置で、貯水池が河水を一時的に貯留することによる貯水池からの放
流水温の変化が下流域に影響を及ぼすおそれがある場合には、評価項目として設定する必要が

あります。 
・ 貯水池の水温に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 貯水池における水温に係る環境影響が当該水域の水質の保全に支障を及ぼすものでない
こと。 

 
【具体的な事例】 

※ 貯水池では、気候的な要因により春と秋に、ある水深で水温が急変する水温躍層
やくそう

が形成され

ることがあります。この水温躍層ができると上層と下層の水の鉛直混合が起きにくくなり、

水温に大きな相違が生じます。このため、放流設備の位置によっては放流水の水温と流入す

る河川水温との間に相違が生じることから、稲作や魚類の成長などに影響を及ぼす場合があ

ります。 
※ 水温躍層の形成による放流水温の変化については、貯水池交換率を根拠として評価項目とす
るか否かを判断することが可能と考えられます。 

 
⑫『環境要素：重要な地形及び地質』⇒『影響要因：供用時/地形改変及び施設の存在、貯水池の存在』 

・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として対象事業実施区域の範囲内とします。 
・ 地形の改変及び施設並びに貯水池の設置において、その全部又は一部に影響を及ぼすおそれが
ある場合には、評価項目として設定する必要があります。 
・ 重要な地形及び地質の環境への影響に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在に係る環境影響が対象事業実施区域の周辺区域に
おける重要な地形及び地質の保全に支障を及ぼすものでないこと。 
・ 地形改変及び施設の存在又は貯水池の存在において、対象事業実施区域における重要な地
形及び地質の保全について適正な配慮がなされているものであること。 

 
【具体的な事例】 
※ 重要な地形及び地質については、「①環境関係法令により指定されているもの」、「②既往調査

により稀少
きしょう

性の観点から選定されているもの」、「③学術上重要なもの、もしくは、上記に類

するものが存在する場合」は、調査項目として設定する必要がありますが、これらは代替で

きないものであり、原則として計画の見直しにより「回避」を行うことが必要と考えられま

す。 
※ 重要な地形及び地質の調査範囲は対象事業実施区域ですが、それらが存在する場所における
既設道路の拡幅・改修を行う場合も対象になります。 
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⑬『環境要素：動 物（重要な種及び注目すべき生息地）』⇒『影響要因：供用時/地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水』 

・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として対象事業実施区域の範囲内とします。 
・ 対象事業実施区域に重要な種の生息や注目すべき生息地の存在が確認された場合や、地形改変
及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水がその動物の重要な種及び注目すべき生息地に影

響を及ぼすおそれのある場合には、評価項目として設定する必要があります。 
・ 重要な種及び注目すべき生息地に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水に係る環境影響が対象事業実施区域
の周辺区域及び当該河川における重要な種及び注目すべき生息地の保全に支障を及ぼす

ものでないこと。 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水において、対象事業実施区域におけ
る重要な種及び注目すべき生息地の保全について適正な配慮がなされているものである

こと。 

 
【具体的な事例】 
※ 重要な種及び注目すべき生息地は、学術上又は稀少性の観点からの重要な種及び学術上又は
稀少性の視点から重要な種であること、地域の象徴であることなどの理由により注目すべき

生息地として捉えることとされており、以下で評価されたものが対象になると考えられます。 
・「文化財保護法」により指定されているもの 
・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」等により指定されているもの 
・「レッドデータブック（環境省）」に取り上げられているもの 
・「自然環境保全基礎調査」に採り上げられているもの 
・ 地方公共団体により指定されているもの 
・ 自然公園の区域内で指定されているもの 
・ その他地域特性上重要と考えられるもの 

※ これらの調査に当たっては、基本的には既存文献資料を活用することが望まれます。しかし、
既存文献資料のみからの把握では、対象事業実施区域に係る調査記録がないことや、記録が

あっても相当古い時代の調査記録である場合が多いため、すでに土地利用がなされているよ

うな人為的介入が大きい場所を除いて、調査・評価項目として設定し、現地調査をせざるを

得ないのが実状です。特に動物の場合は、移動性であることから、実際に現地調査を実施し

てみないと、対象事業実施区域における重要な種及び注目すべき生息地の有無が把握しにく

いのが実態です。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

⑭『環境要素：植 物（重要な種及び重要な群落）』⇒『影響要因：供用時/地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水』 

・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として対象事業実施区域の範囲内とします。 
・ 対象事業実施区域に重要な種の生育や重要な群落の生育地の存在が確認される場合や、地形改
変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水がその重要な種の生育や重要な群落の生育地に

影響を及ぼすおそれのある場合には、評価項目として設定する必要があります。 
・ 重要な種及び重要な群落に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水に係る環境影響が対象事業実施区域
の周辺地域及び当該河川における重要な種及び重要な群落の保全に支障を及ぼすもので

ないこと。 
・ 地形改変及び施設の存在、河水の取水において、対象事業実施区域における重要な種及び
重要な群落の保全について適正な配慮がなされているものであること。 

 
【具体的な事例】 
※ 重要な種および重要な群落は、学術上又は稀少性の観点から重要とされているものを対象と
します。 
・「文化財保護法」により指定されているもの 
・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」等により指定されているもの 
・「植物版レッドデータブック」（環境庁）に採り上げられているもの 
・「自然環境保全基礎調査」に採り上げられているもの 
・ 地方公共団体により指定されているもの 
・ 自然公園の区域内で指定されているもの 
・ その他地域特性上重要と考えられるもの 

※ 重要な群落の分布情報を収集する際は、既存文献資料を活用することが望まれます。しかし、
既存文献資料データがない場合が多いことから、動物と同様な状況にあります。 

 
⑮『環境要素：生態系（地域を特徴づける生態系）』⇒『影響要因：供用時/地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水』 

・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として対象事業実施区域の範囲内とします。 

・ 地形改変や諸施設及び貯水池の出現並びにダム下流における流 況
りゅうきょう

の変化が生態系に大きな影

響を及ぼすおそれのある場合には、評価項目として設定する必要があります。 
・ 生態系への影響に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水に係る環境影響が対象事業実施区域
の周辺地域及び当該河川における地域を特徴づける生態系の保全に支障を及ぼすもので

ないこと。 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水において、対象事業実施区域におけ
る地域を特徴づける生態系の保全について適正な配慮がなされているものであること。 

 
【具体的な事例】 
※ 地域を特徴づける生態系の情報収集には、動植物等の既存文献資料を活用することが望まれ
ますが、既存文献資料データがない場合が多いため、動物・植物と同様な状況にあります。 
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⑯『環境要素：景観（主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観）』⇒『影響要因：供用時/地形改変及び施設の存在、貯水池の存在』 

・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として対象事業実施区域の範囲内とします。 

・ 地形改変及び施設や貯水池が出現した場合で、人文景観資源及び主要な展望点からの眺望
ちょうぼう

景観

に影響を及ぼすおそれがある場合には、調査項目として設定する必要があります。 
・ 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在に係る環境影響が対象事業実施区域の周辺地域に
おける主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観の保全に支障を及ぼすものでな

いこと。 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在において、対象事業実施区域における主要な眺望
点及び景観資源並びに主要な眺望景観の保全について適正な配慮がなされているもので

あること。 

 
【具体的な事例】 
※ 対象事業実施区域及びその周辺地域における景観資源の調査に当たっては、既存文献資料を
活用することが可能です。しかし、主要な眺望点および主要な眺望景観への地形改変及び施

設や貯水池の出現が及ぼす環境影響の有無については、現地確認を行って調査の要否につい

て判断する必要があります。 
 
⑰『環境要素：人と自然との触れ合いの活動の場』⇒『影響要因：工事の実施/工事用資材等の搬出入』 

・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として工事実施区域の周囲 10km範囲内とします。 
・ 工事用資材等の搬出入が、近隣住民による「人と自然との触れ合いの活動の場」の利用に対し、
影響を及ぼすおそれがある場合には、評価項目として設定する必要があります。 
・ 主要な「人と自然との豊かな触れ合いの活動の場」に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行に係る環境影響が、当該自動車の運行の予定
される路線の周辺区域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場の保全に支障を

及ぼすものでないこと。 

 
【具体的な事例】 
※ 人と自然との触れ合いの活動の場には、キャンプ場、ゴルフ場、公園、登山道、遊歩道、自
転車道等の野外レクリェーション地が挙げられ、これら不特定多数の人が利用する主要な活

動の場が対象になります。人と自然との触れ合いの活動の場は、年間を通じて利用されるも

のや特定の時期にのみ利用されるものなど利用条件が様々です。 
※ 工事用資材等の搬出入の経路に人と自然との触れ合いの活動の場がある場合は、当該市町村
主管課からの聞取り調査や必要に応じて利用実態の調査を行い、その利用時期、利用状況を

考慮した資材等の搬出入の計画を検討することが必要になります。一時的な利用が主体であ

る活動の場については、搬出入による影響を回避することが十分に可能である場合も想定さ

れます。 
 
 



 38

⑱『環境要素：人と自然との触れ合いの活動の場』⇒『影響要因：供用時/地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水』 

・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として工事実施区域の周囲 10km範囲内とします。 
・ 地形改変及び施設や貯水池の出現が、近隣住民による「人と自然との触れ合いの活動の場」の
利用に対し影響を及ぼすおそれがある場合には、評価項目として設定する必要があります。 
・ 主要な「人と自然との豊かな触れ合いの活動の場」に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 地形改変及び施設の存在、貯水池の存在、河水の取水に係る環境影響が対象事業実施区域
の周辺地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場の保全に支障を及ぼすもの

でないこと。 
・ 地形改変及び施設の存在、河水の取水において、対象事業実施区域における主要な人と自
然との触れ合いの活動の場の保全について適正な配慮がなされているものであること。 

 
【具体的な事例】 
※ 河水の取水に伴う河川流量の減少によって影響を及ぼすおそれのあるものとしては、遊歩道

からの渓谷
けいこく

探勝
たんしょう

、カヌーなどの野外スポーツが行われている場所、川下り、キャンプ場等が

想定されます。 
※ 人と自然との豊かな触れ合いの活動の場は、前述したとおりですが、地形改変及び施設の設
置場所と係わりがある場合は、原則的として「回避」することが望まれます。人と自然との

豊かな触れ合いの活動の場の内容によっては、代償措置を講じることが可能になる場合も想

定されるため、これらを視野に影響の程度やその保全措置を検討することが望まれます。 
 
⑲『環境要素：廃棄物等』⇒『影響要因：工事の実施/造成等の施工による一時的な影響』 

・ 調査・予測、評価の範囲は、原則として対象事業実施区域の範囲内とします。 

・ 造成等の施工においてコンクリート殻
がら

等の産業廃棄物の発生が想定される場合には、評価項目

として設定する必要があります。 
・ 廃棄物等に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 造成等の施工による一時的な影響により発生する産業廃棄物が事業者の実行可能な範囲
内において可能な限り低減されていること。 
・ 法令等の定めるところにより保管、運搬、処分等が行われるものであること。 

 
【具体的な事例】 

※ 建設工事に伴って発生する廃棄物には、コンクリート殻、濁水処理施設で発生する汚泥
お で い

等の

ように建設工事から直接排出されるものと、現場事務所等から間接的に排出されるものがあ

ります。これらは当該市町村の指示に従って適正に処理する必要があります。 
※ 建設工事から直接排出される廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業
廃棄物になるため同法に基いた適正な処理が必要です。廃棄物の適正処理を図るためには、

建設廃棄物の発生抑制、再生利用、減量化等の適正処理が望まれます。このため、排出事業

者としての責任を果すことは当然ながら、排出事業者以外の関係者との連携をはじめ、それ

ぞれの立場に応じた責任を果すことが重要であり、発生から保管、運搬、処分まで十分な指

導・管理体制が必要になります。 
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⑳『環境要素：標準項目以外の項目』⇒『環境要因：工事の実施』 

⇒『環境要因：土地又は工作物の存在及び供用』 
・ 標準項目以外の環境要素において、事業特性又は地域特性により環境保全上特に配慮すべき必
要がある環境要素で、下記に示すような環境影響を及ぼすおそれのある場合は、評価項目とし

て設定する（項目の追加＝重点化）必要があります。 
a 標準項目を策定するに当たって想定した一般的な事業特性と異なる事業特性により、標準項
目以外の項目に対し相当程度の環境影響を及ぼすおそれがある場合。 

b 対象事業実施区域又はその周囲が、標準項目を策定するに当たって想定した一般的な立地地
域の地域特性と異なる地域特性で、かつ、事業特性により次に規定する標準項目以外の項目

に対し環境影響を及ぼすおそれがある地域や対象である場合。 
ｲ 標準項目以外の項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域やその他の対象
（例：地上式発電所の周辺に病院や学校が存在した場合の供用後の騒音･振動の環境影響評

価等）。 
ﾛ 標準項目以外の項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令などにより指定
された地域やその他の対象（例：水質汚濁に係る環境基準が設定されている河川周辺で、

実施される建設工事の事務所・合宿からの生活雑排水が河川へ流出する場合、工事中の水

質<水の汚れ>に係る環境影響評価等）。 
ﾊ 標準項目以外の項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化す
るおそれがある地域（例：二酸化窒素に係る環境が既に著しく悪化した地域の発電所の設

置計画において、建設機械の稼動により発生する窒素酸化物に係る環境影響評価等）。 
・ 標準項目以外の項目に関する保全水準は、次のとおりです。 

 
・ 事業特性又は地域特性により環境保全上特に配慮すべき必要がある環境要素の保全につ
いて適正な配慮がなされているものであること。 
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第５章 地方公共団体の環境影響評価制度 
 
５．１ 環境影響評価法との関係 
一つの事業に関して、環境影響評価法と地方公共団体の環境影響評価制度による手続きが重複して

義務づけられることを避ける観点から、環境影響評価法では、地方公共団体の環境影響評価制度との

関係に規定（法第 60条及び第 61条）をおき、手続きが重複したり、法の執行が妨げられることがな
いような配慮がなされています。 
環境影響評価法と地方公共団体の環境影響評価条例の関係についての調査結果を下記に示します

（平成 15年 3月末現在）。 
 
①環境影響評価法の対象事業の場合 
・ 地方公共団体の環境影響評価制度において、神奈川県以外の地方公共団体では、環境影響評価

法の対象事業に関して独自の評価手続きを規定していません。しかしながら、このような地方

公共団体においても、評価項目（標準）以外の項目に関しては、法手続き上で求められる知事

意見の中で、評価項目の追加を求める可能性があると考えられます。 
・ 神奈川県の環境影響評価制度おいてのみ、県の技術指針に基づき、環境影響評価法の手続きに

おける評価項目以外の項目に関して、独自の評価手続きを規定しています。 
 
②環境影響評価法の対象事業以外の場合 
・ 地方公共団体の環境影響評価制度に従い、評価手続き実施の可否に関するチェックが必要にな

ります。また、地方公共団体（都道府県・政令指定都市）ごとに、水力発電所の評価手続き実

施の規模要件が異なっており、表 5.1.1にその詳細を示します。 
 
５．２ 地方公共団体の環境影響評価条例における留意点 
 地方公共団体の環境影響評価条例において、地方公共団体によっては地域特性に応じて要件を定め

ており、「水力発電所の設置又は変更の事業」そのものを条例の対象としていない場合があります。 
なお、表 5.1.1において”対象外”と記述しているところは、「水力発電所の設置又は変更の事業」
を条例の対象外としている地方公共団体を示しており、これらについては、「河川法に規定するダム

や堰
せき

の新築、改築の事業」等の条例の対象になる場合も考えられることから、これらに十分留意し、

規定する要件等の調査を行う必要があります。 
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表 5.1.1(1) 都道府県・政令指定都市の環境影響評価条例における水力発電所の規模要件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境影響評価法 第一種事業

北海道 一般地域 第一種事業

特別地域 第一種事業

青森県 第一種事業

岩手県 対象外

宮城県 対象外

秋田県

山形県 対象外

福島県

茨城県

栃木県 対象外

群馬県 一般地域 第１種事業

配慮地域

埼玉県 対象外

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県 第一区分事業

福井県 第一種事業

山梨県

長野県 対象外

岐阜県

静岡県 第１種事業

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県 対象事業

：規模要件のみで対象 ：ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ対象 ：特定地域で対象

特定地域 一般地域

発電所の出力(万kW)

第２区分事業 第１区分事業

第二種事業

第２種事業(手続簡略)

一般地域

自然環境特別配慮地域

第２種事業(手続簡略) 第１種事業

基本事業関連事業

一般地域

対象事業

甲地域・乙地域

第二分類事業

対象事業

第１種対象事業

第２種事業

対象事業

特別保護地区等 特別地域 一般地域

第一種事業第二種事業

その他の地域

特別配慮地域

対象事業

第２種対象事業(手続簡略)

第二区分事業

第二種事業

第二種事業

第二種事業

第二種事業

団　体　名
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

対象事業

 3.0

第三分類事業
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表 5.1.1(2) 都道府県・政令指定都市の環境影響評価条例における水力発電所の規模要件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈良県 対象外

和歌山県

鳥取県 一般地域

島根県

岡山県

広島県

山口県 第一種事業

徳島県

香川県 対象外

愛媛県

高知県 第１種事業

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県 対象外

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

札幌市

仙台市 対象外

千葉市 対象外

横浜市 対象外

川崎市 対象外

名古屋市 対象外

京都市 対象外

大阪市

神戸市

広島市

北九州市

福岡市 対象外

：規模要件のみで対象 ：ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ対象 ：特定地域で対象

対象事業

 3.0
発電所の出力(万kW)

第一種事業

対象事業

第２種事業

対象事業

対象事業

一般地域

対象事業

特定地域

対象事業

対象事業

対象事業

対象事業

対象事業

特別配慮地域 一般地域

第一種事業第二種事業

特別地域

対象事業

第二種事業

第二種事業

対象事業

対象事業

団　体　名
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

対象事業
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第６章 各種法規制 
 
６．１ 各種法規制に関する調査について 
我が国の国土は、様々な法令の目的を達成するため特定地域において特定の行為が禁止又は制限さ

れており、かつ、同じ地域に様々な法令が幾重にも指定されている場合があります。また、法令はそ

の目的を達成すべき地域を定めていることが多く、動植物では目的達成の地域を定めているほかに、

種自体を指定又は選定している場合もあります。 
水力発電所の計画・開発に伴い、調査することが望ましいと考えられる法的規制としては、開発行

為全般や工作物の出現に伴う影響により、法令の目的達成に支障を及ぼすおそれのあるものと考えら

れます。また、これらの法規制の中には、開発計画推進の遅速及び可否の判断に直結するものもある

ため、発電計画立案の当初段階で、その適用状況に関する調査を行う必要があります。 
また、法的規制には、地方公共団体が法律に基づく条例として上乗せ基準等を制定している場合が

あること、また、独自に環境保全等の条例を定めている場合もあるため、当該都道府県及び市町村の

条例についても調査しておくことが必要です。 
以下に、水力発電所の開発に伴い調査が必要と考えられる法令を項目毎に整理します。 
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６．２ 各種法規制の概要 
【自然環境の保全】 
 自然環境の保全を目的とする主要な法令としては、自然環境保全法、自然公園法があります。 
 自然環境保全法は、自然公園法を含め自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の

適正な保全を総合的に推進することを目的としており、本法に指定されている地域は、法の目的か

ら発電所の立地が困難な地域と考えられます。 
自然公園法に基づく自然公園には、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園があります。自

然公園法は地域指定を伴う法令の中でも広大な指定地域をもつもので、従前から水力発電所の立地

との係わりが深い法令です。これまでの事例によると自然公園内へ立地した事例は多いですが、時

代を経るとともに、特に特別地域内への立地が困難となり、近年では計画段階で当該地域への立地

を回避しているものも見受けられます。 
 

法令等 チェック事項 関連条項 

自然環境保全法 

・ 原生自然環境保全地域指定の有無 
・ 立入制限地区指定の有無 
・ 自然環境保全地域指定の有無 
・ 特別地区指定の有無 
・ 野生動植物保護地区指定の有無 
・ 普通地区指定の有無 
・ 都道府県自然環境保全地域指定の有無 

第 14条 
第 19条 
第 22条 
第 25条 
第 26条 
第 28条 
第 45条 

自然公園法 

・ 国立公園又は国定公園指定の有無 
・ 特別地域指定の有無 
・ 特別保護地区指定の有無 
・ 普通地域の有無 
・ 都道府県立自然公園の有無 
・ 環境大臣が指定した高山植物その他こ

れに類する植物の有無 

第 10条 
第 17条 
第 18条 
第 20条 
第 41条,第 42条 
第 17条 
第 3項第 8号 

国有林野管理経営規定 ・ 保護林設定の有無 第 13条 
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【動植物の保護・保全】 

鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律に基づく鳥獣保護区内への立地事例は、工事区域が広い大規模水

力で多く、工事区域が狭い中小水力では少ない現状にあります。 
 鳥獣保護区は、狩猟の適正化のための鳥獣の保護繁殖等が目的であるため、一般的に立地の困難

性は低いですが、特定の目的のために設定されている特別保護地区、集団渡来地
と ら い ち

、集団繁殖地、特

定鳥獣生息地などでは、その設定目的から立地は困難であると考えられます。 
 平成 4 年には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が施行され、特定の

地域ばかりではなく、種そのものも保護の対象になっています。なかでも猛禽類
もうきんるい

に関しては、繁殖

の核心部が計画区域に近接している場合は、立地の困難性が高くなる場合が多く、保全対策を検討

するための調査の実施及びその結果を踏まえた対策、並びに継続的な監視のための調査が必要とさ

れる場合が多い現状にあります。 
 また、我が国は、昭和 55年 10月にラムサール条約の締約国となり、同条約に基づく湿地として、
平成 14年 11月現在、釧路湿原、伊豆沼・内沼、クッチャロ湖、ウトナイ湖等の 13箇所が登録さ
れています。これらは、国際的に重要な湿地として認められ登録されたものであり、これらの湿地

を活用した水位の変動等を伴う開発は困難と考えられます。 
 

法令等 チェック事項 関連条項 

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 
・ 鳥獣保護区指定の有無 
・ 特別保護地区指定の有無 

第 8条ノ八 
第 8条ノ八 

絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律 

・ 国内希少野生動植物種の有無 
・ 緊急指定種の有無 
・ 生息地等保護区の指定の有無 
・ 管理地区指定の有無 
・ 立入制限地区指定の有無 
・ 監視地区指定の有無 

第 4条 
第 5条 
第 36条 
第 37条 
第 38条 
第 39条 

特に水鳥の生息地として国際

的に重要な湿地に関する条約 
・ 登録湿地指定の有無 第 2条 
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【文化財の保護・保全】 

水力発電所の立地において、文化財保護法の有形文化財に直接的な影響を及ぼすものとしては､

湛
たん

水
すい

池
ち

による水没が想定されます。また、間接的な影響を及ぼすものとしては、工事に使用する沿

道に文化財指定の建造物があり、工事用車両の走行に伴う振動等により、建造物が損傷等を受ける

場合が想定されます。 

 水力発電所の立地でその確認が重要となるのは、史跡
し せ き

名勝
めいしょう

天然記念物の存在です。工事区域及び

減水区間において渓谷景観が名勝に指定されていたり、特殊な景観が天然記念物に指定されている

場合があり、これらの景観等を変更する行為は困難であると考えられます。天然記念物に指定され

ている野生動物は、地域指定ではなく種そのものを指定しているため、工事を行う場所の生息実態

を既存文献調査のみで判断することは難しく、現地確認が必要になります。また、天然記念物に指

定されている植物の多くは、大径
たいけい

木
ぼく

や古木
こ ぼ く

などで単独に生育しているものが多いことから、計画段

階で回避が可能な対象であると考えられます。 
 埋蔵文化財に関しては、開発行為中にこれらが確認された場合、調査のために一定期間工事が停

止されますが、歴史上又は学術上価値の高いもの以外は、立地への影響は軽微であると考えられま

す。 
 他の法令は、特殊な立地の場合に関係すると想定され、一般的には調査の対象にはならないもの

と考えられます。 
 

法令等 チェック事項 関連条項 

文化財保護法 

・ 重要文化財指定の有無 
・ 周知の埋蔵文化財包蔵地の有無 
・ 史跡、名勝又は天然記念物指定の有無 
・ 特別史跡、特別名勝又は特別天然記念

物指定の有無 
・ 史跡名勝天然記念物仮指定の有無 

第 27条 
第 57条 
第 69条 
第 69条 
 
第 70条 

世界の文化遺産及び自然遺産

の保護に関する条約 
・ 自然遺産の区域の有無 第 11条第 2項 

古都における歴史的風土の保

存に関する特別措置法 
・ 歴史的風土保存区域指定の有無 
・ 歴史的風土特別保存地区指定の有無 

第 4条 
第 6条 

都市の美観風致を維持するた

めの樹木の保存に関する法律 
・ 保存樹指定の有無 
・ 保存樹林指定の有無 

第 2条 
第 2条 

明日香村における歴史的風土

の保存及び生活環境の整備等

に関する特別措置法 

・ 第一種歴史的風土保存地区指定の有無 
・ 第二種歴史的風土保存地区指定の有無 

第 3条 
第 3条 
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【国土保全】 

 我が国の国土は大部分を森林で覆われ、森林はその所有形態から国有林と民有林に区分されてい

ます。 
 一般に水力開発地点は山間部が多いため、通常、民有林の場合にあっては地域森林計画区に、国

有林の場合にあっては地域施業計画区に含まれます。また、森林法の規定により国有林及び民有林

の多くは保安林指定を受けています。保安林指定には 17種類が定められており、なかでも水源
すいげん

涵養
かんよう

保安林は広大な面積を有していることから、大規模な開発の場合は消失する水源涵養保安林の代替

保安林の確保が要請される場合があります。保安林指定地のうち保健保安林や風致保安林等はその

指定目的から水力の開発が困難であると考えられます。 
 砂防法に基づく砂防指定地内に水力を開発した事例は数多くあります。砂防指定地は治水のため

の砂防設備が計画された地域ですが、当該地域において立地が行き詰まる事例は少ないものと考え

られます。 
 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域や急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

に基づく急傾斜地崩壊危険区域内への立地は、困難ではないと考えられますが、水力発電設備の安

全性に係わってきますので、開発に当たっては十分に留意する必要があると考えられます。 
 河川法に基づく河川区域及び河川保全区域については、法的手続き等でその区域が問題となる場

合があるため、指定境界等を事前に調査しておく必要があります。 
 

法令等 チェック事項 関連条項 

森林法 
・ 地域森林計画区の有無 
・ 保安林指定の有無 
・ 保安施設地区指定の有無 

第 7条 
第 25条 
第 41条 

砂防法 ・ 砂防指定地の有無 第 2条 
地すべり等防止法 ・ 地すべり防止区域指定の有無 第 3条 
急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律 
・ 急傾斜地崩壊危険区域指定の有無 第 3条 

河川法 
・ 河川区域の有無 
・ 河川保全区域指定の有無 

第 6条 
第 54条 

海岸法 ・ 海岸保全区域指定の有無 第 3条 
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【公害の防止】 

 公害の防止に関する法令は、発電所の立地の難易を決定づけるものではありませんが、その指定

状況によっては十分な環境保全のための措置を講じる必要が生じます。 
 環境基本法に基づく環境基準は、いわゆる規制基準ではなく環境の目標値を定めたもので、良好

な水質の維持、静穏な環境等の目安になることから、環境影響評価上、重要視される項目になりま

す。 
 水力発電所は河水を利用することから、工事中及び運転開始後も水質維持の環境基準を満足する

必要があります。水質汚濁に係る環境基準は、水域を定めて指定されており、一部の地域では類型

が指定されていない場合もありますが、環境影響評価法の対象事業において類型が設定されていな

い場合、周辺環境を踏まえて事業者自ら目標値を設定する必要があります。 
 騒音に係る環境基準は、里山から都市部の立地において類型の指定地に含まれることが想定され

ますが、近傍に民家が存在しない山間部の立地では適用されないと考えられます。なお、山間部の

立地であっても、資機材の搬出入に使用する経路が市街地化した地域となる場合は、当然、騒音に

対する配慮が必要になります。また、山間部の市町村は狭隘
きょうあい

な道路の両側に住居及び店舗が立ち並

んでいる場合が多く、現状においても環境基準を超えている場合がありますので、十分に留意する

必要があります。 
 水力発電所の建設において、水質汚濁防止法の特定施設に該当する施設を設置することはないも

のと考えられますが、その排水基準は工事中における水質維持の規制の一つとなっています。また、

排水基準は総理府令で定められていますが、都道府県では上乗せ基準が設定されている場合があり

ますので、事前に条例等の調査をしておく必要があります。 
 騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域では、特定建設作業に伴って発生する騒音及び振動

が規制されているため、工事箇所の指定状況を調査しておく必要があります。また、特定建設作業

の種類には、法に基づくものの他、都道府県の条例で追加されている場合があるため、事前に条例

の調査をする必要があります。 
 

法令等 チェック事項 関連条項 

環境基本法 
・ 水質汚濁に係る環境基準の類型指定の

有無 
・ 騒音に係る環境基準の類型指定の有無 

第 16条 
 
第 16条 

水質汚濁防止法 ・ 特定施設の有無 第 2条 
騒音規制法 ・ 騒音規制指定地域の有無 第 3条 
振動規制法 ・ 振動規制指定地域の有無 第 3条 
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【都市部の緑地保全】 

 水力発電所の立地に当たって、これらの法令指定地が工事区域に含まれることは稀
まれ

であると想定

されますが、今後、都市部における未利用落差等を活用した水力発電を計画する場合には、該当す

る場合が考えられます。 
都市部では緑が少ないため、ある意味で緑地は重要な地域です。都市部の緑地は、人為的影響が

大きく自然性が問われる対象は少ないと考えられますが、快適な空間の提供等の役割が大きいため、

当該地域の開発においては緑化復元等の十分な保全対策を要請される可能性が高いと考えられま

す。 
 なお、都市計画法の風致地区は景観を保全するための地区であり、水力発電所の立地が困難であ

ると考えられる地域です。風致地区は、里山地域においても指定されている場合がありますので、

事前に指定範囲等について調査をしておく必要があります。 
 

法令等 チェック事項 関連条項 
都市緑地保全法 ・ 緑地保全地区指定の有無 第 3条 

首都圏近郊緑地保全法 
・ 近郊緑地保全区域指定の有無 
・ 近郊緑地特別保全地区指定の有無 

第 3条 
第 5条 

近畿圏の保全区域の整備に関

する法律 
・ 近郊緑地保全区域指定の有無 
・ 近郊緑地特別保全地区指定の有無 

第 5条 
第 6条 

都市計画法 ・ 風致地区指定の有無 第 8条 
生産緑地法 ・ 生産緑地地区指定の有無 第 3条 

 
 
【水産資源の保護及び増殖】 

 水産資源保護法に基づく保護水面は、水産動物の産卵、稚魚
ち ぎ ょ

の生育、種苗
しゅびょう

の発生に適した水面で

あることから、埋立てやしゅんせつ工事、河川流量や水位の変更を伴う工事は許可行為となります。

したがって、これらは基本的に水力発電所の立地が困難な水域であると考えられます。 

 なお、河川には、漁業法に基づく第 5種共同漁業権（内水面
ないすいめん

漁業）が設定されている場合が多く、

水力発電所の開発に当たっては、漁業権者の同意が必要になります。 
 

法令等 チェック事項 関連条項 

水産資源保護法 
・ 保護水面指定の有無 

・ 遡
そ

河
か

魚類の通路となっている水面の有

無 

第 15条 
第 22条,第 23条, 
第 24条 

漁業法 ・ 漁業権設定の有無 第 6条 
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【その他】 
温泉法に基づく指定地域は、温泉の公共的利用増進のために、温泉利用施設の整備及び環境の改

善に必要な地域を環境省が指定するものです。温泉資源と自然環境に恵まれた温泉地は、「国民保

養温泉地」として、平成 12年 5月現在、全国 89地域が指定されています。また、国民保養温泉地
の中で、保健的利用に適した温泉地を「国民保健温泉地」として指定しており、現在までに 21 地
域が指定されています。さらに、国民保養温泉地の中から、自然の活用に適した温泉地を「ふれあ

い・やすらぎ温泉地」として指定しています。温泉地への水力発電所の立地に関しては、河水の取水
しゅすい

や導水
どうすい

路
ろ

トンネルなどの掘削
くっさく

行為による温泉への影響について、十分に留意する必要があるものと

考えられます。 
 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律では、水道原水の取水地点等との係わりに対し

て指摘されることが想定されますが、山間部では河川の本流が水道原水の取水地点となっているこ

とは少なく、河川の支沢から原水を取水している場合が多いことから、立地との係わりは低いと考

えられます。 
 

法令等 チェック事項 関連条項 

温泉法 

・ 温泉地域指定の有無 
・ 温泉法第 12 条の許可を受けた温泉に
対する影響の有無（湧出量、温度、成

分） 

第 14条 
第 11条 

水道原水水質保全事業の実施

の促進に関する法律 
・ 水道原水取水地点の有無 第 2条第 3項 
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第７章 過去に行われた環境保全措置 
 
水力発電所の設置に伴う環境保全措置は、従来から様々な対策が講じられ、それぞれの時代の環境行

政や環境保全技術を取込みながら、現在に至っています。水力発電所の設置に伴う環境への影響軽減等

の措置は、長い歴史の中でより実効性の高い保全措置へと改良され、現在、発電所の立地に際して採用

されている対策の多くは、十分な実績のあるものとなっています。 
 環境保全のための措置を時系列的にまとめると、「計画段階で採られたもの」、「工事中に採られたも

の」、「供用時に採られたもの」があり、本章では、これらの措置について、至近 10 ヵ年程度（平成 3
年～平成 12年の期間を基本）を対象とした調査を実施し、実際の事例の取り纏めを行いました。 
 
７．１ 近年の新設発電所の環境保全措置 
水力発電所の環境保全措置について、省議アセスの当初は、騒音・振動・水質等いわゆる地域住民

の健康の保護や生活環境の保全に関する対策が重要視されていました。しかし、公害関係の防止技術

が確立するに従い、また、自然環境の保全に関する社会的な要請等が高まるにつれて、構造物と自然

景観との調和、自然性の高い地域における対策の充実等、徐々に自然環境の保全、地域環境との調和

等の面が重要視されるようになってきました。 
以下に、平成 3 年～平成 12 年に着手した水力発電所の環境保全方策の推移を環境要素ごとに取り
纏めました。なお、調査対象発電所の着手年次が環境影響法の施行以前であったことから、下記に示

す環境要素は、省議アセスの区分（前掲 図 4.3.1参照）に従って記載しています。 
 
【自然保護】 
 自然保護に関しては、地表部改変区域の最小化に努めることが環境保全の基本的な考えです。当

初は、改変区域の緑化復元に注意が払われていましたが、平成 7年以降、改変面積を最小化するた
めの具体的な措置（地下化、トンネル化、仮設備用地の集約化等）に注意が払われるようになって

きています。 
 
【自然景観】 
 自然景観に関しては、改変区域及び設備が極力目立たないようにすること、止むを得なく改変し

た区域には緑化復元を図ることが環境保全の基本的な考えです。近年は、それらの考えに加えて、

周辺景観との調和を図るための具体的な方策（目視されないような位置、工法、形状・色彩の検討

等）について、注意が払われるようになってきています。 
 また、中小水力の場合、地上工作物が多いことから、設備ごとの細かな景観上の配慮（形状・色

彩の検討等）に注意が払われていますが、大規模揚水の場合は、地下工作物が多いことから、調整

池の湖岸
こ が ん

裸地
ら ち

部の緑化、湛
たん

水
すい

池
ち

周辺斜面の対策工等の実施に注意が払われている現状にあります。 
 なお、中小水力については、平成 5 年以降、「発電所建屋の形状・色彩の配慮」、「水圧鉄管の環
境に融和した色彩による塗装」に注意が払われるようになってきており、これらは景観に対する関

心の高まりに基づいた諸制度の制定が背景にあるものと考えられます。 
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【植生】 

 植生に関しては、前述の自然保護と同様に、伐採
ばっさい

範囲の最小化と改変区域の速やかな緑化が環境

保全の基本的な考えです。近年は、これらに加えて貴重な植物の保全方策（計画・設計・施工上の

配慮による回避、低減＜移植を含む＞等）の明確化、工事区域周辺における植生の生育環境への影

響を低減する事項に注意が払われています。 
 また、平成 5年以降は貴重な植物に対しての具体的な保全措置に注意が払われるようになってい
ますが、この背景には「レッドデータブック」の発行、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成 4年）」の制定があるものと考えられます。 
なお、大規模水力で採られた保全措置が中小水力の開発計画に受け継がれる傾向にあります。 

 
【陸生動物】 
陸生動物に関しては、前述の自然保護・植生と同様に、陸生動物の生息環境である樹林地の改変

の最小化に努めることが環境保全の基本的な考えです。近年は、これらの考えに加えて、貴重な種

や個体群ごとの生態的特性を踏まえた具体的な保全方策について、注意が払われるようになってき

ています。 
 また、平成 5年以降は貴重な動物に対する個別の保全措置に注意が払われるようになっています
が、この背景には植物と同様「レッドデータブック」の発行、「絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律（平成 4 年）」の制定があるものと考えられます。平成 7 年以降は、貴重種
に加えて、湿地の整備等に見られる積極的な生息環境の復元・創造に注意が払われるようになって

きています。その背景には「生物多様性国家戦略（平成 7年）」において、生態系の保全を考慮し､
貴重種ばかりでなく生息・生育環境の基盤となっている身近な自然の保全の重要性が指摘されたこ

とが要因と考えられます。 
なお、植生と同様に大規模水力で採られた保全措置が中小水力の開発計画に受け継がれる傾向に

あります。 
 
【水生動物】 

水生動物に関しては、河川維持流量の放流、水廻
みずまわ

し水路の設置、工事中の濁水
だくすい

の適正処理等が環

境保全の基本的な考えです。これら以外には、取水
しゅすい

口
こう

への魚類の迷入
めいにゅう

防止対策に関して注意が払わ

れています。 
 
【水質】 
水質に関しては、工事に伴い発生する濁水、アルカリ性の工事用水及び工事用事務所・宿舎から

の生活排水を適切に処理することが環境保全の基本的な考えです。近年は、これらに加えて、副次

的に濁水処理に伴い発生する汚泥
お で い

（脱水ケーキ）の適正処理について注意が払われていますが、こ

れは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行規則の改正が背景にあるものと考えられます。 
 
【騒音・振動】 
騒音・振動に関しては、走行時間帯・走行速度の規制、低騒音・低振動機器の使用等が環境保全

の基本的な考えです。また、現地の状況によっては人間の生活環境はもとより､野生動物の生息環

境への影響軽減等に注意が払われるようになり､工事に伴う発破
は っ ぱ

薬量の制限・防音壁
ぼうおんへき

の設置、工事
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中の騒音・振動の監視が行われる場合があります。 
 
【交通安全】 
 工事用車両の走行に伴う地域の交通安全対策は、地域住民の関心が高い事項の一つです。これら

については、多くの工事用車両を使用する大規模水力では当初より関心が持たれ、中小水力におい

ても平成 7年以降、注意が払われるようになってきています。 

一般的に、水力発電所の立地は山間部が多く狭隘
きょうあい

な道路を工事に使用するため、一般交通や地域

住民の日常生活、特に児童の登下校における交通安全対策に対する要請が多い現状にあります。 
 
【その他】 
 その他としては、粉じんの防止対策と廃棄物の適正処理も主要な環境保全措置の一つであり、近

年においては、廃棄物のリサイクル化に注意が払われるようになってきています。 
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７．２ 近年の既設発電所の環境保全措置 
 至近 10 ヵ年に実施された既設発電所の環境保全措置の実施内容に関して調査を実施し、その概要
を以下のように取り纏めました。 

対策事例の設備別の比率は、表 7.2.1に示すように取水
しゅすい

ダムに関する対策（28.5％）、発電所に関す
る対策（21.6％）、水圧管

すいあつかん

路
ろ

に関する対策（14.4％）及び貯水池
ちょすいち

等に関する対策（10.0％）が多く、こ
れらで全体の約 75％を占めています。 
環境保全措置の経年変化を見ると、図 7.2.1 に示すように、昭和 61 年～平成 13 年までの間では、
年による変動はあったものの年々対策事例が増加している現状にあります。特に、平成 6年から対策
事例が急増し、その後、平成 13年まで対策事例が多くなっています。 
なお、環境要素については、「７．１ 近年の新設発電所の環境保全措置」と対比可能とするため、

同様に省議アセスの区分（前掲 図 4.3.1参照）に基づきました。 
 

表 7.2.1 運転開始後に関する環境保全措置事例の集計 

図 7.2.1 環境保全措置事例の経年変化 
注；図の「14年度以降」は 13年度ｱﾝｹｰﾄ時点で対策が計画されていたものを示す． 

事例数 割合(%)
取水ダム 14 1 64 3 4 5 91 28.5
取水口 6 1 1 7 1 9 25 7.8
沈砂池

導水路 7 1 1 9 2.8
水槽 3 2 5 1.6
水圧管路 41 4 1 46 14.4
余水路 4 1 1 6 1.9
発電所 14 1 39 1 6 8 69 21.6
放水路 2 1 6 1 10 3.1
貯水池等 6 2 4 4 1 12 3 32 10.0
道路 1 1 1 3 0.9
河川 1 3 1 5 1.6
周辺環境 1 1 2 0.6
その他 3 2 4 7 16 5.0
事例数 102 14 70 55 14 38 26 319
割合(%) 32.0 4.4 21.9 17.2 4.4 11.9 8.2 100.0
合
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【自然景観】 
 自然景観に関する対策事例は水圧管路が突出して多く、次いで発電所と取水ダムが多くなっていま

す（図 7.2.2）。 
 水圧管路は自然景観に配慮した融和色塗装の実施事例が多く見受けられ、従前のシルバーからこげ

茶色への変更事例が多く、シルバーから淡黄緑色とした事例もありました。また、対策事例は少ない

ですが、水圧管路に併設された余水路（管）にも融和色塗装が行われた例もありました。 
 発電所では建屋の形状の変更や融和色塗装の実施事例が多く見受けられ、外壁を石積風にしたもの、

町から建物デザインを統一するように要請されロッジ風にしたもの、建屋外壁をクリーム色等に塗装

した事例がありました。 
 ダムにおいては、石張り、巨石による練石積、ゲートの塗装（グレーからこげ茶色へ変更）等の事

例がありました。 

図 7.2.2 設備に対する自然景観対策の事例数 
【植生】 

 植生に関する対策事例は少なく、水圧管路では植生による遮蔽
しゃへい

、緑化による法面保護等斜面の侵食

や崩壊の未然防止のための対策が行われ、他の設備では修景
しゅうけい

緑化
りょっか

が多く行われています（図 7.2.3）。 

図 7.2.3 設備に対する植生対策の事例数 
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【動物】 
 動物に関する対策事例のほとんどが、ダムに関連する対策であり（図 7.2.4）、対策事例の多くは河

川維持流量の放流と魚道
ぎょどう

設置による魚類の遡上
そじょう

流
りゅう

路
ろ

の確保です。これらの多くは水利権の期間更新

等により義務づけられたものと推察されます。 

図 7.2.4 設備に対する動物対策の事例数 
 
【水質】 
 水質に関する対策事例のほとんどは、発電所における対策であり（図 7.2.5）、その対策はすべて油

分の流出防止対策です。このほか、ダムでは河川維持流量の放流による水質の改善、調整
ちょうせい

池
ち

では選択

取水設備による濁水
だくすい

長期化の低減対策等が行われています。 

図 7.2.5 設備に対する水質対策の事例数 
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【騒音・振動】 

 騒音・振動に関する対策事例のほとんどが、放
ほう

水路
す い ろ

における対策であり（図 7.2.6）、住民からの放
流水音に対する軽減要請に応えたものです。また、ゴムシートによる軽減対策、ゴム製防音壁

ぼうおんへき

の設置

の他、開渠
かいきょ

部分に蓋掛
ふ た が

けを行った事例も見られます。 
 これ以外では、地域住民の生活環境の保全への観点から、余

よ

水路
す い ろ

への防音壁の設置、変圧器を低騒

音型に変更、発電所建屋の窓を鉄筋コンクリートにより閉鎖等の対策が行われています。 

図 7.2.6 設備に対する騒音・振動対策の事例数 
 
【環境調和・創造、地域協調】 

 環境調和・創造、地域協調に関する対策事例は、貯水池、取水
しゅすい

口
こう

、発電所、ダム等で多くなってい

ます（図 7.2.7）。 
 貯水池では、湖面の開放、周回遊歩道の整備、園地や休憩場の設置、催し物への対応として水位の

調整等が行われています。取水口では塵芥
じんかい

等の有効利用に関する様々な試みが行われ、ダムでは見学

会、花見、案内板の設置等が行われています。また、発電所では花木類の植栽
しょくさい

、敷地内に散策路を設

置し開放する等の試みが行われている場合もあります。 

図 7.2.7 設備に対する環境調和・創造、地域協調対策の事例数 
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【その他】 
 その他の事例は、発電所、ダムに多く（図 7.2.8）、発電所では見学会などを誘致・開放している事
例、ダムではアユ漁、カヌー教室、ホタルまつりの開催、ラフティング事業等に対応して放流量の増

減等に協力する事例が多く見受けられます。対策事例は様々であり、地域との連携に必要となる多様

な対応が行われています。 

図 7.2.8 その他の対策の事例数 
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７．３ 標準的な環境保全措置 
 環境保全措置の採用に当たっては、第一に環境影響の回避又は低減を優先して検討し、その次に代

償措置を講じる必要があるかを検討することになりますが、計画段階において環境への回避を図るこ

とが最も効果的な措置になります。また、供用時に採られた環境保全措置の多くは、地域環境との調

和をテーマとした対策が中心になっています。 
本節では、事業者の環境保全措置立案の支援を目的として、「７．１ 近年の新設発電所の環境保

全措置」、「７．２ 近年の既設発電所の環境保全措置」の要約の基本となった“発電所の環境保全措

置の実例”について分類・整理を行っています。 
表 7.3.1～表 7.3.3には、実発電所の環境保全措置の実例を「設備ごと」及び「環境要素」に分類し
たものを示しています。また、表中の「環境要素」区分は、環境影響評価法の環境要素に準拠して整

理しています。表中の「環境保全措置実施事例の No.」は、本ガイドブックの別添資料「環境保全措
置事例集」の参照箇所を示しており、それぞれの保全措置の詳細は、別添資料に示しています。表中

の保全措置の詳細については、別添資料を参照して下さい。 
なお、表中において、各保全措置を「回避」、「低減」、「代償」に分類していますが、事業特性及び

地域特性や事業者及び地域住民等で、その捉え方の見解が異なる場合がありますので留意して下さい。 



設備等

環境保全措置
実施事例のNo.

(位置)

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 主要な展望地への配置の回避 ◎
◎

◎
(設備) (機器) ◎
○ 発生源の地下構造化 ○ 油分流出防止構造化 ○ 設備の最小化 ○ 設備の最小化 ○
○ 建屋周辺の防音対策

○ 水路系の地下構造化
○ 発電所搬入路のトンネル化

○ ○

○

○ 設備の最小化
○

(位置)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 主要な展望地への配置の回避 ◎

◎
◎

◎ ○
○ 土捨場の集約化 ○
○ ○ 土捨場の調整池内への配置

○ 視認されにくい位置への配置

○ ○ ○

○ 大径木伐採の最小化
○

(位置)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 主要な展望地への配置の回避 ◎

◎
◎

◎
○ ○

○ 視認されにくい位置への配置

○
○

(新設道路位置) (流用)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 主要な展望地への配置の回避 ◎ ○

◎
◎

◎ ○
○

(既設道路の利用)
○

○

注；事業特性及び地域特性により上記の対策事例が必ずしも「回避」、「低減」、「代償」に相当しない場合が生じることが想定される。

周辺との調和を図った発電所
建屋の形状，素材及び色彩の
採用

－No.5・No.6 No.7・No.8

公共施設，文化財，
野外ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ地等へ
の配置の回避

取水設備及び洪水吐ゲート高
さの抑制

(形状・色彩)

(位置)

No.3No.3・No.4 No.4 No.3・No.4No.1 No.2

表7.3.1　計画段階の環境保全措置例
凡例　◎回避，○低減，△代償

廃棄物等植　　　物大気質(粉じん等) 騒音・振動 水　　　　質 地形及び地質

既設路床材の
流用

荒廃地，雑木林，幼
齢林地への配置によ
る自然植生の保全

河床堆積物，掘削残
土流用による原石
山・土捨場規模の最
小化

土捨場・原石山の自
然復元(緑化等)

(規模・構造)
仮設ヤードの集約と
最小化

重要な植物種・植物
群落の生育地への配
置の回避

(位置)
公共施設，文化財，
野外ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ地等へ
の配置の回避

(位置)

既設道路の拡幅・改修による
新設道路の最小化

(形状・色彩)

重要な種の生息地へ
の配置の回避

注目すべき動物の生
息地への配置の回避

重要な猛禽類の営巣
地から十分な離隔距
離を確保した位置へ
の配置

主要な眺望景観に介在しない
位置への配置

重要な景観資源が分布する位
置への配置の回避

周辺との調和を図った配置及
び色彩の採用

貴重な猛禽類の行動
圏に配慮した位置へ
の配置

(位置)
地域を特徴づける生
態系を構成している
種及びその生育又は
生息環境への配置の
回避

(規模・構造)

貴重な猛禽類の行動
圏に配慮した位置へ
の配置

貴重な猛禽類の行動
圏に配慮した位置へ
の配置

(位置)

(位置)
重要な植物種・植物
群落の生育地への配
置の回避

(位置)

消失区間の道路の付
け替えによる動線の
確保

主要な眺望景観に介在しない
位置への配置

主要な眺望景観に介在しない
位置への配置

(位置)
重要な種の生息地へ
の配置の回避

注目すべき動物の生
息地への配置の回避

重要な猛禽類の営巣
地から十分な離隔距
離を確保した位置へ
の配置

動線から視認されに
くい位置への配置

河床堆積物，掘削残土流用に
よる原石山・土捨場規模の最
小化

公共施設，文化財，
野外ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ地等へ
の配置の回避

(位置)
公共施設，文化財，
野外ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ地等へ
の配置の回避

(規模)

(規模)

地域を特徴づける生
態系を構成している
種及びその生育又は
生息環境への配置の
回避

地域を特徴づける生
態系を構成している
種及びその生育又は
生息環境への配置の
回避

(位置)

重要な植物種・植物
群落の生育地への配
置の回避

(位置)

発電所建屋の規模縮小，地下
式又は半地下式構造の採用

重要な景観資源が分布する位
置への配置の回避

(位置) (位置)

重要な猛禽類の営巣
地から十分な離隔距
離を確保した位置へ
の配置

(規模・構造)

重要な景観資源が分布する位
置への配置の回避

(規模・構造)

重要な種の生息地へ
の配置の回避

注目すべき動物の生
息地への配置の回避

重要な猛禽類の営巣
地から十分な離隔距
離を確保した位置へ
の配置

(位置)

学校・病院等の静穏
を要する施設に近接
した配置の回避

(位置) (位置)

(位置)(位置)

水道原取水地点等の
水源地への配置の回
避

重要な地形及び地質
の分布地への配置の
回避

(位置)
水道原取水地点等の
水源地への配置の回
避

学校・病院等の静穏
を要する施設に近接
した配置の回避

住居等が至近
に存在しない
位置への配置

(位置)(位置)

人と自然との
触れ合いの活動の場

景　　　観

重要な種の生息地へ
の配置の回避

動　　　物 生　態　系

重要な景観資源が分布する位
置への配置の回避

(位置)

注目すべき動物の生
息地への配置の回避 主要な眺望景観に介在しない

位置への配置

貴重な猛禽類の行動
圏に配慮した位置へ
の配置

住居等が至近
に存在しない
位置への配置

(位置)
重要な地形及び地質
の分布地への配置の
回避

(位置)
重要な地形及び地質
の分布地への配置の
回避

(位置)
重要な植物種・植物
群落の生育地への配
置の回避

水道原取水地点等の
水源地への配置の回
避

(位置)

住居等が至近
に存在しない
位置への配置

(位置)
重要な地形及び地質
の分布地への配置の
回避

(規模)

水道原取水地点等の
水源地への配置の回
避

学校・病院等の静穏
を要する施設に近接
した配置の回避

学校・病院等の静穏
を要する施設に近接
した配置の回避

(位置)

(位置)

(位置)

工作物

土捨場
原石山

仮設備

道　路
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工事等

環境保全措置
実施事例のNo.

(発生の低減) (搬入経路) (発生の低減) (事故防止) (重要施設の保全)

◎ ◎ 資材運搬経路の分散 ○ ○ ○

(走行時間帯)

○ ○

○ (行楽期等の運行計画)

(走行速度) ○

○ ○

○

○ ○

○

(走行台数の低減)

○ 資材運搬経路の分散 (児童等の安全の確保)

○ ◎

○ ○

(遮音) ○

○ 遮音壁の設置

(過積載の監視) (その他)

○ ○

(車両整備) ○

○

○

(道路の付替)

△ 迂回ルートの整備 ○ 住民ｸﾚｰﾑ窓口の設置

△ 迂回ルートの整備

(発生の抑制) (工事時間帯) (油分流出の防止) (周辺樹木の損傷防止) (機器の選定) (周辺環境との調和) (発生の停止)

○ ◎ ○ ○ ○ ○ 資機材の整理・整頓 ◎

○

○

(機器の選定) (工事用水の循環使用)

○ ○ ○

(工法)

○ ○

○

(位置)

○

◎

(工法)

○

○

注；事業特性及び地域特性により上記の対策事例が必ずしも「回避」、「低減」、「代償」に相当しない場合が生じることが想定される。

No.14 No.16・17・18 No.19

動物の出没箇所(けも
の道など)での走行速
度低減

出没箇所への掲示板
(動物に注意など)設
置

イベント開催期日の
工事中止

登下校時間帯の走行
禁止

No.9 No.10・No.11 No.13

工事車両想定台数の
超過防止

適正積載量による発
生の抑制

大型車両の整備によ
る発生の抑制

工事用水の循環使用
による河水の汚濁防
止

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入

建
設
機
械
の
稼
働

仮囲いの設置
による飛散防
止

資材運搬経路
の分散

工事区域外へ
の走行前のタ
イヤの洗浄

ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄな
どからの粉じ
んの飛散防止
のための散水

合同・高負荷
運転の回避

清掃員の配
置，路面の清
掃

住居が建ち並
ぶ急勾配道路
区間の速度の
低減

工事区域内道
路走行による
飛散防止のた
めの散水

機械稼働に伴う油分
の流出防止と適正な
処理

住居等への影響が及
ぶ早朝及び夜間の建
設作業回避

ベルトコンベアによ
る資材の運搬

工事区域外への走行
前にタイヤ洗浄によ
る周辺植物への影響
低減資材等搬出入の早

朝・夜間の回避

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ等の電動化
による騒音発生の防
止

自主規制による走行
速度低減による発生
の抑制

資材等運搬経路の段
差の補修による発生
の抑制

低騒音・低振動機器
の使用

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽによる工事関
係車両の低減

骨材等の積み込み騒
音低減工法の採用

ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ，ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾟﾗﾝﾄなど比較的大き
な騒音が発生する設
備の谷間への配置

カーブミラーの設
置，待避所の確保

地元関係機関との交
通安全対策の協議

工事関係者への定期
的な安全教育の実施

目立たない色彩の工事用シー
トの使用

低騒音・低振動機器
の使用

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ等の電動化
による騒音発生の防
止

ベルトコンベアによ
る資材の運搬

工事機械稼働による
周辺樹木の損傷防止
のための保護柵設置

児童・老人の道路横
断優先

交通標識，交通整理
員の配備

大型車両切り返しに
よる渋滞発生の防止

道路脇駐車による道
路占有の防止

廃棄物等

表7.3.2(1)　工事段階の環境保全措置例
凡例　◎回避，○低減，△代償

大気質(粉じん等) 騒音・振動 水　　　　質 地形及び地質 植　　　物 動　　　物 景　　　観生　態　系
人と自然との
触れ合いの活動の場

No.15－No.12 －

走行速度低減による
重要な文化財等の損
壊等防止

運行計画立案による
一般車両走行への影
響軽減
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工事等

環境保全措置
実施事例のNo.

(発生の低減) (工法) (濁水の処理) (改変の最小化) (改変の最小化) (迂回路の設置) (委託処理)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(発破作業)

○ ○ (緑化) （法面保護・緑化）

○ ○ ○

○ ○

◎ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○

（工事の実施方法） ○ ○

○

(防音) ○

○ ○ ○

○

(監視)

○ ○ ○

（色彩）

(流量・流路の確保) ○

○

○

○ ○ (水質保全)

○ ○

(土捨場)

○ ○ （河川景観保全）

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

◎

○

○

注；事業特性及び地域特性により上記の対策事例が必ずしも「回避」、「低減」、「代償」に相当しない場合が生じることが想定される。

河川の半川締切によ
る水路の確保

土捨場へ外周側溝、
沈砂池の設置及び上
澄水の河川放流又は
降雨時等における処
理目標達成困難時の
濁水処理装置による
処理

No.15

土捨場、発電所周辺の仮設用
地へワイルドフラワ－を用い
た開花リレ－工法による緑化

工事区域に含まれた
登山道の迂回ルート
を整備

水圧管路周囲の立木を残し、
景観上目立たないように施工
を実施

土捨場法面への速やかな種子
吹付けによる土砂の流出防止

濁水処理を徹底し適切な排水
処理を実施することによる現
況水質の維持

工事用資機材の整理・整頓及
び目立たない色彩のシ－ト等
活用による周辺景観との違和
感の解消

工事用道路の法面へコンクリ
－ト吹付けを行う際に着色材
料（こげ茶色）を添加

No.19No.14 －

人と自然との
触れ合いの活動の場

廃棄物等

No.12 No.13

植　　　物

土捨場の盛土法面に
対する安定勾配の設
定、種子吹付けの実
施及び盛土周辺への
排水溝設置による濁
水の発生防止

土捨場法面末端部へ
の沈砂池設置及び発
生濁水を一時貯留
後、上澄水を下流へ
放流。流入水の水廻
しによる盛土部への
流入防止。降雨時に
おける作業中止

生活ごみ等の
一般廃棄物処
理業者への委
託処理

コンクリ－ト
がれき類、ア
スファルト塊
及び汚泥を土
地造成材等の
再生資源とし
て有効利用
し、残りは産
業廃棄物処理
業者へ委託処
理

湛水及び水位変動に伴う土壌
の崩落防止対策の実施

造
成
工
事
・
工
作
物
の
設
置

散水による工
事区域からの
土砂の飛散防
止

ゴミ処理施設
設置による処
理及び大型ゴ
ミ専門業者へ
の委託処理火薬量、火薬種類の

検討及び防音扉を用
いた発破騒音・振動
の低減

試験発破の結果に基
づく工法の選定

強風時の作業
中止

工事期間中の定期的
な騒音・振動測定に
よる監視

湛水により水没する樹木を伐
採することによる景観の保持

湛水地斜面崩壊、地すべり防
止対策工実施時の周辺環境と
の調和への配慮

植物等の学識経験者
からの指導、助言を
得ながら、自然環境
に配慮し工事を実施

（法面保護・緑化）

工事用仮設備跡地の
原形復旧及び裸地部
の緑化

仮設備工事跡地の速
やかな整地及び土壌
表面浸食の防止、む
しろ張工実施による
早期の自然の復元

工事跡地への種子吹付け又は
苗木の植栽の実施

改変区域への速やかな郷土種
による緑化

伐採等の最小化によ
る森林性動物の生息
環境保全

関連施設周辺の在来
種植栽等による緑化
の実施

土捨場等改変地跡に
落葉広葉樹の採餌木
を基本とした植栽の
実施

緑地への動物（シ
カ、イノシシ等）侵
入防止柵の設置

工事一時使用地の土壌表面侵
食の防止及びむしろ張工によ
る早期の自然復元

伐根が必要ない根株
の保護

工事境界への防音壁
の設置

仮締切内の濁水を濁
水処理処理後に河川
へ放流

工事排水の循環使用

導水路トンネル工事
における各坑口への
濁水処理設備の設置
及び処理後に河川へ
放流

土留工、擁壁工等の
設置による伐採面積
の最小化

工事発生土砂を埋戻
し材料や地元自治体
の居住環境整備事業
等の整地材料として
活用することによる
新たな植生消失の防
止

土砂流出防止柵、排
水溝等の設置による
周辺植生への影響防
止

火薬量、火薬種類の
検討及び防音扉を用
いた発破騒音・振動
の低減

大気質(粉じん等) 騒音・振動 水　　　　質

取水ダム、取水口及
び放水口等の工事に
おいて河川の仮締切
による濁水の流出防
止

走行路の仮舗装

発破作業における火
薬量、火薬種類、作
業時間の検討及び防
爆マット、防爆シ－
ト等の使用

工事全般における発
破作業の回避

No.9 No.10・No.11

騒音レベルの保全水
準上乗せ

掘削法面部のシ－ト
被覆による濁水の軽
減

コンクリ－ト運搬車
における洗浄水を濁
水処理後に河川へ放
流

想定外の長雨等によ
る濁水長期化対策の
追加実施

河川内工事の仮締切
による濁水発生の最
小化

工事中に発生する濁
水を濁水処理後に河
川へ放流

コンクリ－ト運搬車
の河川での洗浄禁止
等を徹底

切取、盛土法面保護
の速やかな実施によ
る土砂流出及び濁水
発生の未然防止

出水時の濁水発生軽
減のために仮締切の
施工を流量が比較的
安定している渇水期
に実施

アユ、サケのシ－ズ
ンを避けた仮締切の
施工

工事従事者へ「自然
公園における建設作
業の手引き」を配布
し、現存植生保護を
周知徹底

出水時の資機材流出
による水生動物の生
息環境への影響防止
のため、工事資機材
等を整理・整頓

生　態　系

表7.3.2(2)　工事段階の環境保全措置例
凡例　◎回避，○低減，△代償

景　　　観

（改変の最小化)

動　　　物

工事区域を明確化
し、区域外への立入
り制限、草木の採取
禁止等を作業関係者
へ指導

No.16・17・18－

地形及び地質

切土・盛土法面の速
やかな植生復元によ
る土砂の流出防止

土捨場及び改変地区
等における周辺自然
景観や現存植生に調
和した緑化の実施
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工事等

環境保全措置
実施事例のNo.

○ ○

○

○

○

(生活排水) ○

○

○

○ ○

○

(富栄養化) ○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○ ○ 工事中の水質監視

○

（貴重動物の保全）

○

○ 貴重種の損傷の回避

○

注；事業特性及び地域特性により上記の対策事例が必ずしも「回避」、「低減」、「代償」に相当しない場合が生じることが想定される。

緑化材料の現地調達
に伴う種子の採取、
苗木の育成の実施

土壌改善を図るため
の肥料木の植栽、法
面等の早期安定のた
めの緑化に適した種
の選定、土捨場等の
盛立部における２段
階緑化等の実施

水　　　　質 地形及び地質 生　態　系 景　　　観
人と自然との
触れ合いの活動の場

専門家の指導を受け
ながらの緑化実施

濁水処理設備の出口
及び公共用水域にお
ける定期的な水質測
定による水質監視

工事排水の保全水準
上乗せ

湛水初期の調整池に
おける淡水赤潮の発
生原因究明調査の実
施

（監視）

造
成
工
事
・
工
作
物
の
設
置

合併処理浄化設備に
よる生活雑排水の処
理

土捨場における水質
汚濁防止対策とし
て、汚濁拡散防止膜
の施工及びコンクリ
－トマットによる法
面保護

湛水前の伐採、搬
出、裸地への適切な
緑化、道路、土捨場
等への排水溝整備に
よる腐葉土の流出防
止

（地下水対策）

トンネル工事中の周
辺地域の地下水・渓
流水への影響監視及
び対策の実施

導水路工事による水
源枯渇防止のため調
査ボ－リング及び湧
水防止対策（グラウ
チング）の実施

予想以上の堆砂進行
に対する対策の検討

下流河川における藻
類（カワシオグサ
等）の異常繁茂実態
調査の実施

動物等の学識経験者
からの指導、助言を
得ながらの自然環境
に配慮した工事の実
施

改変する保安林の代
替保安林確保

（貴重植物の保全）

改変区域における表
土の保全と周辺緑化
への再利用

工事従事者へ「自然
公園における建設作
業の手引き」を配布
し、動物保護を周知
徹底

工事期間中の野生動
物（サル、シカ、イ
ノシシ等）の人里移
動による農作物被害
の発生状況実態調査
による原因究明の実
施

工事区域を明確化
し、区域外への立入
り制限及び水生生物
保護等の作業関係者
への指導

工事関係者への動物
の捕獲、威嚇を行わ
ない旨の指導、監督
の徹底

－ No.15

廃棄物等

生ごみ等の処理及び
工事現場付近の衛生
管理の徹底

動　　　物

夜間照明にナトリウ
ム灯を使用

No.16・17・18 No.19

植　　　物

表7.3.2(3)　工事段階の環境保全措置例
凡例　◎回避，○低減，△代償

水圧管路埋設後の地
表部へのブナを中心
とする広葉樹の植樹

法面と平地に発芽が
早く早期に緑葉する
草本による１次緑化
の実施

平地への常緑針葉樹
及び夏緑広葉樹の高
木と低木の植栽によ
る２次緑化の実施

土砂部への金網張種
子吹付、岩盤部への
岩盤緑化、平地への
種子吹付による法面
保護

地形、土壌、周辺植
生等の環境条件を考
慮した樹種及び緑化
工法の選定による周
辺環境に調和した緑
の早期形成

建設計画地点に自生
する植物のうち、特
に発芽性が高く活着
力の強い樹種及び草
本種の選定

大気質(粉じん等) 騒音・振動

No.10・No.11 No.12 － No.13

林縁群落や多層構造
をもつ自然植生に近
い緑地の形成

工事区域内への大・
中型哺乳類進入防止
柵等の設置

猿害が予想される場
所への防護柵及び侵
入防止設備の設置

（工事の実施方法）

夜間照明及び保安用
照明方向の工事区域
内への限定

No.14

猛禽類保護のため専
用道路のトンネル
化、改変面積縮小、
水圧管路埋設、土捨
場位置変更

No.9

現場事務所等からの
生活排水を浄化槽に
より処理及びし尿の
くみとりによる処理
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工事等

環境保全措置
実施事例のNo.

○ ○

○

○ ○

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

注；事業特性及び地域特性により上記の対策事例が必ずしも「回避」、「低減」、「代償」に相当しない場合が生じることが想定される。

人と自然との
触れ合いの活動の場

地形及び地質 動　　　物 生　態　系

No.10・No.11

上部調整池の周囲に
設置する水廻し水路
等へ小動物の脱出を
可能にするスロ－プ
等を設置

景　　　観水　　　　質 植　　　物

貴重種の追跡調査実
施及び繁殖・営巣が
確認された場合の適
切な対応

下流域における魚類
の大量死原因究明調
査等の実施

下流の養魚場におけ
る幼魚の成長悪化実
態調査の実施

モニタリング調査の
実施

仮設備等の色彩へ貴
重な猛禽類の警戒色
の回避

工事中の監視及び作
業員の出入り制限実
施による貴重動物の
保全

採餌木や営巣可能木
の伐採の回避

工事実施前の生息状
況確認調査の実施及
び改変区域内におい
て貴重な両生類の卵
塊や個体が確認され
た場合の工事箇所の
回避又は近隣の改変
を受けない同様の生
息環境への移動

移植後に活着をしな
い保全対象種の原因
究明調査等の実施

基礎掘削及びコンク
リ－トこわし工事に
おいて、貴重な猛禽
類が一般的に敏感で
あるといわれている
時期を避けた工事工
程の設定

特定の保全対象にお
ける繁殖阻害の防止
のために作業員の服
装、重機類に目立た
ない色彩を採用

表7.3.2(4)　工事段階の環境保全措置例
凡例　◎回避，○低減，△代償

大気質(粉じん等)

改変区域内で確認さ
れた貴重種の移植等
による新たな生育環
境の確保

騒音・振動 廃棄物等

造
成
工
事
・
工
作
物
の
設
置

貴重植物についての
追跡調査及び対策の
実施

No.13 No.14 No.19No.9 No.12 － － No.15 No.16・17・18
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○ ○ ○ 魚道の設置 ○ ダムの背面への石張り ○

△ ○
○ 季節を限定した観光放流

○

○

○ ゲ－トの融和色塗装(こげ茶)
○ ○ ○ ○ ○

○
○

○ 堰堤、橋脚、魚道外壁の自然石張り
○ 除塵機上屋外壁への融和色塗装

○

○ 植栽による遮蔽 ○ ○ 水路橋の融和色塗装(こげ茶)

○

○ 植栽による遮蔽 ○ ○ 自然石風目地模様 ○
○ 形状の変更
○ ○ 広場・散策路の設置

○ 植栽による遮蔽

○ 植栽による遮蔽 ○ ○
○

○ 植栽による遮蔽

○ 防音壁の設置 ○ ○ ○

○ ○ ○ 修景的な植栽 ○ ○ ○
○ 建屋の屋上緑化

○ オイルレス化 ○ 建屋の壁面緑化 ○ ○ 花木類植栽、プランタ－の設置
○ ○ トイレの設置

○ ビオト－プの設置 ○ ○

○ ○ 植栽による遮蔽 ○ 解説板の設置
○ ゲートボール場の設置

○ ○ 発電所等見学コ－スの整備
○

○ ○ 学童社会見学の誘致
○ 発電所の愛称募集
○ イベント(写生大会等)の実施

○ ゴムシ－トの設置 ○ ○ 植樹、四阿、遊歩道の整備
○

○

○ 開渠への蓋掛け

注；事業特性及び地域特性により上記の対策事例が必ずしも「回避」、「低減」、「代償」に相当しない場合が生じることが想定される。

緑化による法面保
護

くの字型阻流板に
よる稚アユの遡上
確保

ダム見張所の屋根、外壁への融和色
塗装

景観に配慮した融和色塗装(薄茶色、
クリ－ム色)

景観に配慮した融和色塗装(こげ茶)

－ － －

敷地内への食餌木
の植栽

水の音(越流)の軽
減対策

獣類の墜落防止柵
の設置

機械室屋根部の緑
化

緑化による法面保
護

獣類の墜落防止柵
の設置

獣類の墜落防止柵
の設置

No.31No.23 No.24～No.27 No.28 No.29・30

パンチングプレ－
トの設置

表面取水設備の設
置

発電騒音(低周波
振動等を含む)の
軽減対策

住居方向の窓を鉄
筋コンクリ－トに
より閉鎖

吸気・換気口の民
家側への設置の回
避

放水口への遮音板
設置による水車音
の低減

変圧器を低騒音型
に変更

塵芥処理設備の設
置

河川への油流出防
止対策

バ－ドバス等動物
生息環境の整備

獣類の墜落防止柵
の設置

樹脂製カ－テンに
よる水の音(放水)
の軽減対策

修景護岸(巨石練石積み、 自然石風
化粧型枠、粒状節理模様、大型積み
石ブロック)

ダム管理所周辺への築山造成、樹木
植栽

水面上の外壁面の修景(擬石、レンガ
張り)

取水設備上屋形状の変更(山小屋風、
切妻屋根)

獣類の墜落防止柵
の設置

魚類の侵入防止用
施設の設置

景観に配慮した融和色塗装(こげ茶、
淡黄、緑)

再生利用可能なケレン材
の使用

流木の有効利用(家具、彫
刻等の材料への流用)

塵芥の有効利用(堆肥化
等)

展望施設の設置(眺望案内板)

景観に配慮した融和色塗装(こげ茶、
シルバ－)

付帯施設(ふれあい館等)の設置
（古民家の活用）

建物形状の変更(切妻屋根、合掌づく
り風、ヨ－ロッパ中世の古城風、円
筒形、石積み風外壁、煉瓦風外壁、
山小屋風、寄せ棟式、瓦葺き屋根)

施設のライトアップ(ソ－ラ－パ
ネルの設置等)

一般見学者が水車・発電機全景
を見ることができる窓の設置

人と自然との
触れ合いの活動の場

廃棄物等設備等

魚道へオオサン
ショウウオ専用登
はん路の設置

環境保全措置
実施事例のNo. No.20 No.21・22

ダム

ダム堤体上の整備及び解放(サイ
クリングロ－ﾄﾞ、遊歩道等)

取
 
 
水
 
 
設
 
 
備

表7.3.3(1)　供用段階の環境保全措置例
凡例　◎回避，○低減，△代償

大気質
(粉じん等) 騒音・振動 水　　　　質 地形及び地質 植　　　物 動　　　物 生　態　系 景　　　観

取水口

放 水 路

発 電 所

余 水 路

水圧管路

水    槽

導 水 路

沈砂池
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○ ○ △ ○ 水際部分の緑化(修景) △ 湖面の利用 ○
○ 水位変動裸地部分の修景 ○ 各種イベントに併せた水位調節

○ ○ 植生護岸の採用 ○ 越冬水鳥類への給餌 ○ △ 噴水、水遊び場等の整備
○ ○ 湛水池末端の湿地化 △ 周回遊歩道の整備開放

○ ○ △ 展望施設の設置
○ ○

△ 多孔質な護岸の採用
○ ○ △

○ △ 魚巣ブロックの設置 △ 野鳥観察施設(解説板等)の設置
○ △ 水鳥観察イベントへの協力

○ 曝気施設の設置
○

○

○ ○ 街路樹の植栽 ○ ○ ガ－ドレ－ル(裏面)の融和色塗装 △ 工事用道路の開放
○ ○ 擁壁への化粧型枠の使用 ○

○ ○ 擁壁への石積の使用
○ 擁壁への壁面緑化 △ 巡視路の整備開放

△ 道路の清掃イベントの実施
△ 周辺案内板の設置

○ △ 水没する登山道の付替え

○

○

○

○

○ 維持流量の放流 ○ 維持流量の放流 ○ 維持流量の放流 △ 河川の清掃イベントの実施
○ △ 魚類産卵床の整備 ○ 農業用水必要流量の放流

△ 釣りイベントへの協力
○ 塵芥処理の強化
○ 酸性河川水の改善
○

○ ○ ○ △ 遊歩道(木道等)の整備
△ 園地の整備

○

○ ○ ○ ○ ○ △ 地域住民とのイベント企画
○

○ △ ○
○ △ 学術調査研究への協力

○ 原石山跡地の緑化 ○ ○
○

○ 緑化地の食害対策 ○
○ 保全対象動物の監視
○ 盛土平坦部の渓流化
△

注；事業特性及び地域特性により上記の対策事例が必ずしも「回避」、「低減」、「代償」に相当しない場合が生じることが想定される。

しゅんせつ土捨場
の緑化

鳥類や飛翔性昆虫
が自動車に衝突し
ないような高木の
植栽

側溝へのスロ－プ
の設置

側溝への墜落防止
用の蓋の設置

餌台の設置、冬季
の給餌

周辺地域との生態
的なつながりを重
視した緑化

獣類の侵入防止柵
の設置

カルバ－トによる
ケモノ道の確保

横断橋による移動
路の確保

冷水、濁水対策
(バイパス水路の
設置) 湛水池周辺への水

みちの設置

修景護岸(植栽ブロック､擬石ブロッ
ク、化粧型枠、石張り風、多自然型)

景観、動植物への影響を最小限とし
た調整池のしゅんせつ

No.24～No.27

道　　路

河　　川

周辺地域

そ の 他

ダム下流警報局舎の融和色塗装(緑、
こげ茶)

予備倉庫の外壁を半丸太屋根コロニ
アル風

土捨場の緑化(採餌
木の植栽)

施設周辺地域の立入防止柵の融和色
塗装(こげ茶)

巣箱・人工樹洞の
設置

大気質
(粉じん等)

騒音・振動 水　　　　質

貯水池・
調整池

－

濁水の早期排水対
策

濁水処理設備の
設置

ダム湖内の堆砂除
去による淡水赤潮
の防止

栄養塩類除去対策
の実施(ヨシ、ホ
テイアオイ等の植
物の導入)

流域の排出源対策
の支援

廃棄物等

しゅんせつ土砂の有効利
用(骨材等)

地形及び地質 植　　　物

水際部分の緑化
(侵食防止)

No.23 No.31－ －

景　　　観

獣類の衝突防止標
識の設置

猛禽類の餌動物(キ
ジ、ヤマドリ等)の
飼育・放鳥

適宜選択放流によ
る水温調節

維持流量放流水の
清冽化

浮島等の動植物生
息環境の創造

草魚の放流による
藻の繁茂防止

(定期的な)路面の
改修

(定期的な)水質の
監視

表7.3.3(2)　供用段階の環境保全措置例

モルタル吹付け面
へのプランタ－設
置

環境保全措置
実施事例のNo. No.20 No.21・22

生　態　系
人と自然との
触れ合いの活動の場

歩道の河川側への擬木コンクリ
－ト安全柵の設置

No.28 No.29・30

流入流木のチップ化による再利
用

休憩施設(四阿・トイレ等)の設
置

放流警報音の改善
（サイレン→擬似
音化、回転灯、小
型分散化）

濁水発生源(崩壊
地等)の緑化対策

濁水発生源(崩壊
地等)の緑化対策

道路法面の緑化整
備

合成洗剤の低減
キャンペ－ンへの
協力

保全対象植物の管
理

保全対象植物の増
殖畜産農家等への協

力要請

職員宿舎の解体跡地の地元への
解放

送電線地上高の増加による広場
の利用

凡例　◎回避，○低減，△代償

設備等

生態調査(飛来する
水鳥類等のカウン
ト調査)の実施

漁業協同組合への協力(稚魚放流
事業等)

動　　　物
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第８章 環境保全措置検討のケーススタディ 
 
８．１ ケーススタディの目的 
第 1章～第 7章までの内容を踏まえて、環境保全措置検討の考え方・手順等の実務に関する理解を
促進する観点から、ケーススタディとして、代表的な立地条件（事業特性、地域特性）を想定し、評

価項目選定の考え方、環境要素ごとの予測・評価および影響要因における影響緩和措置等の事例を示

します。 
ケーススタディは、表 8.1.1に示すように、開発規模の異なる「大規模」、「中小規模」の 2ケース
について実施しています。 

 
表 8.1.1 ケーススタディの実施ケース 

規模分類 環境影響評価の手続 事業内容 

大 規 模 
環境影響評価法 
対 象 事 業 

出力 60万 kW程度の純揚水発電所の設置 

中小規模 
環境影響評価法・条例 
対象外事業 

出力 3,000kW程度の流れ込み式発電所の設置 

 
【大規模】 
大規模水力のケーススタディは、環境影響評価法の対象事業を想定し、同規模程度の事業の実施事

例を参考にして、「評価項目の選定の考え方」、「影響要因・要素ごとの予測評価やその影響緩和措置」、

「手続き上の留意事項」、「事後のフォローアップ」の概要について取り纏めています。 
 
【中小規模】 
中小規模水力のケーススタディは、環境影響評価法および地方公共団体の環境影響評価条例の適用

されない事業を対象としており、環境影響評価（アセスメント）手続きは法的に必要としない事業と

しています。 
しかしながら、法的手続きが必要ないとは言え、環境基本法第 8条において事業者等の責務として
規定されている“事業活動に関しこれに伴う環境への負荷の低減やその他の環境の保全に自ら努め

る”という『基本理念』は不変であり、「事業内容」によっては“環境影響の予測・評価”が必要と

なる場合も想定されます。また、事業計画の進展に伴い、地元に対する開発計画の説明の必要性が生

じた場合等には、環境への影響も含めた事業全般に関し、事業者の考え（例えば「どのように環境へ

の低減や保全措置の検討に努めているか等」）を明らかにすることが必要になる場合も考えられます。 
このようなことから、本ケーススタディでは、発電所の設備や周辺環境等の仮想条件を設定し、環

境への影響度合いから評価項目を設定した上で、予測・評価ならびに保全措置を想定したものです。

また、評価項目については、環境影響評価法のスクリーニング手続きにおける“簡易アセスの予測・

評価項目”を目安に設定していますが、実際においては、事業特性や地域特性の違いにより、環境保

全上、特に配慮すべき必要のある環境要素が異なってくると考えられますので留意して下さい。 
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８．２ 大規模水力のケーススタディ 
 
大規模水力のケーススタディは、環境影響評価法の対象事業（第一種事業）となる発電所に関して、

既往の実施事例から諸条件を仮想したものです。ケーススタディに当たっては、既往の実施事例を参

考に、その事業特性と地域特性等の設定条件から評価項目を設定し予測・評価を行い、その結果を基

に策定した影響緩和措置、手続き上の指摘事項および事後のフォローアップ事項を想定し、その概要

を取り纏めました。 
大規模水力のケーススタディにおいて設定した事業特性及び地域特性の諸条件、法規制のチェック

リストを表 8.2.1及び表 8.2.2に、立地特性を図 8.2.1に示します。また、事業特性と地域特性を考慮
の上で設定した評価項目を表 8.2.3 に、その設定理由を表 8.2.4 に示します。さらに、一連の影響評
価作業として、影響要因・要素ごとの予測・評価やそれに対する影響緩和措置、手続き上の指摘事項

および事後のフォローアップについて想定した事項を表 8.2.5に示します。 
 
表 8.2.1 ケーススタディの設定条件の概要 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
項  目 設 定 条 件 

発電方式 純揚水式発電所 
発電出力 60万 kW（20万 kW×3） 

上部：アスファルト表面遮水壁型フィル 
ダ  ム 

下部；中央土質遮水型フィルダム 
導 水 路 地下構造物（地下トンネル） 
水圧管路 地下構造物（地下トンネル） 
発 電 所 地下構造物 

事業特性 
発電設備 

放 水 路 地上構造物 
運搬搬入経路 資機材搬出入の経路沿いに民家等が存在する。 

周辺環境 
工事場所 対象事業実施区域には民家等はない。 

地形及び 
地  質 

重要な地形 
及び地質 

対象事業実施区域には、既存文献資料で取り上げられた重要な地形及び

地質は存在していない。 

水  質 
水の汚れ･濁り

富栄養化など 
対象事業実施区域における河川には、水質汚濁に係る環境基準のＡ類型

指定がなされている。 

動  物 
重要な種及び

注目すべき種 

既存文献資料によると、対象事業実施区域及びその周辺の既存データは

ないため、現地調査を実施した。その結果、クマタカなど絶滅のおそれ

ある希少猛禽類や天然記念物のクマゲラなど貴重動物の生息が、多数確

認された。 

植  物 
重要な種及び

重要な群落 

既存文献資料によると、対象事業実施区域及びその周辺の既存データは

ないため、現地調査を実施した。その結果、エゾマンテマなどレッドリ

ストに掲載されている貴重な植物が多数確認された。また対象事業実施

区域及びその周辺地域に湿原など自然性の高い植物群落が、生育してい

た。 

生 態 系 
地域を特徴づ

ける生態系 
対象事業実施区域及びその周辺は、環境豊かな自然に恵まれており、事

業に伴う改変区域が広範囲に分布している。 

地域特性 

自然景観 
既存資料によれば、対象事業実施区域には野外レクリェーション施設等

の自然との触れ合い活動の場などはない。しかし、資機材搬出入の経路

沿い近くに著名な公園が存在する。 
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表 8.2.2 環境保全に係わるチェックリスト 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 

法　　　令 チェック事項 該当の有無

・原生自然環境保全地域指定の有無(第14条) ×
・立入制限地区指定の有無(第19条) ×
・自然環境保全地域指定の有無(第22条) ×
・特別地区指定の有無(第25条) ×
・野生動植物保護地区指定の有無(第26条) ×
・普通地区指定の有無(第28条) ×
・都道府県自然環境保全地域指定の有無(第45条) ×
・国立公園又は国定公園指定の有無(第10条) ×
・特別地域指定の有無(第17条) ×
・特別保護地区指定の有無(第18条) ×
・普通地域の有無(第20条) ×
・都道府県立自然公園の有無(第41、第42条) ×
・環境大臣が指定した高山植物その他
　これに類する植物の有無(第17条第3項第8号) ×

・国内希少野生動植物種の有無(第4条) ○

・緊急指定種の有無(第5条) ×
・生息地等保護区の指定の有無(第36条) ×
・管理地区指定の有無(第37条) ×
・立入制限地区指定の有無(第38条) ×
・監視地区指定の有無(第39条) ×
・鳥獣保護区指定の有無(第8条ノ八) ×
・特別保護地区指定の有無(第8条ノ八) ×
・温泉地域指定の有無(第14条) ×
・温泉法第12条の許可を受けた温泉に対する
　影響の有無（湧出量、温度、成分）(第11条) ×

・保護水面指定の有無(第15条) ×
・さく河魚類の通路となっている水面の有無(第22～24条) ×
・地域森林計画区の有無(第7条) ×
・保安林指定の有無(第25条) ○

・保安施設地区指定の有無(第41条) ×
・重要文化財指定の有無(第27条) ×
・周知の埋蔵文化財包蔵地の有無(第57条) ×
・史跡、名勝又は天然記念物指定の有無(第69条) ×
・特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物指定の有無(第69条) ×
・史跡名勝天然記念物仮指定の有無(第70条) ×
・水質汚濁に係る環境基準の類型指定の有無(第16条) ○

・騒音に係る環境基準の類型指定の有無(第16条) ×
水道原水水質保全事業の実施の促
進に関する法律

・水道原水取水地点の有無(第2条) ×

水質汚濁防止法 ・特定施設の有無(第2条) ×
騒音規制法 ・騒音規制指定地域の有無(第3条) ×
振動規制法 ・振動規制指定地域の有無(第3条) ×
地すべり等防止法 ・地すべり防止区域指定の有無(第3条) ×
砂防法 ・砂防指定地の有無(第2条) ×
急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律

・急傾斜地崩壊危険区域指定の有無(第3条) ×

注；法規制は主要なもののみ掲載した。

環境基本法

自然環境保全法

自然公園法

森林法

文化財保護法

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律

絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律

温泉法

水産資源保護法
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図 8.2.1(1) 立地特性：対象事業実施区域 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
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図 8.2.1(2) 立地特性：主要な法規制位置図 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
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表 8.2.3 環境影響評価法に基づく評価項目 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

工事の実施 土地又は工作物の 
存在及び供用 

 

工
事
用
資
材
等
の
搬

出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ

る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設

の
存
在 

貯
水
池
の
存
在 
河
水
の
取
水 

大気質 粉じん等  ×     

騒 音 騒    音 ○ ×     
大
気
環
境 

振 動 振    動 ○ ×     

水の汚れ   ○  ○ × 

富栄養化     ○  

水の濁り   ○  ○  

溶存酸素量     ○  

水素イオン濃度   ○    

水
環
境 

水 質 

水    温     ○  

環境の自然的構成要素の良好な状態の

保持を旨とし調査、予測及び評価され

るべき環境要素 

そ
の
他 

の
環
境 

地形及 
び地質 

重要な地形及び 
地質    ○ ○  

動  物 重要な種及び 
注目すべき生息地 

   ○ ○ × 

植  物 
重要な種及び 
重要な群落    ○ ○ × 

生物の多様性の確保及び自然環境の体

系的保全を旨として調査、予測及び評

価されるべき環境要素 

生 態 系 
地域を特徴づける

生態系    ○ ○ × 

景    観 
主要な展望点及び

景観資源並びに主

要な眺望景観 
   ○ ×  

人と自然との豊かな触れ合いの確保を

旨として調査、予測及び評価されるべ

き環境要素 人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場 
○   × × × 

環境への負荷の量の程度により予測及

び評価されるべき環境要素 廃棄物等 産業廃棄物   ○    

影響要因の区分 

環境要素の区分 

※表中の灰色の網掛けの項目は、「標準項目」を示している。「○」は評価項目と設定したもの、「×」は不設定を示す。 
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表 8.2.4(1) 評価項目の設定理由 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環境要素の区分 
標
準
項
目 

の 

設 

定 

設定理由 

大
気
質 

粉じん等 
建設機械の稼

働 
× 
工事中の工事用機械の稼働（造成面の裸地状態を含む）に伴

い土砂粉じんが発生するが、工事場所の近傍に人家等がないた

め、項目として設定しない。 

工事用資材等

の搬出入 
○ 
工事中の資機材等の搬出入により発生する交通量はあまり多

くないものの、想定される輸送経路の近傍に人家等が存在する

ため、項目として設定する。 騒 

音 

騒  音 

建設機械の稼

働 
× 
工事中の工事用機械の稼働に伴い発生する騒音は、最寄人家

等から約９km 離れており、工事場所の近傍の人家等がないた
め、項目として設定しない。 

工事用資材等

の搬出入 
○ 
工事中の資機材用の搬出入により発生する交通量はあまり多

くないものの、想定される輸送経路の近傍に人家等が存在する

ため、項目として設定する。 

大 

気 

環 

境 

振 

動 

振  動 

建設機械の稼

働 
× 
工事中の工事用機械の稼働に伴い発生する騒音は、最寄人家

等から約９km 離れており、工事場所の近傍の人家等がないた
め、項目として設定しない。 

貯水池の存在 ○ 
調整池設置後は、調整地内の COD の変化が想定されること
から、項目として設定する。 

河水の取水 × 
 河川の取水は無く、ダム下流河川での減水区間は生じないこ

とから、BODの変化は想定されないため、項目として設定しな
い。 

水の汚れ 

造成等の施工

による一時的

な影響 
○ 
工事の実施に伴い事務所、宿舎等からの生活雑排水により河

川の BODの変化が想定されることから、項目として設定する。 

富栄養化 貯水池の存在 ○ 
調整池設置後は、流入する全窒素・全リンの量、流入水量、

調整池容量等により、調整池の富栄養化現象が発生することが

想定されることから、項目として設定する。 

造成等の施工

による一時的

な影響 
○ 
工事中においては、土地の掘削工事等の実施時における雨水

排水等の工事排水を河川に排水することから、項目として設定

する。 
水の濁り 

貯水池の存在 ○ 
調整池の出現により、洪水時に流域から濁水が流入し、調整

池内に滞留して、濁水長期化現象の発生が想定されることから、

項目として設定する。 

溶存酸素量 貯水池の存在 ○ 
調整池設置後は、調整池内の溶存酸素量の変化が想定される

ことから、項目として設定する。 

水 

環 

境 

水 

質 

水素イオン

濃度(pH) 

造成等の施工

による一時的

な影響 
○ 
工事中のコンクリート関連工事場所から高 pH の工事排水の
発生が想定されることから、項目として設定する。 
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表 8.2.4(2) 評価項目の設定理由 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環境要素の区分 
標
準
項
目 

の 

設 

定 

設定理由 

水
環
境 

水 

質 

水  温 貯水池の存在 ○ 
 調整池設置後に、調整池規模によっては、調整池底層に冷水

が滞留し、その冷水が下流へ放流され下流利水に影響が及ぶこ

とが想定されることから、項目として設定する。 

そ
の
他
の
環
境 

地
形
及
び
地
質 

重要な地形

及び地質 

地形改変及び

施設の存在 
貯水池の存在 

○  調整池及び発電所等の設置により地形改変及び地形・地質を
水没させることが想定されるため、項目として設定する。 

地形改変及び

施設の存在 
貯水池の存在 

○ 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改

変、樹木の伐採等の改変行為ならびに工作物・調整池が新に出

現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目

として設定する。 動 

物 

重要な種及び注

目すべき生息地 

河水の取水 × 
河水の取水は無く、ダム下流河川での減水区間は生じないこ

とから生育環境の変化は想定されないため、項目として設定し

ない。 

地形改変及び

施設の存在 
貯水池の存在 

○ 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改

変、樹木の伐採等の改変行為ならびに工作物・調整池が新に出

現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目

として設定する。 植 

物 

重要な種及び重

要な群落 

河水の取水 × 
河水の取水は無く、ダム下流河川での減水区間は生じないこ

とから生育環境の変化は想定されないため、項目として設定し

ない。 

地形改変及び

施設の存在 
貯水池の存在 

○ 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改

変、樹木の伐採等の改変行為ならびに工作物・調整池が新に出

現することにより生息・生育環境の変化が想定されることか

ら、項目として設定する。 生
態
系 

地域を特徴づけ

る生態系 

河水の取水 × 
河水の取水は無く、ダム下流河川での減水区間は生じないこ

とから生息環境の変化は想定されないため、項目として設定し

ない。 

地形改変及び

施設の存在 
○ 
発電所等の設置に伴い地形の改変及び工作物の出現により、

眺望景観への影響が想定されることから、項目として設定す

る。 
景 

観 

主要な眺望点及

び景観資源並び

に眺望景観 
貯水池の存在 × 

調整池が出現することになるが、眺望できる地点としては周

辺山岳の頂上であり、いずれの地点も遠望で、かつ、途中の尾

根で遮断され直接視野には入らないため、景観への影響は無い

と想定されることから、項目として設定しない。 
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表 8.2.4(3) 評価項目の設定理由 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環境要素の区分 
標
準
項
目 

の 

設 

定 

設定理由 

工事用資材等

の搬出入 
○ 
工事中の資機材等の輸送によるアクセスルートへの影響が

考えられるため、項目として設定する。 

人
と
自
然
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 地形改変及び

施設の存在 
貯水池の存在

河水の取水 

× 
発電所内及びその付近に野外レクリェーション施設等の人

と自然との触れ合いの活動の場は無く、工事が終了すれば影響

しないと想定されるため、項目として設定しない。 

産業廃棄物 
造成等の施工

による一時的

な影響 
○ 
工事中にコンクリート殻等の産業廃棄物の発生が想定され

ることから、評価項目として設定する。 

廃
棄
物
等 
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表 8.2.5(1) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 工事の実施－工事用資材等の搬出入 環境要素の区分 騒  音 

評価項目の 
選 定 理 由 

工事中の資機材の搬出入により発生する交通量はあまり多くないものの、想定される輸送経路の近

傍に人家などが存在するため、項目として設定した。 

予測・評価 事業計画地点及びその周辺（周囲 10km の範囲内）の主要な道路における工事用車両による道路
交通騒音の予測結果は、等価騒音レベル（ＬAeq）で、昼間が 66～68デシベルであり、事業計画地
点及びその周辺の道路に面する地域は、騒音に係わる環境基準の類型指定地域に指定されていない

が、環境基準の「幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値（昼間 70 デシベル）」を準用しても
これを下回ることから、周辺の生活環境への影響は少ないものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 工事に伴う資機材運搬は、原則として夜間を避け、道路交通法を遵守することによ 
り、騒音の低減を図る。 
① 運搬時間は、地域社会や動物の生息に与える影響を低減するため、7:00～19:00 
を原則とした。やむをえず夜間に運搬する必要性が生じた時は、運搬資材・運搬時 

間・運搬台数を把握し、負荷の平準化を図る。 
② 道路交通法の遵守については、環境保全の維持･管理の徹底を図るために建設現場 

内に設置した「安全･環境協議会」において周知･徹底を図る。 
○ 工事用車両の運行に伴い発生する騒音については、工事中に年 2回、影響予測を行っ
た地点において、現況調査と同じ方法等により、騒音レベルを測定する。 
○ その他の留意事項 
① 車両の運転離脱時、アイドリング中止（エンジン停止）を指導する。 
② エンジンの空ぶかし禁止を指導する。 
③ 通勤時相乗りによる通行車両の低減を図る。 
④ 不必要なクラクションをならさないように指導する。 
⑤ 民家密集地における走行時の徐行運転実施を指導する。 

低 減 
 
 
 
 
 
 
監 視 

 
低 減 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ  ○ 工事用車両の運行に伴い発生する騒音については、工事中に年 2回、影響予測を行った地点にお
いて、現況調査と同じ方法等により、騒音レベルを測定する。なお、測定した騒音レベルが予測

騒音レベルを超えた場合は、所要の対策を講じる。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(2) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 工事の実施－工事用資材等の搬出入 環境要素の区分 振 動 

評価項目の 
選 定 理 由 

工事中の資機材の搬出入により発生する交通量はあまり多くないものの、想定される輸送経路の近

傍に人家などが存在するため、項目として設定した。 

予測・評価 事業計画地点及びその周辺（周囲 10km の範囲内）の主要な道路における工事用車両による道路
交通振動の予測結果は、昼間が 43～53デシベル、夜間が 43～53デシベルであり、事業計画地点及
びその周辺の道路に面する地域は、「振動規制法」に基づく規制地域に指定されていないが、要請限

度の「第 2種区域（昼間：70デシベル、夜間：65デシベル）」及び振動感覚いき値（55デシベル）
を準用してもこれを下回ることから、周辺の生活環境への影響は少ないものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 工事に伴う資機材運搬は、原則として夜間を避け、道路交通法を遵守することによ 
り、振動の低減を図る。 
① 運搬時間は、地域社会や動物の生息に与える影響を低減するため、7:00～19:00 を 
原則とした。やむをえず夜間に運搬する必要性が生じた時は、運搬資材・運搬時間・

運搬台数を把握し、負荷の平準化を図る。 
② 道路交通法の遵守については、環境保全の維持･管理の徹底を図るために建設現場 

内に設置した「安全･環境協議会」において周知･徹底を図る。 
○ 工事用車両の運行に伴い発生する振動については、工事中に年 2回、影響予測を行っ
た地点において、現況調査と同じ方法等により、振動レベルを測定する。 
○ その他留意事項 
① 通勤時相乗りによる通行車両の低減を図る。 
② 民家密集地における走行時の徐行運転実施を指導する。 

低 減 
 
 
 
 
 
 
監 視 

 
低 減 

 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ ○ 工事用車両の運行に伴い発生する振動については、工事中に年 2 回、影響予測を行った地点に
おいて、現況調査と同じ方法等により、振動レベルを測定する。なお、測定した振動レベルが予

測振動レベルを超えた場合は、所要の対策を講じる。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(3) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 工事の実施－造成等の施工による一時的な影響  環境要素の区分 水質－水の汚れ〔BOD〕 

評価項目の 
選 定 理 由 

工事の実施に伴い事務所、宿舎等からの生活雑排水により河川の BODの変化が想定されることか
ら、項目として設定する。 

予測・評価 下記に示すとおり、環境保全のための措置を講じることから、河川水質に及ぼす影響はほとんどな
いものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 上部調整池仮設備敷地内の事務所・宿舎からの生活雑排水及びし尿は、建物に隣接 
して設置する合併処理浄化設備により処理した後、河川に放流する。また、下部調整

池仮設備敷地内の事務所からの生活雑排水は、簡易型の浄化設備により処理した後河

川に放流する。現場内で設置された仮設トイレのし尿は、汲み取り後し尿処理場へ送

る。 
① 合併処理浄化設備などからの排出水は、建築基準法の処理基準を満足させるよう 

に処理目標値（40㎎/l以下）を設定して処理する。 
② 合併処理浄化設備出口などにおける排出水の水質監視を毎月 1回行う。 
③ 適切な設備（建設省告示第 2094号第 6の処理性能を有するもの）を設けることを
確認する。 

低 減 
 
 
 
 
 
 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ ○ 工事中の水質モニタリング（BOD）を 2地点で毎月 1回行う。なお、モニタリング結果につい
ては、可能な範囲で公表していく。また合併処理浄化設備出口などにおける排出水の水質監視を

毎月 1回行う。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(4) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－貯水池の存在 環境要素の区分 水質－水の汚れ［COD］ 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池設置後は、調整池内の CODの変化が想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 設置後の調整池内の COD 予測値（貯水池内内部生産 COD の簡易予測モデル［福島ほか］）は、
2.04mg/lとなり、水域の状況を踏まえ水質汚濁に係わる環境基準（湖沼）のＡ類型（3mg/l）を準用
してもこれを満足することから、調整池の水の汚れは生じないものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 工事により新たな負荷の発生源を増やすことのないよう、調整池内の樹木は湛水前 
に伐採、搬出する。 
○ 工事により発生する裸地をすみやかに緑化し、腐葉土等の調整池への流入を防止す 

る。 
○ 発電所運転開始後、調整池内の CODについては、水質モニタリングを行う。 

低 減 
 
低 減 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ ○ 供用後の水質モニタリング（COD）を 5地点で毎月 1回行う。モニタリング結果については、
可能な範囲で公表していく。なお、経年的な水質監視の実態に応じ、測定項目・監視位置・頻度

等を見直していく。 
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表 8.2.5(5) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－貯水池の存在 環境要素の区分 水質－富栄養化 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池設置後は、流入する全窒素・全リンの量、流入水量、調整池容量等により、調整池の富栄養

化現象が発生することが想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 ○ 計画地点の周辺は、全域が森林であり人工的な富栄養化の負荷源はないが、調整池の水の年間交
換回数（α）は、19.7回となっていることから、富栄養化現象の予測を行った。 
○ 河川流量と全窒素及び全リン濃度の相関を求め、日流量データからそれぞれの日負荷量を算出

し、これを 1年分合計して年間負荷量とし、調整池に流入する年間負荷量を年間総流入量で除し
て求めた。その結果、下部調整池の栄養度については、全窒素（0.249mg/l）、全リン（0.018mg/
l）であった。 
○ 全リン、全窒素濃度による各種の湖沼栄養度の分類区分と照らし合わせた結果、貧栄養～中栄

養に分類されることから、調整池において富栄養化は生じないものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 工事により新たな負荷の発生源を増やすことのないよう、調整池内の樹木は湛水前 
に伐採、搬出する。 
○ 工事により発生する裸地をすみやかに緑化し、腐葉土等の調整池への流入を防止す 

る。 
① 土砂流出防止柵の増設 
② 直ちに法面シート養生の実施 
③ 直ちに法面緑化吹付（ワラムシロ養生）の実施 
○ 発電所運転開始後に水質モニタリング（全窒素・全リン）を実施する。 

低 減 
 
低 減 
 
 
 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

○ 環境影響評価法における富栄養化現象の予測にあたっては、「修正した Vollenweider（1976） の
リン負荷による富栄養化現象の判定法」及び「坂本（1966）の湖沼の栄養塩の濃度による分類
（全窒素、全リン）」や環境庁資料など複数の判定法が推奨されていることから、評価書におい

て はこれらの判定方法による富栄養化現象の予測評価についても併記する。 

フォローアップ ○ 供用後の水質モニタリング（全窒素・全リン）を 5 地点で毎季 1 回行う。モニタリング結果に
ついては、可能な範囲で公表していく。なお、経年的な水質監視の実態に応じ、測定項目・監視

位置・頻度等を見直していく。 
○ 工事中においても水質モニタリング（全窒素・全リン）を 2 地点で毎季 1 回行う（なお、水質
モニタリングの位置・頻度については、水質（水の汚れ〔調整池における BOD〕）の項目を参照
のこと）。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(6) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 工事の実施－造成等の施工による一時的な影響 環境要素の区分 水質－水の濁り[SS] 

評価項目の 
選 定 理 由 

工事中においては、掘削工事等の実施時における雨水排水等の工事排水を河川へ排水することか

ら、項目として設定する。 

予測・評価 下記に示すとおり、環境保全のための措置を講じることから、河川水質に及ぼす影響はほとんどな
いものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 河川水が直接掘削土砂等と接触する恐れのある工事区域については、仮排水路により
工事区域を迂回させる。河川切り回し部は、シート養生にて直接地山と接しないよう

養生を行う。 
① 土捨場・採石場の上流端には取水設備を設け、水回しして沢水と捨土との接触を 

防ぐとともに、周囲に排水溝を設け、雨水の流入を防ぐ。 
○ 工事により生じた裸地や土捨場の適切な緑化、道路・土捨場などの排水溝の整備に 

より濁水発生源の増加を抑制する。  
① 土砂流出防止柵の増設、直ちに法面緑化吹付（ﾜﾗﾑｼﾛ養生）・シート養生の実施 
② 道路表面に濁水の停留がないよう、路面不陸整正、側溝整備、沈砂池の設置 
③ 現場巡視を行い、濁水の有無の確認を行い、所要の対策を行う。 
○ 工事区域からの排水は、できるかぎり循環使用する計画であるが、一部は河川に放 

流することになるため、濁水処理設備を設けて処理する。 
① 掘削土砂が雨水と接触することにより発生する濁水を集水して、沈殿池、凝集沈 

殿設備に導き、浮遊物を沈殿させ、上澄水を河川に放流する。 
② 濁水処理設備からの排出水の処理目標値（SS）については、放流先で河川の流量と
希釈された後においても、環境基準Ａ類型の基準値（25mg/l以下）を満足するよう
に、Ａ川・Ｂ川で 100㎎/l、渓谷川で 50㎎/lに設定し処理する。 

③ 工事中の濁水処理設備出口部における排出水の水質測定（SS）を毎月 1回行う。 
④ あらかじめ濁度と SS の相関図を作成し、工事中の濁水処理設備出口部における 
排出水の水質測定（濁度）を毎日 1回行い、SSの日常管理に役立てる。 
⑤ 濁水処理能力、浄化処理能力を考慮して濁水処理設備を設ける。処理能力を維持 

できない場合は、作業の中止、濁水・浄化処理方法の見直しなどの処置を行う。 
⑥ 濁水処理設備設置前は、流末に仮の沈砂池を設置し、うわ水を放流する。 

低 減 
 
 
 
 
低 減 
 
 
 
 
低 減 
 
 
 
 
 
 
監 視 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 － 

フォローアップ ○ 工事中の水質モニタリング（SS）を 2地点で毎月 1回行う。なお、モニタリング結果について
は、可能な範囲で公表していく。また、濁水処理設備出口などにおける排出水の水質監視(SS・
濁度)を毎日 1回行う。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(7) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在及び供用－貯水池の存在 環境要素の区分 水質－水の濁り[SS] 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池の出現により、洪水時に流域から濁水が流入し、調整池内に滞留して、濁水長期化現象の発

生が想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 下部調整池への流入河川の SS は、洪水時(融雪出水と降雨出水)の連続観測による SS の実測値と
流量との相関図から求め、発電所運転開始後の下部ダムからの放流水の SSについて、水文条件（流
入量、流入 SS、流入水温）・気象条件・調整池の運用条件（発電所の運転、調整池からの放流）をも
とにシュミュレーションを行った結果、次のとおりとなった。 
下部調整池へ河川から流入する濁水は、池水によって希釈され、10 年に 1度の洪水が発生した場
合でも、下部ダムからの放流水の SSは流入水の SSより小さくなることから、下部ダム下流に及ぼ
す影響はないものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 工事により生じた裸地や土捨場の適切な緑化、道路・土捨場などの排水溝の整備によ
り濁水発生源の増加を抑制する。 

○ 下部ダムへの流入水、下部調整池及び下部ダム下流河川の水質は継続的に監視し、 

水質の保全に資する。 

低 減 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ ○ 供用後の水質モニタリング（SS）を 5地点で毎月 1回行う。モニタリング結果については、可
能な範囲で公表していく。なお、経年的な水質監視の実態に応じ、測定項目・監視位置・頻度等

を見直していく。 
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表 8.2.5(8) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在及び供用－貯水池の存在 環境要素の区分 水質－溶存酸素量[DO] 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池設置後は、調整池内の溶存酸素量（DO）の変化が想定されることから、項目として設定す
る。 

予測・評価 大規模な調整池などでは、特に夏期に植物プランクトンの異常発生により調整池の底部の水質が悪
化する（水中に溶けている酸素が少なくなる）ことがあることから、調査・予測の検討を行った。 予

測の結果（貯水池溶存酸素の鉛直 1次元物質収支モデル［電中研による］）、揚水式発電所であること
から、上部・下部の調整池の間で池水の行き来が頻繁に行われるため、下部調整池内の水質（DO）
の鉛直分布は、水深方向にほぼ一様になった。 
また、調整池内の水質悪化が懸念される 7月、8月においても、下部調整池における DOは、最低
でも 7月は 9.1mg/l、8月は 8.8mg/lであり、現況の流入河川における 7月、8月の水質調査結果と
ほぼ同様の値となっていること、水域の状況を踏まえ水質汚濁に係わる環境基準（湖沼）の A 類型
（7.5mg/l以上）を準用してもこれを満足することから、貯留による影響はないものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 工事により新たな負荷の発生源を増やすことのないよう、調整池内の樹木は湛水前 
に伐採、搬出する。 
○ 工事により発生する裸地をすみやかに緑化し、腐葉土等の調整池への流入を防止す 

る。 
○ 下部ダムへの流入水、下部調整池及び下部ダム下流河川の水質は継続的に監視し、 

水質の保全に資する。 

低 減 
 
低 減 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ ○ 工事中の水質モニタリング（DO）を 2地点で毎月 1回行う。モニタリング結果については、可
能な範囲で公表していく。 

○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
○ 供用後の水質モニタリング（DO）を 5地点で毎月 1回行う。モニタリング結果については、可
能な範囲で公表していく。なお、経年的な水質監視の実態に応じ、測定項目・監視位置・頻度等

を見直していく。 
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表 8.2.5(9) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 工事の実施－造成等の施工による一時的な影響  環境要素の区分 水質－水素イオン濃度[pH] 

評価項目の 
選 定 理 由 

工事中にコンクリート関連工事場所から高 pHの工事排水の発生が想定されることから、項目とし
て設定する。 

予測・評価 下記に示すとおりに環境保全のための措置を講じることから、河川水質に及ぼす影響はほとんどな
いものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 工事区域からの排水は、できる限り循環使用する計画であるが、一部は河川に放流す
ることとなるため、これらは適切な設備を設けて処理する。 
① コンクリート打設・養生、グラウチングなどで発生するアルカリ水は、原水槽で pH
調整を行った後、凝集沈殿設備で浮遊物質を沈殿させ上澄水を河川に放流する。 
② 凝集沈殿設備からの排出水の処理目標値(pH)を、5.8～8.6に設定し処理する。 
③ 工事中の凝集沈殿設備出口部における、排出水の水質測定(pH)を毎日 1回行う。 
④ 凝集沈殿処理能力を考慮して凝集沈殿処理設備を設ける。処理能力を維持できな 

い場合は、作業の中止、濁水・浄化処理方法の見直しなどの処置を行う。 

低 減 
 
 
 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ ○ 工事中の水質モニタリング（pH）を 1地点で毎月 1回行う。なお、モニタリング結果について
は、可能な範囲で公表していく。また、凝集沈澱設備出口における排出水の水質監視(pH)を毎
日 1回行う。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
○ 供用後の水質モニタリング（pH）を 5地点で毎月 1回行う。モニタリング結果については、可
能な範囲で公表していく。なお、経年的な水質監視の実態に応じ、測定項目・監視位置・頻度等

を見直していく。 
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表 8.2.5(10) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在及び供用－貯水池の存在 環境要素の区分 水質－水温 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池設置後に、調整池規模によっては調整池底層に冷水が滞留し、その冷水が下流へ放流され下

流利水に影響が及ぶことが想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 下部ダムからの放流水の水温変化は、7月から 11月にかけて高くなり、9月 16日に最大 7.1℃上
昇すると予測されるが、下部ダム下流に位置するＡダムのかんがい期間中（5月 12日～8月 20日）
の平均水温変化は、1.1℃程度の上昇と小さいことから、水温変化が下流河川に与える影響は少ない
ものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 予測・評価の結果をもとに表層取水設備を設けて、下部ダムからの放流水を下部調 
整池の表層及び底層から取水し、放流水の水温変化の抑制を図る。なお、表層取水設

備による放流は、6/6～6/30の期間とする。 
○ 下部ダムへの流入水、下部調整池及び下部ダム下流河川の水質は継続的に監視し、 

水質の保全に資する。 

低 減 
 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（都道府県知事意見） 
水温変化の予測モデルにおいて使用した結氷モデルについては、十分な説明がなされていないこ

とから、評価書においては、適切に記載すること。 
（事業者の見解） 
結氷モデルの説明について、評価書に記載することとした。 

フォローアップ ○ 工事中の水質モニタリング（水温）を 2 地点で毎日 1 回行う。なお、モニタリング結果につい
ては、可能な範囲で公表していく。 
○ 供用後の水質モニタリング（水温）は 5 地点で毎日 1 回行う。モニタリング結果については、
可能な範囲で公表していく。なお、経年的な水質監視の実態に応じ、測定項目・監視位置・頻度

等を見直していく。 
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表 8.2.5(11) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 
土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用       貯水池の存在 

環境要素の区分 地形・地質 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置により地形改変ならびに地形・地質を水没させることが想定されるた

め、項目として設定する。 

予測・評価 事業計画地点周辺の地形は、大部分が小起伏山地であり、緩やかな山容となっていて、地質も第三
紀の火山岩及び火砕岩が分布しこれらを第四紀の未固結堆積土が被覆しているほか、断層は存在して

いない。このため、下記に示すとおり、環境保全のための措置を講じることから、周辺の地形及び地

質への影響の低減が図れるものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 事業の実施にあたり、できる限り改変される区域の縮小に努める。 
① 上部調整池については、堤体盛立材の全量を上部調整池から採取することで土工量

を低減し、改変される区域の縮小を図る。 
② 下部ダム・調整池については、工事用仮設備を下部調整池内への配置するものとし、

下部調整池内の岩石や水路・発電所等の工事から発生した岩石を盛立材として流用

することで、採石場及び土捨場の縮小を図る。 
③ 水路・発電所等については、すべて地下構造物とし、改変される区域の範囲・規 

模に配慮する。 
④ 工事用道路については、できる限り既設道路を利用する計画とし、新設する道路 

については、道路幅員を必要最小限として改変される区域の縮小に努める。 
⑤ 切取・盛土に関しては、安定した法面勾配の確保するとともにすみやかに緑化を実

施する。 
 

低 減 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ 

－ 
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表 8.2.5(12)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 
土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 動物－猛禽類 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物・調整池が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定

する。 
予測・評価 事業計画地点及びその周辺で飛翔が確認された、クマタカ、オオタカ、ハチクマ等の猛禽類につい

ては、生態調査の結果から事業計画地点において繁殖の可能性は低く、採餌環境として広く利用して

いるものと考えられる。このような利用状況から考えれば、生息環境の一部に改変される区域は生ず

るものの、周辺に生息に適した環境が広く残されることから影響の低減が図れるものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 猛禽類のうちクマタカ、オオタカの生息環境の保全措置としては、動物一般に対する
保全対策に加え、土捨場、採石場等の構造物の配置計画の検討にあたり、行動圏のう

ち採餌等で頻繁に利用する範囲から極力移動させるよう努める。 
○ 猛禽類については、工事前・工事中及び工事完了後の必要な期間にモニタリングを実

施し、生息状況の変化の把握に努め、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、

適切な対策を講じる。（動物一般への保全措置） 
○ 改変区域の縮小に努める。 
① 堤体盛立材を上部調整池内から採取することとし、工事用仮設備を下部調整池内に

配置する。 
② 水路・発電所等はすべて地下構造物とすること、工事用道路はできる限り既設 

道路を利用することなど、土工量の低減や改変される区域の縮小を図る。 
③ 発電所等の工事から発生した岩石を盛立材に流用し､採石場､土捨場の縮小を図る。 
○ 動物の生息環境への配慮 
① 工事用道路､側溝及び排水路等の設計にあたっては､落下した小動物が這い上がれ 

るようにスロープを設ける等､動物の移動の妨げとならないように配慮する。 
② 小動物の生息域が分断しないように､必要に応じて通路等を設置する。 
③ 資機材の運搬は夜間の騒音・振動等を少なくするよう運搬時間に十分配慮する。 
④ 建設機械の電動化､低騒音重機の使用に努め､騒音・振動の発生を最小限にする。 
⑤ 改変により生じた裸地は、鳥類等の好む食餌植物を用いた緑化を行う等､動物の生 

息環境の保全に努める。 
⑥ 工事中にやむをえず夜間照明を行う場合には､照明の方向を工事区域内に限定す

る。 
・ 夜間照明の照射範囲は極力水平より下向きになるよう配慮する。 
・ 夜間照明は作業時間・作業範囲のみとする。 
・ 夜間照明はナトリュウム灯を計画する。 

⑦ 発電所運転開始後は､下部調整池への河川からの流入水は､流入量と同量の水を下 

部ダムから下流へ放流する。 
○ 作業員等への注意 
① 工事関係者に工事区域外への無用な立ち入りを禁じる。 
② 動物の捕獲､威嚇及び植物の採取を禁じる。 
③ 残飯等の処理に留意し､工事関係者の衛生管理を徹底する。  
④ 動物との接触事故を避けるため、十分注意を払って運転するよう指導する。 
⑤ 樹木伐採作業前には事前に巣などの有無を確認する。 

回 避 
 
 
監 視 
 
 
低 減 
 
 
 
 
 
低 減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
低 減 
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表 8.2.5(12)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 
土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用             貯水池の存在 

環境要素の区分 動物－猛禽類 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（経済産業大臣勧告） 
事業者が実施した希少猛禽類調査の結果について、希少猛禽類等の生息環境の保全に支障のない

範囲で記載すること。 
（評価書への反映） 
評価書において、希少猛禽類調査結果を記載した。ただし、クマタカ・オオタカ・ハイタカ・ハ

チクマの 4種については、事業計画地点周辺の行動圏のみ図示した。 
（都道府県知事意見） 
本計画地及びその周辺においては、貴重な猛禽類が多数確認されており、オオタカなどの採餌場

所としての利用が認められ、特にハチクマについては、計画地周辺での活動密度が高いことから、

今後ともモニタリングを継続するとともに、飛翔記録をもとに利用区域をメッシュ解析し、事業の

実施前・実施中及び完成後の生息状況を定量的に検証できるようにすること。又ハチクマについて

は、採餌行動の記録にも十分注意してモニタリングを実施すること。 
（事業者の見解） 
希少猛禽類のモニタリングについては、学識経験者の指導・助言を得て、工事前、工事中及び工

事完了後の必要な期間に実施する計画である。 

フォローアップ ○ 事業実施区域周辺の 13地点において、毎年 5月～10月・3月に月 1回のモニタリング調査を行
う。 
○ モニタリング結果については、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、可能な範囲で公

表していく。また調査方法・期間及び公表方法については、今後のモニタリング結果を踏まえ、

工事の進捗状況及び学識経験者などの指導・助言を得ながら検討していく。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(13)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 動物－クマゲラ 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物・調整池が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定

する。 
予測・評価 事業計画地点周辺において生息及び営巣木が確認され、生息環境の一部に改変される区域を生ずる

ものの、営巣木から改変される区域までの離隔距離が確保されること及び営巣可能木や採餌木が残さ

れることから影響の低減が図れるものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ クマゲラの生息環境の保全措置としては、動物一般に対する保全対策に加え構造物 
等の配置計画の検討にあたり、営巣木から改変される区域までの離隔距離を確保する 

こととし、構造物の位置の見直しにより掘削土量の削減を図り、改変面積を低減し、

採餌木や営巣可能木を極力伐採しないよう努めることに配慮する。 
○ クマゲラについては、工事前・工事中及び工事完了後の必要な期間にモニタリングを

実施し、生息状況の変化の把握に努め、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得

て、適切な対策を講じる。（動物一般への保全措置） 
○ 改変区域の縮小に努める。 
① 堤体盛立材を上部調整池内から採取することとし、工事用仮設備を下部調整池内に

配置する。 
② 水路・発電所等はすべて地下構造物とすること、工事用道路はできるかぎり既設 

道路を利用することなど、土工量の低減や改変される区域の縮小を図る。 
③ 発電所等の工事から発生した岩石を盛立材に流用し､採石場､土捨場の縮小を図る。 
○ 動物の生息環境への配慮 
① 工事用道路､側溝及び排水路等の設計にあたっては､落下した小動物が這い上がれ 

るようにスロープを設ける等､動物の移動の妨げとならないように配慮する。 
② 小動物の生息域が分断しないように､必要に応じて通路等を設置する。 
③ 資機材の運搬は夜間の騒音・振動等を少なくするよう運搬時間に十分配慮する。 
④ 建設機械の電動化､低騒音重機の使用に努め､騒音・振動の発生を最小限にする。 
⑤ 改変により生じた裸地は、鳥類等の好む食餌植物を用いた緑化を行う等､動物の生 

息環境の保全に努める。 
⑥ 工事中にやむをえず夜間照明を行う場合には､照明の方向を工事区域内に限定す

る。 
・ 夜間照明の照射範囲は極力水平より下向きになるよう配慮する。 
・ 夜間照明は作業時間・作業範囲のみとする。 
・ 夜間照明はナトリュウム灯を計画する。 

⑧ 発電所運転開始後は､下部調整池への河川からの流入水は､流入量と同量の水を下 

部ダムから下流へ放流する。 
○ 作業員等への注意 
① 工事関係者に工事区域外への無用な立ち入りを禁じる。 
② 動物の捕獲､威嚇及び植物の採取を禁じる。 
③ 残飯等の処理に留意し､工事関係者の衛生管理を徹底する。 
④ 動物との接触事故を避けるため、十分注意を払って運転するよう指導する。 
⑤ 樹木伐採作業前には事前に巣などの有無を確認する。 

低 減 
 
 
 
監 視 
 
 
低 減 
 
 
 
 
 
低 減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
低 減 



 90 

表 8.2.5(13)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 動物－クマゲラ 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（経済産業大臣勧告） 
事業者が実施したクマゲラ調査の結果について、クマゲラの生息環境の保全に支障のない範囲で

記載すること。 
（評価書への反映） 
評価書においてクマゲラの目撃位置などについては、図示したものの、クマゲラの営巣木の確認

位置については、密猟の他、多数の人々が営巣木の周辺に集合・出入りを繰り返すことにより、繁

殖に影響を与えることが危惧されることから図示していない。 
（都道府県知事意見） 
クマゲラについては、改変区域から離れた周辺にも生息環境が分布していることが示唆された

が、事業の実施により、採餌環境の一部が消失した場合、実際にどのように行動圏や主たる採餌木

の分布が変化するかは不確実な点が多いことから、今後モニタリングを通して明らかになるように

努めること。 
（事業者の見解） 
クマゲラのモニタリングについては、必要に応じ学識経験者の指導・助言を得て、工事前、工事

中及び工事完了後の必要な期間において実施する計画であり、行動圏や、主たる採餌木の分布状況

の変化を把握するよう努めていく。 

フォローアップ ○ 事業実施区域のうち 3地点において、モニタリングとして工事前・工事中・及び工事完了後（必
要な期間）の毎年春季～秋季にかけて年 3回調査を行う。 
○ モニタリング結果については、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、可能な範囲で公

表していく。また、調査方法・期間及び公表方法については、今後のモニタリング結果を踏まえ、

工事の進捗状況及び学識経験者などの指導・助言を得ながら検討していく。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(14)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 動物－水生生物 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 事業計画地点周辺において、オショロコマ、ムカシトンボ幼生の貴重な水生生物 2種の生息が確認
されたものの、生息に適した環境が残されること、下記に示す保全措置を講じることから影響の低減

が図れるものと考えられる。 
下部ダム下流における河川水温の上昇については、サケ科のアメマス、ヤマメの生息上限水温

(20℃)以下であること、Ａ川本流と発電所計画地点までの魚類生息環境としての連続性は低いものと
考えられることから、発電所の設置による水生動物への影響の低減が図れるものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 水生生物の生息環境への配慮 
① 発電所運転開始後は､下部調整池への河川からの流入水は､流入量と同量の水を下

部ダムから下流へ放流する。 
② 河川区域内における工事を行うにあたっては、上流からの河川水を仮排水路へ転 

流させ、河川水の濁りを避ける方法により、下流への濁水流下防止に努める｡ 
③ 濁水処理設備を配置するとともに水質の監視等の管理を徹底し、河川の水質保全 

に努める｡ 
④ 工事排水は、できるだけ循環使用し、濁水処理後は河川へ放流する｡ 
⑤ 作業員宿舎、現場事務所からの生活廃水及びし尿は、合併処理後河川へ放流す 

る｡ 
⑥ 掘削残土はすみやかに土捨場に運搬処理し、河川への流出を防止する｡ 
⑦ 降雨時は、工事機器､資材､コンクリート屑などからの漏出による水質汚濁が起こら

ないようにシートをかぶせるなどの対策を講じる｡ 
○ 作業員等への注意 
① 工事関係者に工事区域外への無用な立ち入りを禁じる。 
② 動物の捕獲､威嚇及び植物の採取を禁じる。 
③ 残飯等の処理に留意し､工事関係者の衛生管理を徹底する。 

低 減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
低 減 
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表 8.2.5(14)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 動物－水生生物 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（経済産業大臣勧告） 
下部ダム下流の水生生物について、下部調整池の初期湛水時及び運転開始後に生息状況のモニタ

リングを行うことを記載するとともに、水生生物の生息環境の保全に努めること。 
（評価書への反映）  
事業計画地点及びその周辺における水生生物（魚類、底生動物、付着藻類）の生息状況について

は、工事中（初期湛水時）及び工事完了後の必要な期間に適宜モニタリングを実施し、生息環境の

変化や水温変化とともに、生息する水生生物の種構成の変化等の把握に努め、必要に応じ学識経験

者等の指導・助言を得て、適切な対策を講じる旨を記載した。 
（都道府県知事意見） 
下部調整池の建設及び放流水温の上昇による河川生物群集への影響については、未解明な部分が

多く、具体的な検討をするにあたっては、更に知見を集積することが重要であることから、事業実

施前後の定量的な検証ができるよう必要なモニタリングを実施し、予測、評価の精度向上に努める

こと。 
（事業者の見解） 
水生生物（魚類、底生動物、付着藻類）への影響については、工事前、工事中（初期湛水時）工

事完了後の必要な期間においてモニタリングを実施し、生息環境の変化や水温変化とともに生息す

る水生生物の種類構成の変化等を把握するよう努めていく。 

フォローアップ ○ 事業実施区域のうち 5地点において、モニタリングとして工事前・工事中（初期湛水時）及び工
事完了後（必要な期間）における隔年 1回春季～秋季にかけて年 3回調査を行う。 
○ モニタリング結果については、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、可能な範囲で公

表していく。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(15)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 動物－エゾサンショウウオ 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 エゾサンショウウオは土捨場、林道改修により生息域の一部が減少することになるが、上部調整池
西側の湿原周辺や下部ダム下流域の広葉樹林の広い範囲で生息が確認されていること、できる限り周

辺の生息環境の保全などの対策を講じること、工事実施前に生息状況の確認調査を実施し、改変され

る区域内で卵塊や個体が確認された場合は、できる限り工事箇所を回避するよう検討するほか、やむ

をえず改変する場合には、近隣の改変を受けない同様の生息環境へ移動するなどの措置を講じること

から、影響の低減が図れるものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 動物一般に対する保全対策に加え、できるかぎり周辺の生息環境の保全等の対策を 
講じる。 
① 工事実施前に生息状況の確認調査を実施し、改変される区域内で卵塊や個体が確 

認された場合は、できるかぎり工事箇所を回避するよう検討する。 
② やむをえず改変する場合には、近隣の改変を受けない同様の生息環境へ移動する 

などの措置を講じる。その場合、生息環境を慎重に選定するよう十分配慮する。（動

物一般への保全措置） 
○ 改変区域の縮小に努める。 
① 堤体盛立材を上部調整池内から採取することとし、工事用仮設備を下部調整池内に

配置する。 
② 水路・発電所等はすべて地下構造物とすること、工事用道路はできるかぎり既設 

道路を利用することなど、土工量の低減や改変される区域の縮小を図る。 
③ 発電所等の工事から発生した岩石を盛立材に流用し､採石場､土捨場の縮小を図る。 
○ 動物の生息環境への配慮 
① 工事用道路､側溝及び排水路等の設計にあたっては､落下した小動物が這い上がれ 

るようにスロープを設ける等､動物の移動の妨げとならないように配慮する。 
② 小動物の生息域が分断しないように､必要に応じて通路等を設置する。 
③ 資機材の運搬は夜間の騒音・振動等を少なくするよう運搬時間に十分配慮する。 
④ 建設機械の電動化､低騒音重機の使用に努め､騒音・振動の発生を最小限にする。 
⑤ 改変により生じた裸地は、鳥類等の好む食餌植物を用いた緑化を行う等､動物の生 

息環境の保全に努める。 
⑥ 工事中にやむをえず夜間照明を行う場合には､照明の方向を工事区域内に限定す

る。 
・ 夜間照明の照射範囲は極力水平より下向きになるよう配慮する。 
・ 夜間照明は作業時間・作業範囲のみとする。 
・ 夜間照明はナトリュウム灯を計画する。 

⑦ 発電所運転開始後は､下部調整池への河川からの流入水は､流入量と同量の水を下 

部ダムから下流へ放流する。 
○ 作業員等への注意 
① 工事関係者に工事区域外への無用な立ち入りを禁じる。 
② 動物の捕獲､威嚇及び植物の採取を禁じる。 
③ 残飯等の処理に留意し､工事関係者の衛生管理を徹底する。 
④ 動物との接触事故を避けるため、十分注意を払って運転するよう指導する。 
⑤ 樹木伐採作業前には事前に巣などの有無を確認する。 

 
 
回 避 
 
低 減 
 
 
低 減 
 
 
 
 
 
低 減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
低 減 
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表 8.2.5(15)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 動物－エゾサンショウウオ 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（都道府県知事意見） 
エゾサンショウウオについては、事業実施前に生息状況の確認調査を実施し、改変される区域内

で卵塊や個体が確認された場合は、可能な限り当該箇所の改変の回避検討をすること。また、生息

箇所がやむをえず消失することになり、卵塊・個体を移動させる場合には、その移動先における本

種の生息密度が高くなることにより定着しないこともあり得ることから、その生息環境を慎重に選

定するよう十分配慮すること。 
（事業者の見解） 
エゾサンショウウオについては､工事実施前に生息状況の確認調査を実施し､改変される区域内

で卵塊や個体が確認された場合は､できるかぎり工事箇所を回避するよう検討する。やむをえず改

変する場合には、近隣の改変を受けない同様の生息環境へ移動するなどの措置を講ずる。その場合､

生息環境を慎重に選定するよう十分配慮する。 

フォローアップ ○ 事業計画地域内の上・下部調整池周辺区域（10ルート）において隔年で 5～6月に月 1回の調査
を行う。 
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表 8.2.5(16)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－湿原 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 下記に示すとおり、環境保全のための措置を講じることから、周辺植生との調和が図られるととも
に貴重な植物への影響の低減が図れるものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ 上部調整池周辺に分布する湿原については、事業の実施による影響を極力回避する 
ため、上部調整池計画地点を当初計画した位置より変更した。 

○ 湿原を涵養する地表水の流域を考慮し、学識経験者の指導を得て、湿原とその周辺 

の植生を含めた区域を保全すべきエリアとして設定した（湿原保全区域） 
○ 事業の実施に伴い、一部の小湿原への影響は避けられないことから、影響を受ける 

小湿原の涵養に必要な水量を補給するなどの保全対策を講じる。 
① 工事中においては、1号土捨場及び仮設備用地周辺に側溝を設け表流水を集積し、
沈澱池並びに濁水処理設備を設置し、処理後の水を浸透させるなど、できる限り自

然状態で補給する。 
② 工事完了後は、濁水処理設備を撤去し、工事中と同様な対策を講じる。 
③ 湿原の状況変化を把握するため、湿原の地下水位や湿原植生について、工事前・ 

工事中及び工事完了後の必要な期間においてモニタリングを実施し、必要に応じ学 

識経験者等の指導・助言を得て適切な対策を講じる。 
（植物一般に対する保全措置） 
○ 事業の実施にあたっては、適切な工法を選択し必要最小限の伐採とする。 
○ 上部調整池については、堤体盛土材の全量を上部調整池から採取すること、土工量 

を低減し改変される区域の縮小を図る。 
○ 下部ダム・調整池については、工事用仮設備を下部調整池に配置すること、下部調整

池内の岩石や水路・発電所等の工事から発生した岩石を盛立材に流用し、採石場、土

捨場の縮小を図る。 
○ 工事用道路については、できるかぎり既設道路を利用する計画とし、新設する道路 

については、道路幅員を必要最小限として改変される区域の縮小に努める。 
○ 構造物及び工事用仮設備については、貴重な植物の生育環境に影響を与えないような

配置とし、改変される区域の貴重な植物は、計画・設計及び施工の工夫により影響を

最小限に留める。 

回 避 
 
回 避 
 
代 償 
 
代 償 
 
 
 
監 視 
 
 
低 減 
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表 8.2.5(16)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－湿原 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（経済産業大臣勧告） 
上部調整池周辺の湿原について、湿原の涵養に必要な水量を確保するために講じる措置を記載す

るとともに、当該措置を適切に行うことにより、その保全を図ること。また、計画地の変更に至っ

たこれまでの検討の状況についても記載すること。 
（評価書への反映） 
上部調整池周辺の湿原について、湿原の涵養に必要な水量を確保するために講じる措置及び上部

調整池の変更過程を記載する。 
（都道府県知事意見） 
上部調整池等計画地近傍は、約 1 万 2 千年前がその形成起源とされるなど学術にも価値が高い
湿原群が隣接しており、大部分の湿原群の涵養域は保全されるものの一部小湿原の表流水に変化が

生じ、少なからず影響が想定される。このため、今後計画の詳細検討段階においては、土捨場の位

置の変更や上部調整池の形状などの変更など、可能な限り影響を回避・低減するよう十分な検討を

行うこと。また、当該小湿原の涵養域への影響が避けられないと判断された場合には、涵養水の集

水方法や自然涵養形態により近づけた方法について、十分な調査・試験を行い、万全を期した上で、

保全対策を講じることとし、当該小湿原の水位や植生の変化について、定量的な手法により長期的

にモニタリングを実施すること。 
（事業者の見解） 
上部調整池計画地点付近に分布する湿原は表流水に依存していることから、計画地点位置の選定

にあたっては、表流水の流れやその流域を保全するため、できるだけ影響を与えない位置まで回避

するよう、専門家の指導も得ながら十分な検討を行ったものであり、現状の位置・形状が環境への

影響がもっとも小さいと考えられる。しかしながら、当該小湿原の一部の涵養域への影響は避けら

れないと判断しているため、影響を受ける小湿原の涵養に必要な水量を補給するなどの保全対策を

講じる。当該小湿原の地下水位や湿原植生については、工事前、工事中及び工事完了後の必要な期

間においてモニタリングを実施し、状況の把握に努め、変化が生じた場合は、必要に応じて学識経

験者等の指導・助言を得て、適切な対策を講じていく計画である。 

フォローアップ ○ 上部調整池周辺の第一湿原及び影響を受ける小湿原を中心に湿原植生と湿原の地下水位につい
て、工事前、工事中、及び工事完了後（必要な期間）の毎年、夏季、秋季の年 2回調査を行う。 
○ モニタリングの結果については、必要に応じ学識経験者等の指導・助言を得て可能な範囲で公

表していく。また、調査方法、期間及び公表の方法については、今後のモニタリングの結果を踏

まえ、工事の進捗状況及び学識経験者の等の指導・助言を得ながら検討していく。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(17)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－エゾマンテマ 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 下記に示すとおり、環境保全のための措置を講じることから、周辺植生との調和が図られるととも
に貴重な植物への影響の低減が図れるものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ エゾマンテマ等の貴重な植物が分布するＡ川上流の岩崖地法面については､掘削法 
面の低減を図るなどエゾマンテマ等の生育地が現状のまま保全されるよう回避する。 

具体的には、エゾマンテマ等の貴重な植物が生育する岩盤部の上部調整池側及び下部 

調整池側の林道にそれぞれに待避所を設け、この岩盤部及び岩盤部前面の林道は、飛 

砂などによる影響が出ないように路盤改良を行うほかは現状のままとし、岩盤部前面 

の林道を車両は交互通行とする。 
（植物一般に対する保全措置） 
○ 事業の実施にあたっては、適切な工法を選択し必要最小限の伐採とする。 
○ 上部調整池については、堤体盛土材の全量を上部調整池から採取すること、土工量 

を低減し改変される区域の縮小を図る。 
○ 下部ダム・調整池については、工事用仮設備を下部調整池に配置すること、下部調整

池内の岩石や水路・発電所等の工事から発生した岩石を盛立材に流用し、採石場、土

捨場の縮小を図る。 
○ 工事用道路については、できるかぎり既設道路を利用する計画とし、新設する道路 

については、道路幅員を必要最小限として改変される区域の縮小に努める。 
○ 構造物及び工事用仮設備については、貴重な植物の生育環境に影響を与えないような

配置とし、改変される区域の貴重な植物は、計画・設計及び施工の工夫により影響を

最小限に留める。 

回 避 
 
 
 
 
 
低 減 



 98 

表 8.2.5(17)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－エゾマンテマ 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（経済産業大臣勧告） 
エゾマンテマ等の保全対策について、変更に至ったこれまでの検討状況も含め、変更した計画を

記載すること。 
（評価書への反映） 
当初、改変に伴い移植の予定であったが、移植が難しいなどの理由から変更したことや回避措置

について評価書に記載した。 
（都道府県知事意見） 
○ 本計画に伴い道路拡幅を予定しているＡ川上流の岩崖地においては､エゾマンテマなどの貴重な

植物を移植することとしているが､この岩崖地では､その他イワオウギなどの貴重な植物が集

中し､当該地の特徴をよく表した小さな生態系ともみることができる貴重な植生であることか

ら､この岩崖植生の改変を回避するよう検討すること。 
○ また､この岩崖植生については､現状調査が十分には実施されていないことから､事業実施によ

る影響を把握するためにも事業実施前に方形区調査を実施し､その結果と比較できるように同一

の方形区で被度などの定量的な項目を含む同一の調査手法により､モニタリングを実施するこ

と。 
（事業者の見解） 
貴重な植物であるエゾマンテマが分布するＡ川上流の岩崖地については、当初は工事用道路の拡

張工事に伴い改変されるため、移植する予定であった。しかし、エゾマンテマの他にも貴重な植物

（ヤマハナソウ他）が生育していること、移植が困難と予想されることから、設計及び施工の工夫

により掘削法面の低減を図るなど、エゾマンテマ等の貴重な植物の生育地の改変を回避していく計

画である。 

フォローアップ ○ 工事前・工事中において岩崖植生の生育状況の把握のため、適宣調査を行う。 
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表 8.2.5(18)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－生態系－上位性 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物・調整池が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定

する。 
予測・評価 地域を特徴づける生態系に関しては、「上位性」の観点から捉え、注目種等を選定し、現地調査の

結果や既往文献資料をもとに、注目種の生態、他の生物種との相互関係及び事業実施による生息環境

への影響についてとりまとめた。 
「上位性」・・栄養段階の上位種に位置し、行動圏の広い種に注目し、対象事業実施区域及びその

周辺で確認された大型猛禽類のクマタカ・オオタカを選定した。 
対象事業実施区域及びその周辺には､大型猛禽類であるクマタカ､オオタカの行動圏が広がってい

る。その範囲内には､好適な生息環境である落葉広葉樹林や針広混交林が広く分布し､餌資源となる小

型哺乳類及び中小型鳥類が広範囲にわたり多数生息していると考えられる。事業の実施に伴い､これ

らの行動圏の一部に改変される区域が生じ､生息環境の一部が減少する。しかし､その減少割合が小さ

いこと､好適な生息環境が行動圏及びその周辺にも広く分布していること及び猛禽類の生息に極力影

響を与えないような保全対策を講じることから､猛禽類の生息環境への影響の低減が図れるものと考

えられる。 
このことから､上位性の観点から注目した生態系については､影響の低減が図れるものと考えられ

る。 

保 全 措 置 ○ 猛禽類のうちクマタカ、オオタカの生息環境の保全措置としては、動物一般に対す 
る保全対策に加え、土捨場、採石場等の構造物の配置計画の検討にあたり、行動圏の 

うち採餌など頻繁に利用する範囲から極力移動させるよう努める。 
○ 生態系（上位性）については、工事前・工事中及び工事完了後の必要な期間にモニタ

リングを実施し、注目種（クマタカ・オオタカ、森林性鳥類、河川性鳥類、小型哺乳

類）の生息状況における変化の把握に努め、必要に応じ学識経験者などの指導・助言

を得て、適切な対策を講じる。 
（動物一般への保全措置） 
○ 改変区域の縮小に努める。 
① 堤体盛立材を上部調整池内から採取することとし、工事用仮設備を下部調整池内に

配置する。 
② 水路・発電所等はすべて地下構造物とすること、工事用道路はできるかぎり既設 

道路を利用することなど、土工量の低減や改変される区域の縮小を図る。 
③ 発電所等の工事から発生した岩石を盛立材に流用し､採石場､土捨場の縮小を図る。 
○ 動物の生息環境への配慮 
① 工事用道路､側溝及び排水路等の設計にあたっては､落下した小動物が這い上がれ 

るようにスロープを設ける等､動物の移動の妨げとならないように配慮する。 
② 小動物の生息域が分断しないように､必要に応じて通路等を設置する。 
③ 資機材の運搬は夜間の騒音・振動等を少なくするよう運搬時間に十分配慮する。 
④ 建設機械の電動化､低騒音重機の使用に努め､騒音・振動の発生を最小限にする。 
⑤ 改変により生じた裸地は、鳥類等の好む食餌植物を用いた緑化を行う等､動物の生 

息環境の保全に努める。 
 

回 避 
 
 
低 減 
 
 
 
 
低 減 
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表 8.2.5(18)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－生態系－上位性 

保 全 措 置 ⑥ 工事中にやむをえず夜間照明を行う場合には､照明の方向を工事区域内に限定す
る。 
・ 夜間照明の照射範囲は極力水平より下向きになるよう配慮する。 
・ 夜間照明は作業時間・作業範囲のみとする。 
・ 夜間照明はナトリュウム灯を計画する。 

⑦ 発電所運転開始後は､下部調整池への河川からの流入水は､流入量と同量の水を下 

部ダムから下流へ放流する。 
○ 作業員等への注意 
① 工事関係者に工事区域外への無用な立ち入りを禁じる。 
② 動物の捕獲､威嚇及び植物の採取を禁じる。 
③ 残飯等の処理に留意し､工事関係者の衛生管理を徹底する。 
④ 動物との接触事故を避けるため、十分注意を払って運転するよう指導する。 
⑤ 樹木伐採作業前には事前に巣などの有無を確認。 

低 減 
 
 
 
 
 
 
低 減 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（経済産業大臣勧告） 
本事業計画地点は豊かな自然に恵まれた地域に位置し、改変区域が極めて広範囲に散在すること

から、地域を特徴づける生態系について現在の知見を基に予測・評価を行い記載すること。 
（評価書への反映） 
 生態系を新規の項目として設定し、現在の知見を基に予測・評価を行い、評価書に記載した。 
（都道府県知事意見） 
本計画地及びその周辺においては､湿原や渓谷があり､貴重な動植物も数多く確認されているこ

とから､今後､評価書を取りまとめるに当たっては､生態系の保全について､上位性､典型性､特殊性

に関して､例えば､猛禽類､ヤナギ群落､ハルニレ群集､湿原､岩崖植生などに注目するなどして､それ

らへの影響や保全対策等を取りまとめること。また､それらの評価については､後の検証が可能とな

るように､消失割合など可能な限り具体的な数値を用いるなどして､適切な事後のモニタリングに

ついても計画すること。 
（事業者の見解） 
本計画地点及びその周辺は､豊かな自然に恵まれた地域に位置し､改変区域が広範囲であること

から､地域を特徴づける生態系について、上位性､典型性､特殊性の観点から注目し､現在の知見に基

づき､出来る範囲で予測・評価を行い､保全対策についてその結果を評価書に記載する。工事前､工

事中及び工事完了後に必要な期間において､モニタリングを実施し､できるだけ定量的に工事前と

比較できるよう努めていく。 

フォローアップ ○ モニタリングとして工事前・工事中及び工事完了後（必要な期間）において注目種（クマタカ・
オオタカ、森林性鳥類、河川性鳥類、小型哺乳類）について調査を実施し、事業予定地域周辺の

注目種の生息状況(個体数・種類数等)の変化を把握する 
○ モニタリング結果については、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、可能な範囲で公

表していく。また調査方法・期間及び公表方法については、今後のモニタリング結果を踏まえ、

工事の進捗状況及び学識経験者などの指導・助言を得ながら検討していく。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(19)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の
存在及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－生態系－典型性 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物・調整池が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定

する。 
予測・評価 地域を特徴づける生態系に関しては、「典型性」の観点から捉え、注目種等を選定し、現地調査の

結果や既往文献資料をもとに、注目種の生態、他の生物種との相互関係及び事業実施による生息・生

育環境への影響についてとりまとめた。 
「典型性」・・この地域を代表する植生である落葉広葉樹林とそこで生息する動物のうち広い範囲 

にわたり分布し、比較的個体数の多い鳥類群集に注目した。 
対象事業実施区域及びその周辺には､広い範囲でエゾイタヤーシナノキ群落､ハルニレ群集及びヤ

ナギ低木群落を主体とする落葉広葉樹林が分布している。この落葉広葉樹林は､小動物の餌資源や営

巣場所等の多用な生息環境を供与していることから､ここで生息する鳥類群集は､落葉広葉樹林で一

般的に見られ､かつ生物多様性の高い群集となっている。事業の実施に伴い､対象事業実施区域におい

て改変される区域が生じ､森林生態系の生息基盤となっている落葉広葉樹林の一部が減少する。しか

し､その減少割合が小さいこと､同様な落葉広葉樹林が対象事業実施区域周辺にも広く分布している

こと､伐採面積の縮小等の保全対策を講じるとともに､改変により生じた土捨場の平坦部等において

は､鳥類を含めた小動物の生息環境の創出を考慮した緑化を講じることから､落葉広葉樹林及び鳥類

群集の生息・生育環境への影響の低減が図れるものと考えられる。 
このことから､典型性の観点から注目した生態系については､影響の低減が図れるものと考えられ

る。 

保 全 措 置 ○ 典型性で注目される対象の落葉広葉樹林及び鳥類群集の保全措置については、動物 
及び植物一般に対する保全対策に加え、事業計画地点周辺の生息・生育環境の保全に 

努める。 
① 下部調整池周辺における現存植生の保全に努める。 
② 土捨場などの平坦部の造成にあたり、極力多様性を持たせ自然な形態となるよう 

配慮する。 
③ 緑化においては、周辺の現存植生を考慮し、広葉樹や食餌植物を極力用いるなど、 

鳥類を含めた小動物の生息環境の創出を検討する。 
○ 生態系（典型性）については、工事前・工事中及び工事完了後の必要な期間にモニタ

リングを実施し、注目種（植生・森林性鳥類）の生息・生育状況における変化の把握

に努め、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、適切な対策を講じる。 
（動物一般への保全措置） 
○ 改変区域の縮小に努める。 
① 堤体盛立材を上部調整池内から採取することとし、工事用仮設備を下部調整池内に

配置する。 
② 水路・発電所等はすべて地下構造物とすること、工事用道路はできるかぎり既設 

道路を利用することなど、土工量の低減や改変される区域の縮小を図る。 
③ 発電所等の工事から発生した岩石を盛立材に流用し､採石場､土捨場の縮小を図る。 
 

低 減 
 
 
 
 
 
 
 
監 視 
 
 
 
低 減 
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表 8.2.5(19)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－生態系－典型性 

保 全 措 置 ○ 動物の生息環境への配慮 
① 工事用道路､側溝及び排水路等の設計にあたっては､落下した小動物が這い上がれ 

るようにスロープを設ける等､動物の移動の妨げとならないように配慮する。 
② 小動物の生息域が分断しないように､必要に応じて通路等を設置する。 
③ 資機材の運搬は夜間の騒音・振動等を少なくするよう運搬時間に十分配慮する。 
④ 建設機械の電動化､低騒音重機の使用に努め､騒音・振動の発生を最小限にする。 
⑤ 改変により生じた裸地は、鳥類等の好む食餌植物を用いた緑化を行う等､動物の生

息環境の保全に努める。 
⑥ 工事中にやむをえず夜間照明を行う場合には､照明の方向を工事区域内に限定す

る。 
・ 夜間照明の照射範囲は極力水平より下向きになるよう配慮する。 
・ 夜間照明は作業時間・作業範囲のみとする。 
・ 夜間照明はナトリュウム灯を計画する。 

⑦ 発電所運転開始後は､下部調整池への河川からの流入水は､流入量と同量の水を下

部ダムから下流へ放流する。 
○ 作業員等への注意 
① 工事関係者に工事区域外への無用な立ち入りを禁じる。 
② 動物の捕獲､威嚇及び植物の採取を禁じる。 
③ 残飯等の処理に留意し､工事関係者の衛生管理を徹底する。 
④ 動物との接触事故を避けるため、十分注意を払って運転するよう指導する。 
⑤ 樹木伐採作業前には事前に巣などの有無を確認。 
（植生一般に対する保全措置） 
○ 事業の実施にあたっては、適切な工法を選択し必要最小限の伐採とする。 
○ 上部調整池については、堤体盛土材の全量を上部調整池から採取することとして土工

量を低減し改変される区域の縮小を図る。 
○ 下部ダム・調整池については、工事用仮設備を下部調整池に配置することとし下部調

整池内の岩石や水路・発電所等の工事から発生した岩石を盛立材に流用する等で、採

石場、土捨場の縮小を図る。 
○ 工事用道路については、できるかぎり既設道路を利用する計画とし、新設する道路 

については、道路幅員を必要最小限として改変される区域の縮小に努める。 
○ 構造物及び工事用仮設備については、貴重な植物の生育環境に影響を与えないよう 

な配置とし、改変される区域の貴重な植物は、計画・設計及び施工の工夫により影響 

を最小限に留める。 

低 減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
低 減 
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表 8.2.5(19)-3 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－生態系－典型性 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（経済産業大臣勧告） 
本事業計画地点は豊かな自然に恵まれた地域に位置し、改変区域が極めて広範囲に散在すること

から、地域を特徴づける生態系について現在の知見を基に予測・評価を行い記載すること。 
（評価書への反映） 
生態系を新規の項目として設定し、現在の知見を基に予測・評価を行い、評価書に記載した。 

（都道府県知事意見） 
○ 本計画地及びその周辺においては､湿原や渓谷があり､貴重な動植物も数多く確認されているこ

とから､今後､評価書を取りまとめるに当たっては､生態系の保全について､上位性､典型性､特殊

性に関して､例えば､猛禽類､ヤナギ群落､ハルニレ群集､湿原､岩崖植生などに注目するなどして､

それらへの影響や保全対策等を取りまとめること。 
また､それらの評価については､後の検証が可能となるように､消失割合など可能な限り具体的な

数値を用いるなどして､適切な事後のモニタリングについても計画すること。 
（事業者の見解） 
○ 本計画地点及びその周辺は､豊かな自然に恵まれた地域に位置し､改変区域が広範囲であること

から､地域を特徴づける生態系について、上位性､典型性､特殊性の観点から注目し､現在の知見に

基づき､出来る範囲で予測・評価を行い､保全対策についてその結果を評価書に記載する。 
○ 工事前､工事中及び工事完了後に必要な期間において､モニタリングを実施し､できるだけ定量

的に工事前と比較できるよう努めていく。 

フォローアップ ○ モニタリングとして工事前・工事中及び工事完了後（必要な期間）において、注目種（落葉広葉
樹林、森林性鳥類）について調査を実施し、事業予定地周辺における注目種の生息・生育状況（樹

林の消失率、種構成など）の変化を把握する。 
○ モニタリング結果については、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、可能な範囲で公

表していく。また調査方法・期間及び公表方法については、今後のモニタリング結果を踏まえ、

工事の進捗状況及び学識経験者などの指導・助言を得ながら検討していく。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(20)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－生態系－特殊性 

評価項目の 
選 定 理 由 

調整池及び発電所等の設置に伴う掘削・盛土による土地の改変、樹林の伐採等の改変行為ならびに

工作物・調整池が新たに出現することにより生息環境の変化が想定されることから、項目として設定

する。 
予測・評価 地域を特徴づける生態系に関しては、「特殊性」の観点から捉え、注目種等を選定し、現地調査の

結果や既往文献資料をもとに、注目種の生態、他の生物種との相互関係及び事業実施による生育環境

への影響についてとりまとめた。 
「特殊性」・・占有面積が比較的小規模でかつ地域特異的な湿地生態系が形成されているため、そ

の生育基盤となっている湿原に注目した。 
上部調整池の設置位置の検討にあたり､湿原を涵養する表流水の流域に影響を与えないような位置

に回避していること､事業の実施に伴い影響を受ける小湿原については､必要な涵養水を補給する等

の保全対策を講じることから､小湿原の生育環境への影響の低減が図れるものと考えられる。 
このことから､特殊性の観点から注目した生態系については､影響の低減が図れるものと考えられ

る。 

保 全 措 置 ○ 特殊性で注目される対象の湿原については、上部調整池の設置位置の検討にあたり、 
湿原を涵養する表流水の流域にできるだけ影響を与えないような位置に回避する。 

○ 事業実施に伴い、一部の小湿原への影響は避けられないことから、影響を受ける小 

湿原の涵養に必要な水量を補給するなどの保全対策を講じる。 
① 工事中においては、1号土捨場及び仮設用地周辺に側溝を設け表流水を集積し、沈
澱池並びに濁水処理設備を設置し、処理後の水を自然浸透させるなどできるかぎり

自然状態で補給する。 
② 工事完了後は、濁水処理設備を撤去し、工事中と同様な対策を講じる。 
○ 生態系（特殊性）については、工事前・工事中及び工事完了後の必要な期間にモニタ

リングを実施し、注目種（湿原植生・湿原の地下水位）の生育状況における変化の把

握に努め、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、適切な対策を講じる。 
 

回 避 
 
低  減 
 
 
 
 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（経済産業大臣勧告） 
本事業計画地点は豊かな自然に恵まれた地域に位置し、改変区域が極めて広範囲に散在すること

から、地域を特徴づける生態系について現在の知見を基に予測・評価を行い記載すること。 
（評価書への反映） 
生態系を新規の項目として設定し、現在の知見を基に予測・評価を行い、評価書に記載した。 

（都道府県知事意見） 
本事業計画地点は豊かな自然に恵まれた地域に位置し、改変区域が極めて広範囲に散在すること

から、地域を特徴づける生態系について現在の知見を基に予測・評価を行い記載すること。また､

それらの評価については､後の検証が可能となるように､消失割合など可能な限り具体的な数値を

用いるなどして､適切な事後のモニタリングについても計画すること。 
（事業者の見解） 
本計画地点及びその周辺は､豊かな自然に恵まれた地域に位置し､改変区域が広範囲であること

から､地域を特徴づける生態系について、上位性､典型性､特殊性の観点から注目し､現在の知見に基

づき､出来る範囲で予測・評価を行い､保全対策についてその結果を評価書に記載する。工事前､工

事中及び工事完了後に必要な期間において､モニタリングを実施し､できるだけ定量的に工事前と

比較できるよう努めていく。 
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表 8.2.5(20)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用              貯水池の存在 

環境要素の区分 植物－生態系－特殊性 

フォローアップ ○ モニタリングとして工事前・工事中及び工事完了後（必要な期間）において、注目種（湿原植生、
湿原の地下水位）についての調査を実施し、事業予定地周辺における注目種の生育状況（植物群

落の生育状況、地下水位）の変化を把握する。 
○ モニタリング結果については、必要に応じ学識経験者などの指導・助言を得て、可能な範囲で公

表していく。また調査方法・期間及び公表方法については、今後のモニタリング結果を踏まえ、

工事の進捗状況及び学識経験者などの指導・助言を得ながら検討していく。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(21)-1 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用 

環境要素の区分 景 観 

評価項目の 
選 定 理 由 

発電所等の設置に伴う地形の改変及び工作物の出現により、眺望景観への影響が想定されることか

ら、項目として設定する。 

予測・評価 事業の実施に伴い、従来の景観から変化がみられるものの、下記のとおりに保全措置を講じること
により、周辺の自然景観と調和が図られることから、自然景観への影響の低減が図れるものと考えら

れる。 

保 全 措 置 ○ 改変面積をできる限り小さくすること、現存植生の保全に十分配慮することなどによ
り、周囲の自然景観との調和に努める。 
① 上部調整池堤体及び土捨場は、現状の地盤より低く配置し、周辺地形と調和を図 

るよう緩勾配に整形し、周辺植生と調和を図るように修景緑化を実施する。 
② 土捨場及び採石場の平坦部の整形においては、盛り立て形状を極力自然な状態に見 

えるような方策について検討する。 
③ 下部ダム及び土捨場は、周辺植生と調和を図るように修景緑化を実施し、川沿い 

の現存植生はできる限り保存するよう努める。 
○ 上部調整池・下部ダム及び採石場の岩石採取後に露出する岩盤法面については、工事

前、工事中及び工事完了後の必要な期間においてモニタリングを実施する。 
 

低 減 
 
 
 
 
 
 
 
監 視 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

（都道府県知事意見） 
○ ダム築造の岩石採取のため山地斜面から採石する計画については、採石後には、広範な岩法面

が露出することになり、景観への影響は、その後の修景緑化の成否によるところが大きいことか

ら、今後、緑化事例の収集や十分な緑化試験の実施に努め、景観に配慮した緑化を確実に実施す

るとともに、景観や植栽について、事業の各段階で種々検証ができるようモニタリングを実施す

ること。 
○ 採石場や上部調整池の形状については、構造上の安定性の確保など景観上の配慮が難しい部分

はやむを得ないが、上部調整池縁辺に配置する盛土の形状や採石場の平坦部などについては、既

設林道からの景観への影響を可能な限り低減させるため、現状の地形や起伏に配慮した形状、配

置とするよう努めること。 
（事業者の見解） 
○ 採石場の岩石採取後に露出する岩盤法面の修景緑化については、他の緑化事例の収集や緑化試

験の状況を考慮し、具体的な緑化計画を策定することにより、緑化が可能であると考えている。 
また、事業の各段階での景観や植栽状況を確認するため、工事前、工事中及び工事完了後の必要

な期間においてモニタリングを実施する。 
○ 上部調整池周辺の土捨場や採石場の平坦部の形状については、盛り立て形状を極力自然な状態に

見えるような方策について検討する。 
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表 8.2.5(21)-2 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－地形改変及び施設の存在 
及び供用 

環境要素の区分 景 観 

フォローアップ ○ 事業の実施に伴い、景観が大きく変化するものと予想される 3 地点で夏季に毎年 1 回モニタリ
ング調査（定点撮影）を行う。 
○ モニタリングの結果については、必要に応じ学識経験者等の指導・助言を得て可能な範囲で公

表する。また、調査方法、期間及び公表の方法については、今後のモニタリングの結果を踏まえ、

工事の進捗状況及び学識経験者等の指導・助言を得ながら検討していく。 
○ 工事中のモニタリングを実施し、調査結果の公表を行う。 
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表 8.2.5(22) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在－工事用資材等の搬出入 
及び供用 

環境要素の区分 人と自然との触れ合いの活動
の場 

評価項目の 
選 定 理 由 

工事中の資機材等の輸送によるアクセスルートへの影響等が考えられるため、項目として設定す

る。 

予測・評価 本計画では資機材運搬等のルートとして、国道Ａ号、道道Ｂ線から林道（工事用道路）に至るルー
トを予定している。予測結果によれば、工事車両による交通量の増加がみられるものの、下記に示す

とおりの措置を講じることから、周辺の一般交通及び住民への影響の低減が図れるものと考えられ

る。 

保 全 措 置 ○ 工事用資機材の輸送に関する対策 
① 資機材の運搬にあたっては、交通安全に十分配慮し、道路交通法の遵守により騒 

音・振動の低減に努める。 
② 工事用車両の運転手などに対する安全教育を実施するとともに、車両の点検整備 

について指導する。また、Ａ町にはふきだし公園、Ｂ温泉等のレクリェーション施

設があるが観光目的の車両の多い道路区間においては、特に交通安全に配慮して資

機材運搬計画を策定する。 
③ 工事関係車両の通行に危険が予想される箇所については、関係機関と協議のうえ、

交通安全喚起の看板やカーブミラーを設置する。 

低 減 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ 

－ 
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表 8.2.5(23) 環境影響予測評価例 【大規模水力：環境影響評価法対象事業（第一種事業）】 
 

環 境 要 因 工事の実施－造成等の施工による一時的な影響 環境要素の区分 廃棄物 

評価項目の 
選 定 理 由 

工事中にコンクリート殻等の産業廃棄物の発生が想定されることから、項目として設定する。 

予測・評価 下記に示すとおり、環境保全のための措置を講じることから、廃棄物等による周辺環境への影響は
ないものと考えられる。 

保 全 措 置 ○ コンクリート殻類､アスファルト塊及び汚泥は､土地造成材等の再生資源として有効
利用を図り､残りは産業廃棄物処理業者に委託して処理する。生活ごみ等は､再生資源

として有効利用を図り､残りは一般廃棄物処理業者に委託して処理する。 
① 分別かごを設置し、分別のうえリサイクル可能な処理施設へ処理を依頼する。 
② 伐採材は場内にて仮置きし、チップ化及び再利用について検討する。 
一部は圧縮材・建設資材等として再生利用（産業廃棄物事業開始報告書・破砕施設

使用計画書提出済）を図り、伐根材はチップ化し盛土材への利用を図る。 
③ 金属くず・木くずは法令に従い適正に処理し、マニュフェストにより適正に管理す

る。 
④ 既設構造物解体後のコンクリート殻は、場内にて小割破砕し再利用する。 
⑤ 生活ゴミ等は、生ゴミ処理機により処理する。 
⑥ 脱水ケーキはフィルタープレスで処理後、盛土材として有効利用する。沈殿地の汚

泥は、フライアッシュで固化処理し盛土材として有効利用する。 

低 減 

指 摘 事 項 
事業者の対応 

－ 

フォローアップ 

－ 
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８．３ 中小規模水力のケーススタディ 
 
中小規模水力のケーススタディは、環境影響評価法及び地方公共団体の環境影響評価条例の適用さ

れない事業について、既往の実施事例から諸条件を仮想したものです。なお、このケースは法令に基

づく環境影響評価の手続きを要しませんが、地元に対する開発計画の説明の必要が生じた場合などを

想定し、事業特性及び地域特性を考慮の上“簡易アセス”の予測・評価項目を参考として、配慮すべ

き環境要素について影響・予測したものです。 
 中小規模水力のケーススタディにおいて設定した事業特性及び地域特性の概要、法規制チェックリ

ストを表 8.3.1及び表 8.3.2に、立地特性を図 8.3.1に示します。また、事業特性と地域特性から設定
した評価項目及びその設定理由を表 8.3.3、表 8.3.4 に、さらに、予測･評価を基に策定した影響保全
措置の事例を表 8.3.5 に示します。なお、環境保全に係わる法規制や地元住民の意見等の地域状況に
応じて、評価項目以外においても、定量的な影響評価なしで環境の負荷低減の観点から取り組む環境

保全措置の事例を表 8.3.6に示します。 
 
表 8.3.1 ケーススタディの設定条件の概要 【中小規模水力：環境影響評価法・条例対象外】 
項  目 設 定 条 件 

発電方式 流れ込み式 
発電出力 出力 3,000kW 

取 水 堰 重力式コンクリート造，維持流量（正常流量）を当該取水堰より放流 
導 水 路 地下構造物（トンネル） 
水  槽 地上構造物 
水圧管路 地上構造物 
発 電 所 半地下式 

事業特性 
発電設備 

放水路・放水口 地上構造物 
運搬経路 資材等運搬経路の道路沿いに市街地や民家が点在する。 

周辺環境 
工事場所 対象事業実施区域の近傍に学校が存在している。 

水  質 水の汚れ 
減水区間には、水質汚濁に係る環境基準のＡ類型指定がなされている。

また減水区間へ流入する支川の上流域には集落がある。 

動  物 重要な生息場 
既存文献資料によれば、工事実施区域及びその周辺地域ならびに減水区

間には、野生動物の重要な生息場がない。 

植  物 
自然林や重要

な生育場 
既存文献資料によれば、工事実施区域及びその周辺地域ならびに減水区

間には、自然林および野生植物の重要な生育場がない 

地域特性 

自然景観 
既存資料によれば，対象事業実施区域には野外レクリェーション施設等

の自然との触れ合い活動の場などはない。 
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表 8.3.2 環境保全に係わるチェックリスト 【中小規模水力：環境影響評価法・条例対象外】 
 

法　　　令 チェック事項 該当の有無

・原生自然環境保全地域指定の有無(第14条) ×
・立入制限地区指定の有無(第19条) ×
・自然環境保全地域指定の有無(第22条) ×
・特別地区指定の有無(第25条) ×
・野生動植物保護地区指定の有無(第26条) ×
・普通地区指定の有無(第28条) ×
・都道府県自然環境保全地域指定の有無(第45条) ×
・国立公園又は国定公園指定の有無(第10条) ×
・特別地域指定の有無(第17条) ×
・特別保護地区指定の有無(第18条) ×
・普通地域の有無(第20条) ×
・都道府県立自然公園の有無(第41、第42条) ×
・環境大臣が指定した高山植物その他
　これに類する植物の有無(第17条第3項第8号) ×

・国内希少野生動植物種の有無(第4条) ×
・緊急指定種の有無(第5条) ×
・生息地等保護区の指定の有無(第36条) ×
・管理地区指定の有無(第37条) ×
・立入制限地区指定の有無(第38条) ×
・監視地区指定の有無(第39条) ×
・鳥獣保護区指定の有無(第8条ノ八) ×
・特別保護地区指定の有無(第8条ノ八) ×
・温泉地域指定の有無(第14条) ×
・温泉法第12条の許可を受けた温泉に対する
　影響の有無（湧出量、温度、成分）(第11条) ×

・保護水面指定の有無(第15条) ×
・さく河魚類の通路となっている水面の有無(第22～24条) ×
・地域森林計画区の有無(第7条) ○

・保安林指定の有無(第25条) ○

・保安施設地区指定の有無(第41条) ×
・重要文化財指定の有無(第27条) ×
・周知の埋蔵文化財包蔵地の有無(第57条) ×
・史跡、名勝又は天然記念物指定の有無(第69条) ×
・特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物指定の有無(第69条) ×
・史跡名勝天然記念物仮指定の有無(第70条) ×
・水質汚濁に係る環境基準の類型指定の有無(第16条) ○

・騒音に係る環境基準の類型指定の有無(第16条) ×
水道原水水質保全事業の実施の促
進に関する法律

・水道原水取水地点の有無(第2条) ×

水質汚濁防止法 ・特定施設の有無(第2条) ×
騒音規制法 ・騒音規制指定地域の有無(第3条) ×
振動規制法 ・振動規制指定地域の有無(第3条) ×
地すべり等防止法 ・地すべり防止区域指定の有無(第3条) ×
砂防法 ・砂防指定地の有無(第2条) ×
急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律

・急傾斜地崩壊危険区域指定の有無(第3条) ×

注；法規制は主要なもののみ掲載した。

環境基本法

自然環境保全法

自然公園法

森林法

文化財保護法

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律

絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律

温泉法

水産資源保護法
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図 8.3.1 立地特性 【中小規模水力：環境影響評価法・条例対象外】 
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表 8.3.3 環境影響評価法に基づく評価項目 【中小規模水力：環境影響評価法・条例対象外】 
 

工事の実施 土地又は工作物の 
存在及び供用 

 

工
事
用
資
材
等
の
搬

出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ

る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設

の
存
在 

貯
水
池
の
存
在 
河
水
の
取
水 

大気質 粉じん等       

騒 音 騒    音 × ○     
大
気
環
境 

振 動 振    動 ×      

水の汚れ     × ○ 

富栄養化     ×  

水の濁り       

溶存酸素量       

水素イオン濃度       

水
環
境 

水 質 

水    温       

環境の自然的構成要素の良好な状態の

保持を旨とし調査、予測及び評価され

るべき環境要素 

そ
の
他 

の
環
境 

地形及 
び地質 

重要な地形及び 
地質       

動  物 重要な種及び 
注目すべき生息地 

   × × × 

植  物 
重要な種及び 
重要な群落    × × × 

生物の多様性の確保及び自然環境の体

系的保全を旨として調査、予測及び評

価されるべき環境要素 

生 態 系 
地域を特徴づける

生態系       

景    観 
主要な展望点及び

景観資源並びに主

要な眺望景観 
      

人と自然との豊かな触れ合いの確保を

旨として調査、予測及び評価されるべ

き環境要素 人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場 
      

環境への負荷の量の程度により予測及

び評価されるべき環境要素 廃棄物等 産業廃棄物       

影響要因の区分 

環境要素の区分 

※表中の灰色の網掛けの項目は、「簡易な方法による環境影響評価」における評価すべき項目を示している。 
「○」は評価項目と設定したもの、「×」は不設定を示す。 
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表 8.3.4(1) 評価項目の設定理由 【中小規模水力：環境影響評価法・条例対象外】 
 

環境要素の区分 
標
準
項
目 

の 

設 

定 

設定理由 

工事用資材等

の搬出入 
× 

工事用資材等の搬出入経路の近傍に民家等が存在するが、工

事用資材等の搬出入に使用される車両の走行台数は、最大でも

時間あたり数台と予測されるため、沿道の騒音に影響を及ぼす

おそれはないものと想定されることから、評価項目としない。 
騒 

音 

騒  音 

建設機械の稼

働 
○ 
対象事業実施区域の近傍には静穏を確保する必要のある学校

があるため、評価項目として設定する。 

大 

気 

環 

境 

振 

動 

振  動 
工事用資材等

の搬出入 
× 

工事用資材等の搬出入経路の近傍に民家等が存在するが、工

事用資材等の搬出入に使用される車両の走行台数は、最大でも

時間あたり数台と予測されるため、沿道の振動に影響を及ぼす

おそれはないものと想定されることから、評価項目としない。 

貯水池の存在 × 
本発電計画は流れ込み式発電所であり、貯水池が存在しない

ことから、評価項目として設定しない。 

水の汚れ 

河水の取水 ○ 

発電所の設置により取水地点から放水地点までの流況が変化

する区間には、水質汚濁に係る環境基準Ａ類型の指定があり、

かつ生活排水が流入しているため、当該区間の生物化学的酸素

要求量（BOD）が変化するおそれがあることから、評価項目と
して設定する。 

水 

環 

境 

水 

質 

富栄養化 貯水池の存在 × 
本発電計画は流れ込み式発電所であり、貯水池が存在しない

ことから、評価項目として設定しない。 

土地改変及び

施設の存在 
× 
既存文献資料によれば、工事実施区域及びその周辺には野生

動物の重要な生息の場がないことから、評価項目としない。 

貯水池の存在 × 
本発電計画は流れ込み式発電所であり、貯水池が存在しない

ことから、評価項目として設定しない。 
動 

物 

野生動物の重要

な生息の場 

河水の取水 × 
既存文献資料によれば、河水の取水に伴って流況が変化する

区間に重要な種及び注目すべき生息地がないことから、評価項

目としない。 

土地改変及び

施設の存在 
× 
既存文献資料によれば、工事実施区域及びその周辺地域には、

自然林および野生植物の重要な生育場がないことから、評価項

目としない。 

貯水池の存在 × 
本発電計画は流れ込み式発電所であり、貯水池が存在しない

ことから、評価項目として設定しない。 

植 

物 

自然林および野

生植物の重要な

生育の場 

河水の取水 × 
既存文献資料によれば、河水の取水に伴って流況が変化する

区間に自然林および野生植物の重要な生育場がないことから、

評価項目としない。  
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表 8.3.5(1) 環境影響予測評価例 【中小規模水力：環境影響評価法・条例対象外】 
 

環 境 要 因 工事の実施－建設機械の稼働 環境要素の区分 騒  音 

評価項目の 
選 定 理 由 

対象事業実施区域の近傍には静穏を確保する必要のある学校があるため，評価項目として設定す

る。 

予測・評価 予測は，建設機械の稼働により発生騒音が最大となる時期の機器の配置を想定し，距離減衰に基づ
く予測式により敷地の境界線において実施した。予測結果を表－１に示す。 
予測結果では，予測地点の騒音が，特定建設作業の規制に関する基準(85dB)を下回っているため，
建設機械の稼働に伴う学校への影響は少ないものと考えられる。 
 

表－１ 建設機械の稼働に伴う予測結果 
 

保 全 措 置 計画地点における工事の実施に伴って発生する騒音の防止対策として次の対策を実施し，影響を極
力小さいものにする。 
① 建設機械については低騒音型の機種を選定し，騒音発生の低減に努める。また，必要に応じて防

音設備を設けることとする。 
② 給気設備等工事機械のうち，原動機を電動化することが可能なものについては，極力電動化し騒

音の低減を図る。 
③ 発電所基礎掘削等の工事全般において発破作業は行わない。 

騒音の発生機器 予測騒音レベル  

音源（機器名） 
騒 音 
ﾚﾍﾞﾙ（dB） 

予測地点まで 
の距離（m） 

予測騒音 
ﾚﾍﾞﾙ（dB） 

取水口工事 
ﾊﾞｯｸﾎｳ（1.0m3） 
ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.5m3） 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 

108.1 
 98.1 
 86.1 

 49.8 
 23.7 
 23.7 

70 

土 捨 場 
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 

108.8 
 86.1 

105.5 
105.5 

60 
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表 8.3.5(2) 環境影響予測評価例 【中小規模水力：環境影響評価法・条例対象外】 
 

環 境 要 因 土地又は工作物の存在及び供用－河水の取水 環境要素の区分 水質－水の汚れ 

評価項目の 
選 定 理 由 

発電所の設置により取水地点から放水地点までの流況が変化する区間には、水質汚濁に係る環境基

準Ａ類型の指定があり、かつ生活排水が流入しているため，当該区間の生物化学的酸素要求量（BOD）
が変化するおそれがあることから，評価項目として設定する。 

予測・評価 水質の予測は，汚濁状況を判定する主な指標となる生物化学的酸素要求量（BOD）について行っ
た。予測結果を表－１に示す。また、予測条件は次のとおりである。 
・ 計算は単純混合式で行う。 
・ 汚濁負荷原単位は，生活排水 44g/人･日，畜産排水 640g/頭･日とした。 
・ 汚濁負荷量の河川への流達率は 1.0（畜産排水は 0.1）と仮定した。 
・ 河川流量は 10か年平均低水量とした。 

 
表－１ BOD予測結果 

 
 
 
 
 
 
 
予測結果は，当該水域の水質汚濁に係る環境基準の生活環境に関する環境基準Ａの基準値を下回る

ことから，水質に及ぼす影響は軽微なものと考えられる。 

保 全 措 置 河川維持流量を放流することにより水質の保全に努めることとする。 
 
【その他】 

※ なお、減水区間における適正な河川流量は、水質ばかりではなく、動植物の保護、景観などの観

点からの検討も必要となる場合があり、その適正な流量の設定にあたっては河川管理者と協議を

行う必要がある。 
 

 

発電所運転開始前 発電所運転開始後  
河川流量（m3/s） BOD（mg/l） 河川流量（m3/s） BOD（mg/l） 

取水口地点 1.487 0.50 0.302 0.50 
無名橋地点 0.303 0.54 0.619 0.45 
放水口地点 0.753 0.62 1.068 0.58 
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表 8.3.6 中小規模水力ケーススタディにおける評価項目以外の環境保全措置事例 
 
 
保全措置事例 

 
１．水質保全措置 
工事区域周辺の河川に水質汚濁法に係る環境基準のＡ類型指定があるため、工事中の水質汚濁に

対して次の水質保全措置を講じる。 
① 取水ダム及び放水路等の工事の実施に当たっては、河川を仮締切し、濁水が直接河川に流出

することを防止する。仮締切内の濁水は、濁水処理設備を設け処理した後、河川に放流する。 
② 導水路トンネル等で工事中に発生する濁水は、濁水処理･ｐＨ中和処理設備を設けて処理した

後、河川に放流する。 
③ 工事現場事務所等で発生する雑排水は、雑排水処理設備により処理し、し尿は汲取りとする。 
④ コンクリート運搬車の洗浄水は、濁水処理･ｐＨ中和処理設備に導水して処理した後、河川に

放流する。 
 
 
２．交通安全その他 
 工事の実施に伴い交通量が微増することから、次のような交通安全等の保全措置を講じる。 
① 道路管理者、警察および地元市町村等との協議の上、制限速度の設定、児童通学対策等につ

いての具体策を決定する。 
② 必要に応じて、交通標識、カーブミラー、待避所などを設置するとともに、交通整理員を配

置するなどの対策を講じる。 
③ 工事用車両による粉じん飛散を防止するため、工事箇所出口に洗車設備を設置するとともに、

必要に応じて道路清掃員を配置するなどの対策を講じる。 
④ 工事車両の運転等に対しては、定期的に安全教育を実施するとともに、車両の整備・点検を

徹底する。 
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No.31(3) 

対策の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
流木をリサイクルして商品化した例（2000） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料－３ 環境影響評価法 
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環境影響評価法 

（平成九年六月十三日法律第八十一号） 

最終改正：平成一二年五月一九日法律第七三号 

 第一章 総則（第一条―第三条）  

 第二章 準備書の作成前の手続  

  第一節 第二種事業に係る判定（第四条）  

  第二節 方法書の作成等（第五条―第十条）  

  第三節 環境影響評価の実施等（第十一条―第十三条）  

 第三章 準備書（第十四条―第二十条）  

 第四章 評価書  

  第一節 評価書の作成等（第二十一条―第二十四条）  

  第二節 評価書の補正等（第二十五条―第二十七条）  

 第五章 対象事業の内容の修正等（第二十八条―第三十条）  

 第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続（第三十一条―第三十八条）  

 第七章 環境影響評価その他の手続の特例等  

  第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例（第三十九条―第四十六条）  

  第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続（第四十七条・第四十八条）  

 第八章 雑則（第四十九条―第六十二条）  

 附則  

 

   第一章 総則  

 

（目的）  

第一条  この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行

うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく

環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項

を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関す

る決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もっ

て現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「環境影響評価」とは、事業（特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更（これと併せて行うし

ゅんせつを含む。）並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。）の実施が環境に及ぼす影響（当該事業の実施後の土地又は

工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って

生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。）について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに

、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合

的に評価することをいう。  

２  この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模（形状が変更される部分の土地の面積

、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。）が大きく、環境影響の程度が著しい

ものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。  

一  次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。  



 2

イ 高速自動車国道、一般国道その他の道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第二条第一項に規定する道路その他の道路の新設及び

改築の事業 

ロ 河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業（以下この

号において「ダム新築等事業」という。）並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの 

ハ 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道及び軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道の建設及び改良の事業 

ニ 空港整備法（昭和三十一年法律第八十号）第二条第一項に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業 

ホ 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第三十八条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事

の事業 

ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法

第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業 

ト 公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業 

チ 土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に規定する土地区画整理事業 

リ 新住宅市街地開発法（昭和三十八年法律第百三十四号）第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業 

ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和三十三年法律第九十八号）第二条第六項に規定する工業団地造

成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律（昭和三十九年法律第百四十五号）第二条第四項に

規定する工業団地造成事業 

ル 新都市基盤整備法（昭和四十七年法律第八十六号）第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業 

ヲ 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業 

ワ イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う

必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類 

二  次のいずれかに該当する事業であること。  

イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出（当該届出

に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をする

ことができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。）が必要とされる事業（ホに掲げるものを除く。） 

ロ 国の補助金等（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項第一号の補助金及

び同項第二号の負担金をいう。以下同じ。）の交付の対象となる事業（イに掲げるものを除く。） 

ハ 特別の法律により設立された法人（国が出資しているものに限る。）がその業務として行う事業（イ及びロに掲げるものを除く。

） 

ニ 国が行う事業（イ及びホに掲げるものを除く。） 

ホ 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同

意又は届出が必要とされる事業 

３  この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模（その規模

に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。）を有するもののうち、環境影響

の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定（以下単に「判定」という。）を第四条第一項各号に定める者が同条の規定

により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。  

４  この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第四条第三項第一号（第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）の措置がとられた第二種事業（第四条第四項（第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）

及び第二十九条第二項（第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）において準用する第四条第三項第二号の

措置がとられたものを除く。）をいう。  

５  この法律（この章を除く。）において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者（国が行う対象事業にあっては当該対象事
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業の実施を担当する行政機関（地方支分部局を含む。）の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者）をいう。  

（国等の責務）  

第三条  国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による

環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他

の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。  

 

   第二章 準備書の作成前の手続 

  

    第一節 第二種事業に係る判定  

 

第四条  第二種事業を実施しようとする者（国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関（地方支分部局を含む。）の

長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。）は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類

ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並

びに第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要（以下この項において「氏名等」という

。）を次の各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第

四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け

出ることに代えて、氏名等を記載した書面を作成するものとする。  

一  第二条第二項第二号イに該当する第二種事業同号イに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意（以下「免許等」とい

う。）を行い、又は同号イに規定する届出（以下「特定届出」という。）を受理する者  

二  第二条第二項第二号ロに該当する第二種事業同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者（以下「交付決定権者」という

。）  

三  第二条第二項第二号ハに該当する第二種事業同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監

督する者（以下「法人監督者」という。）  

四  第二条第二項第二号ニに該当する第二種事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣  

五  第二条第二項第二号ホに該当する第二種事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許

、許可、認可、承認若しくは同意を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者  

２  前項各号に定める者は、同項の規定による届出（同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第二十九条第一項にお

いて「届出」という。）に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、三十日

以上の期間を指定してこの法律（この条を除く。）の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについて

の意見及びその理由を求めなければならない。  

３  第一項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第二条第二項第一号イから

ワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業につ

いての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは

第二号の措置をとらなければならない。  

一  この法律（この条を除く。）の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届

出をした者及び前項の都道府県知事（第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事）に通知すること。  

二  この法律（この条を除く。）の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届

出をした者及び前項の都道府県知事（第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事）に通知すること。  

４  届出をした者で前項第一号の措置がとられたものが当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実

施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、
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届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。  

５  第二種事業（対象事業に該当するものを除く。）を実施しようとする者は、第三項第二号（前項及び第二十九条第二項において準

用する場合を含む。）の措置がとられるまで（当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各

号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで）は、当該第二種事業を実施してはならない。  

６  第二種事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律（この条を除く。）の規定によ

る環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、同項第四号又は第

五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律（この条を除く。）の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした

旨を同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書

面を作成するものとする。  

７  前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る第二種事業が実施され

るべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。  

８  第六項の規定による通知又は書面の作成に係る第二種事業は、当該通知又は書面の作成の時に第三項第一号の措置がとられたもの

とみなす。  

９  第三項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事

情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、

内閣総理大臣）が環境大臣に協議して定めるものとする。  

１０  環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣

総理大臣）が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。 

  

    第二節 方法書の作成等 

  

（方法書の作成）  

第五条  事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法（調査、予測及び評価に係るものに限る。）について、第二条第二項第一

号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書（以下「

方法書」という。）を作成しなければならない。  

一  事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  対象事業の目的及び内容  

三  対象事業が実施されるべき区域（以下「対象事業実施区域」という。）及びその周囲の概況  

四  対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法（当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に

係る環境影響評価の項目）  

２  相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて

方法書を作成することができる。  

（方法書の送付等）  

第六条  事業者は、方法書を作成したときは、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところに

より、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長（特別区の区長を含む。

以下同じ。）に対し、方法書を送付しなければならない。  

２  前項の主務省令は、同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範

囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項につき主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総

理大臣）が環境大臣に協議して定めるものとする。  
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（方法書についての公告及び縦覧）  

第七条  事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの

意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、前条第一項に規定

する地域内において、方法書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。  

（方法書についての意見書の提出）  

第八条  方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算し

て二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。  

２  前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。  

（方法書についての意見の概要の送付）  

第九条  事業者は、前条第一項の期間を経過した後、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市

町村長に対し、前条第一項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。  

（方法書についての都道府県知事等の意見）  

第十条  前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について

環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。  

２  前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの

意見を求めるものとする。  

３  第一項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載され

た意見に配意するものとする。  

 

    第三節 環境影響評価の実施等  

 

（環境影響評価の項目等の選定）  

第十一条  事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第

四号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象

事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。  

２  事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交

付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。  

３  第一項の主務省令は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十四条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科

学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に

係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の長であるとき

は、内閣総理大臣）が環境大臣に協議して定めるものとする。  

（環境影響評価の実施）  

第十二条  事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種

類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。  

２  前条第三項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第三項中「環境影響評価の項目並びに当該項目

に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針

」と読み替えるものとする。  

（基本的事項の公表）  

第十三条  環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第十一条第三項（前条第二項において準用する場合を含む。）の規定によ

り主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣）が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するも
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のとする。  

 

   第三章 準備書  

 

（準備書の作成）  

第十四条  事業者は、第十二条第一項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の

保全の見地からの意見を聴くための準備として、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるとこ

ろにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成しなければならない。  

一 第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項  

二 第八条第一項の意見の概要  

三 第十条第一項の都道府県知事の意見  

四 前二号の意見についての事業者の見解  

五 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法  

六 第十一条第二項の助言がある場合には、その内容  

七 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの  

イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの（環境影響評価を行ったにもかかわら

ず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。） 

ロ 環境の保全のための措置（当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。） 

ハ ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置 

ニ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

八 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地）  

２  第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。 

 （準備書の送付等）  

第十五条  事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範

囲であると認められる地域（第八条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果に

かんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。）を管轄する都道府県知事（以

下「関係都道府県知事」という。）及び関係地域を管轄する市町村長（以下「関係市町村長」という。）に対し、準備書及びこれを

要約した書類（次条及び第十七条において「要約書」という。）を送付しなければならない。  

（準備書についての公告及び縦覧）  

第十六条  事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求

めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、準備

書及び要約書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。  

（説明会の開催等）  

第十七条  事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるた

めの説明会（以下「説明会」という。）を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所

がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。  

２  事業者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを説明会

の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。  

３  事業者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くことができる。  
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４  事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした説明会を

開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、環境省令で定めるところ

により、前条の縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により、準備書の記載事項を周知させるように努めなければならない。  

５  前各項に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。  

（準備書についての意見書の提出）  

第十八条  準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第十六条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から

起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。  

２  前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。  

（準備書についての意見の概要等の送付）  

第十九条  事業者は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見

の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。  

（準備書についての関係都道府県知事等の意見）  

第二十条  関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保

全の見地からの意見を書面により述べるものとする。  

２  第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により関係都道府県知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。こ

の場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第

二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業

者の見解」と読み替えるものとする。  

 

   第四章 評価書  

 

    第一節 評価書の作成等 

  

（評価書の作成）  

第二十一条  事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十八条第一項の意見に配意して準備書の記

載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき（当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。）は

、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。  

一  第五条第一項第二号に掲げる事項の修正（事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを

除く。） 同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。  

二  第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる事項の修正（前号に該当する場合

を除く。） 次項及び次条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。  

三  前二号に掲げるもの以外のもの 第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分につ

いて対象事業に係る環境影響評価を行うこと。  

２  事業者は、前項第一号に該当する場合を除き、同項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備

書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次

に掲げる事項を記載した環境影響評価書（以下第二十六条まで、第二十九条及び第三十条において「評価書」という。）を、第二条

第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。  

一  第十四条第一項各号に掲げる事項  

二  第十八条第一項の意見の概要  

三  第二十条第一項の関係都道府県知事の意見  
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四  前二号の意見についての事業者の見解  

（免許等を行う者等への送付）  

第二十二条  事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付

しなければならない。  

一  第二条第二項第二号イに該当する対象事業（免許等に係るものに限る。）に係る評価書 当該免許等を行う者  

二  第二条第二項第二号イに該当する対象事業（特定届出に係るものに限る。）に係る評価書 当該特定届出の受理を行う者  

三  第二条第二項第二号ロに該当する対象事業に係る評価書 交付決定権者  

四  第二条第二項第二号ハに該当する対象事業に係る評価書 法人監督者  

五  第二条第二項第二号ニに該当する対象事業に係る評価書 第四条第一項第四号に定める者  

六  第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る評価書 第四条第一項第五号に定める者  

２  前項各号に定める者（環境大臣を除く。）が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、

当該各号に定める措置をとらなければならない。  

一  内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会若しくは庁の長である国務大臣（次号及び第二十六条第一項において「内閣総理大臣等

」という。） 環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。  

二  委員会若しくは庁の長（国務大臣を除く。）又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置

かれている内閣府若しくは省又は委員会若しくは庁の長である内閣総理大臣等を経由して環境大臣に当該評価書の写しを送付して意

見を求めること。  

（環境大臣の意見）  

第二十三条  環境大臣は、前条第二項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し

、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対す

る意見は、同号に規定する内閣総理大臣等を経由して述べるものとする。  

（免許等を行う者等の意見）  

第二十四条  第二十二条第一項各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業

者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環

境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。  

 

    第二節 評価書の補正等  

 

（評価書の再検討及び補正）  

第二十五条  事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とす

ると認めるとき（当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。）は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定

める措置をとらなければならない。  

一  第五条第一項第二号に掲げる事項の修正（事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを

除く。） 同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。  

二  第五条第一項第一号、第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号又は第二十一条第二項第二号から第四号まで

に掲げる事項の修正（前号に該当する場合を除く。） 評価書について所要の補正をすること。  

三  前二号に掲げるもの以外のもの 第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分につ

いて対象事業に係る環境影響評価を行うこと。  

２  事業者は、前項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基

づき、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならな
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い。  

３  事業者は、第一項第一号に該当する場合を除き、同項第二号又は前項の規定による補正後の評価書の送付（補正を必要としないと

認めるときは、その旨の通知）を、第二十二条第一項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければなら

ない。  

（環境大臣等への評価書の送付）  

第二十六条  第二十二条第一項各号に定める者（環境大臣を除く。）が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第三項の規

定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。  

一  内閣総理大臣等 環境大臣に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を

受けた旨を通知すること。  

二  委員会若しくは庁の長（国務大臣を除く。）又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置

かれている内閣府若しくは省又は委員会若しくは庁の長である内閣総理大臣等を経由して環境大臣に前条第三項の規定による送付を

受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。  

２  事業者は、前条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書（前条第

一項第二号又は同条第二項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第三十三条から第三十八条まで

において同じ。）、これを要約した書類（次条において「要約書」という。）及び第二十四条の書面を送付しなければならない。  

（評価書の公告及び縦覧）  

第二十七条  事業者は、第二十五条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成し

た旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、評価書、要約書及び第二十四条の書面を公告の日から起算して一

月間縦覧に供しなければならない。  

 

   第五章 対象事業の内容の修正等  

 

（事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続）  

第二十八条  事業者は、第七条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第五条第一項第二号に掲げる事

項を修正しようとする場合（第二十一条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。）において、当該修正後の

事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第五条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経な

ければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は

、この限りでない。  

（事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定）  

第二十九条  事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五条第一項第

二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について

、第四条第一項の規定の例により届出をすることができる。  

２  第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「その他の

手続」とあるのは、「その他の手続（当該届出の時までに行ったものを除く。）」と読み替えるものとする。  

３  第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第四条第三項第二号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備

書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなけれ

ばならない。  

（対象事業の廃止等）  

第三十条  事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれ

かに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環
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境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。  

一  対象事業を実施しないこととしたとき。  

二  第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しな

いこととなったとき。  

三  対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。  

２  前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業

者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環

境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。  

 

   第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続 

  

（対象事業の実施の制限）  

第三十一条  事業者は、第二十七条の規定による公告を行うまでは、対象事業（第二十一条第一項、第二十五条第一項又は第二十八条

の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業）を実施してはならない

。  

２  事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変

更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価そ

の他の手続を経ることを要しない。  

３  第一項の規定は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようと

する者（前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。）について準用する。この

場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告（同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価そ

の他の手続を再び経た後に行うものに限る。）」と読み替えるものとする。  

４  事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところに

より、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第二項の規定は、当該引継ぎについて準用する。  

（評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施）  

第三十二条  事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別

の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十四条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変

更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条ま

での規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。  

２  事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、そ

の旨を公告するものとする。  

３  第二十八条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場

合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告（次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに

限る。）」と読み替えるものとする。  

（免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等）  

第三十三条  対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該

対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。  

２  前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等（次項に規定するものを除く。）の区分に応じ、当該各号に定めるところに

よる。  

一  一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許
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等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に

関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する

処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。  

二  一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該

免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実

施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該

免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。  

三  免許等を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等（当該免許等に係る法律の規定で政令で定めるものに係るもの

に限る。） 当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を

併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができ

るものとする。  

３  対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等

を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該法律の規定

による環境の保全に関する審査を行うものとする。  

４  前各項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認又は同意（同号ホに規定するも

のに限る。）について準用する。  

（特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等）  

第三十四条  対象事業に係る特定届出を受理した者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環

境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法

律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間（

当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間）内において、当該特定

届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。  

２  前項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る同号ホの届出について準用する。  

（交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等）  

第三十五条  対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全

についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項 の規定による調査として行うものとする。  

（法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等）  

第三十六条  対象事業に係る法人監督者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全に

ついての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じて、この配慮がなされることを確保する

ようにしなければならない。  

（主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等）  

第三十七条  対象事業に係る第四条第一項第四号又は第五号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づい

て、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確

保するようにしなければならない。  

（事業者の環境の保全の配慮等）  

第三十八条  事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するよう

にしなければならない。  

２  この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる場合には、当該審査を行うべき者は、当該審査

に係る業務に従事するその者の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。  
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   第七章 環境影響評価その他の手続の特例等  

 

    第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例  

 

（都市計画に定められる第二種事業等）  

第三十九条  第二種事業が都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第七項に規定する市街地開発事業（以下「市街地開発事業」

という。）として同法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が同条第五項に規

定する都市施設（以下「都市施設」という。）として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二

種事業については、第四条第一項の規定による届出（同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。）は、次項に定

めるところにより、同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市（同法第二十二条第一

項の場合にあっては、同項の国土交通大臣（同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限

が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長）又は市町村。以下「

都市計画決定権者」という。）で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとし

て行うものとする。  

２  前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第四条の規定の適用については、同条第一項中「第二種事業を実施

しようとする者（国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関（地方支分部局を含む。）の長、委託に係る事業にあ

ってはその委託をしようとする者。以下同じ。）」とあるのは「第三十九条第一項の都市計画決定権者（以下「都市計画決定権者」

という。）は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の規定により都市計画に定めようと

するとき」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の

氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業

の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者（当該都市計画が都市計画法

第十八条第三項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）又は同法第十九条第三項（同法第二十一条第二項において

準用する場合及び同法第二十二条第一項又は第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による

同意（以下「都市計画同意」という。）を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣（同法第八十五条の

二の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当

該地方整備局長又は北海道開発局長）又は都道府県知事（以下「都市計画同意権者」という。）及び次の各号に掲げる当該都市計画

に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者）」と、「第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号

又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者

は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第二項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画

同意権者又は同項 後段の都市計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用さ

れる第二十九条第一項」と、同条第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権

者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道府県知事（第一項後段

の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者（第一項後

段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施しよう」

とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号」

とあるのは「第一項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者のすべてにより第三項第二号」と、「第

二十九条第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項」と、「とられるまで（当該第

二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで

）」とあるのは「とられるまで」と、同条第六項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同

項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届
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出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣に

あってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号

に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定により書面を作

成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは

「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知

」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境

大臣」と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。  

（都市計画に定められる対象事業等）  

第四十条  対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業

に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第五条

から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、次条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条に定

めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象

事業に係る施設（以下「対象事業等」という。）に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合に

おいて、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。  

２  前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第五条から第三十八条まで（第五条第二項、

第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。）の規定の適用については、第五条第一項中「事業者」とあるのは

「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「第四十条第一項の対象事業等（第二十八条及び第三十条第一項第一号において

「対象事業等」という。）を都市計画法 の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業（以下「

都市計画対象事業」という。）」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第一号中「氏名及び住所（法人

にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「

都市計画対象事業」と、同項第三号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第四号中「対象事業」とあるのは

「都市計画対象事業」と、第六条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象

事業」と、第七条から第十条まで及び第十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とある

のは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条第一項及び第十四条第一項中

「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは

「主務省令・国土交通省令」と、第十五条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対

象事業」と、第十六条から第二十条まで及び第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第三号中「対

象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるの

は「主務省令・国土交通省令」と、第二十二条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者」とあるのは「

定める者（評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価

書の区分に応じ当該各号に定める者）」と、同条第二項中「環境大臣を除く。）」とあるのは「環境大臣を除く。）又は都市計画同

意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第二

十四条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し、評価書」とあるのは「都市計画決定権者

に対し、前条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して、評価書」と、「前条の規定による環境大臣の意見があると

きは、」とあるのは「第二十二条第一項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権

者が意見を述べるときは」と、第二十五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「（都市

計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第二十三条の規定に

より環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見）を勘案」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」

と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第

三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者（評価書に
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係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該

各号に定める者）に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しく

は北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会（当該市町

村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会）の議を経るものとす

る」と、第二十六条第一項中「環境大臣を除く。）」とあるのは「環境大臣を除く。）又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意

を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第二項中「事業者」とあるの

は「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第四十条第一項の事業者」と、第二十七条及び

第二十八条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法 の

規定により都市計画に定めよう」と、第二十九条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるの

は「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法 の規定により都市計画に定めよう」と、「第四条第一

項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第一項」と、同条第二項中「第四条第二項」とあるの

は「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第二項」と、「同条第三項第一号」とあるのは「第三十九条第二項

の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号」と、同条第三項中「第四条第三項第二号」とあるのは「第三十九条第二項

の規定により読み替えて適用される第四条第三項第二号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三十条第一項中「

事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めな

い」と、第三十一条第一項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第二項及び第三項中「を行った」とあるのは「が行われ

た」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第四項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第二項」と

あるのは「第三十条第二項」と、第三十二条第一項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。  

（都市計画に係る手続との調整）  

第四十一条  前条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条又は第二十七条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、こ

れらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項（同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条

第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。）の規定による公告又は同法第二十条第一項（同法第二十一条第

二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による告示と併せて

行うものとする。  

２  都市計画決定権者（国土交通大臣（都市計画法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限

が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。

）を除く。）は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合

には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、前条第二項の規定に

より読み替えて適用される第二十七条の規定により同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面を縦覧に供する場合には、

これらの者が定める都市計画についての同法第二十条第二項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）に規定する同

法第十四条第一項の図書と併せて縦覧に供するものとする。  

３  対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及

び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併

せて縦覧に供し、前条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により同条に規定する評価書、要約書及び第二十

四条の書面を縦覧に供する場合には、当該評価書、要約書及び同条の書面を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通

大臣が定める都市計画についての同法第二十条第二項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）に規定する同法第十

四条第一項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。  

４  都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当

該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第十七条第二項（同法第二十一条第二項におい

て準用する場合及び同法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による意見書のいずれに係るも
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のであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。  

５  都市計画決定権者は、前条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第二項の規定により読み替えて適

用される第二十五条第三項の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第十八条第二項

（同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定

による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第十九条第二項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定に

よる市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。  

（対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法 の特例）  

第四十二条  前条第二項又は第三項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案につい

ての都市計画法第十七条第一項及び第二項（同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用については、同法第十七条第一項中「二週間」とあるのは「一月間」と、同条第二

項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。  

２  都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第四十条第二項の

規定により読み替えて適用される第二十七条の評価書（次項において「評価書」という。）に記載されているところにより当該都市

計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。  

３  前項の都市計画について、都市計画法第十八条第三項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）又は同法第十九条

第三項 （同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項又は第八十七条の二第二項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）の規定による同意（以下この項及び第四十五条において「都市計画同意」という。）を行うに当たっては

、国土交通大臣（同法第八十五条の二の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に

委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長）又は都道府県知事（第四十五条において「都市計画同意権

者」という。）は、評価書の記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面に基づいて、当該都

市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。  

（対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施）  

第四十三条  第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第四

十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合に

おける当該事項の変更については、第三十一条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定

めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併

せて行うものとする。  

２  前項の場合における第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「事業者は、第二十七条」とあるのは「

都市計画決定権者は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第

四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を

」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第三項中「第一項の規定は、第二十七条」とあるのは「第三十一条第一

項の規定は、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあ

るのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都

市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第

一項中」とあるのは「第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七

条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。）」」とあるのは「行われるものに限る。）」と、「を

行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十

一条第一項」」とする。  

（事業者の行う環境影響評価との調整）  

第四十四条  事業者が第五条の規定により方法書を作成してから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る
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対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該方法書に係る対象事業が第一種事業である場合にあっては事業者

（事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者）に、第二種事業であ

る場合にあっては事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第二項の都道府県知事（事業者

が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から

受理した者及び当該方法書の送付を受けた者）にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第四十条第一項

の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を

都市計画決定権者に送付しなければならない。  

２  前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし

、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。  

３  事業者が第七条の規定による公告を行ってから第十六条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業

等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者（これらの公告に

係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者）に

その旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既

に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、

当該都市計画に係る対象事業については、第四十条第一項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用す

る。  

４  第二項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。  

５  事業者が第十六条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第三項の都市計画につき

都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第三章及び第四

章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第四十条第一項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、

第二十七条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書（次条において「評価書」と

いう。）を送付しなければならない。  

（事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法 の特例）  

第四十五条  前条第五項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同

意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。  

２  前項の都市計画について都市計画法第十八条（同法第二十一条第二項において準用する場合を含み、同法第十八条第一項及び第二

項 にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は同法第十九条第一項から第四項まで（同

法第二十一条第二項において準用する場合を含み、同法第十九条第三項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適

用される場合を含み、同法第十九条第三項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）にあっては同法第八十七条の二

第二項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第十九条第四項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）の規定が適用される場合には、第四十二条第二項の規定は都市計画決定権者が前条第五項の規定により

送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第四十二条第三項の規定は当該都市計画について

都市計画同意権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十条第二項の規定により読

み替えて適用される」とあるのは「第四十四条第五項の規定により送付を受けた」と、同条第三項中「前項の都市計画」とあるのは

「第四十五条第一項の都市計画」と、「記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面」とある

のは「記載事項」と読み替えるものとする。  

（事業者の協力）  

第四十六条  都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十九条から第四十一条まで、第四十三条

及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることが

できる。  
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２  事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関（地方支分部局を含む。）の長、第二条第二項第二号ハに規定する法人その

他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。  

 

    第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続  

 

（用語の定義）  

第四十七条  この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第二項に規

定する重要港湾に係る同法第三条の三第一項に規定する港湾計画（以下「港湾計画」という。）に定められる港湾の開発、利用及び

保全並びに港湾に隣接する地域の保全（以下この節において「港湾開発等」という。）が環境に及ぼす影響（以下「港湾環境影響」

という。）について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画

に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価

することをいう。  

（港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続）  

第四十八条  港湾法第二条第一項の港湾管理者（以下「港湾管理者」という。）は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のう

ち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又

は変更に係る港湾計画（以下「対象港湾計画」という。）について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他

の手続を行わなければならない。  

２  第二章第三節から第五章まで（第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第

一項第三号及び第二項を除く。）及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続

について準用する。この場合において、第二章第三節の節名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見

出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者

（以下「港湾管理者」という。）」と、「前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配

意して第五条第一項第四号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあ

るのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「第四十八条第一項の対象港湾計画（以下「対象港湾計画」と

いう。）に定められる第四十七条の港湾開発等（以下「港湾開発等」という。）に係る同条の港湾環境影響評価（以下「港湾環境影

響評価」という。）」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第三項中「対象事業」とあるのは「対象港湾

計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の

長であるときは、内閣総理大臣）」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評

価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務

省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾

環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣（主務大臣が内閣府

の外局の長であるときは、内閣総理大臣）」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と

、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「

第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とある

のは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の

名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第

十条第一項の都道府県知事の意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」

と、同項第七号中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響（以下「港湾環境影響」という。）の内容」と、「環

境影響の総合的な評価」とあるのは「港湾環境影響の総合的な評価」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第

六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの
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意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に

係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項の意

見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域

を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環

境影響評価」と、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管

理者」と、同項中「述べるものとする」とあるのは「述べるものとする。この場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定

して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする」と、同条第二項中「第十条第二項及び第三

項の規定は、前項の規定により」とあるのは「前項の場合において、」と、「ついて準用する。この場合において、同条第二項中「

前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前

項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとす

る」とあるのは「は、同項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び港湾管理者の見

解に配意するものとする」と、第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾

計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは

「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾

環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とある

のは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価

」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾

開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環

境影響評価」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第

二十七条」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中

「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定

により評価書を作成」と、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第五章の章

名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影

響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」

と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第

二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められ

る港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事

業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾

計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書

、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港

湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又

は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」と

あるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「

港湾計画が」と、「事業）を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。）の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を

」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「

事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条

第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又

は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者

」と読み替えるものとする。  
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３  港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法 に定めるところによるほか、前項

において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に

係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。  

 

   第八章 雑則  

 

（地方公共団体との連絡）  

第四十九条  事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し

、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。  

（国の配慮）  

第五十条  国は、地方公共団体（港湾管理者を含む。）が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施（対象港湾計画の決定又は変更

を含む。）をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。  

（技術開発）  

第五十一条  国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるもの

とする。  

（適用除外等）  

第五十二条  この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含

む。）及び土壌の汚染については、適用しない。  

２  第二章から第七章までの規定は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第八十七条の規定による災害復旧の事業又

は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第八十四条の規定が適用される場合における

同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項 に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）第五条第

一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。  

（命令の制定とその経過措置）  

第五十三条  第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業（新たに第二種

事業となる事業のうち第四条第三項第一号（第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の措置がとられた

ものを含む。以下「新規対象事業等」という。）があるもの（以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。）の

施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法 （平成五年法律第八十八号）第三十六条に規定する行政指導（地方公

共団体が同条の規定の例により行うものを含む。）その他の措置（以下「行政指導等」という。）の定めるところに従って作成され

た次の各号に掲げる書類（対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。）があるときは、当該書類は、そ

れぞれ当該各号に定める書類とみなす。  

一  環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長（以下こ

の項において「関係地方公共団体の長」という。）に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続を経たものであると

認められるもの 第七条の手続を経た方法書  

二  前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手

続を経たものであると認められるもの第九条の手続を経た同条の書類  

三  関係地方公共団体の長が第一号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第十

条第一項の書面  

四  環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十六条の公

告及び縦覧並びに第十七条第一項又は第四項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの

第十六条及び第十七条の手続を経た準備書  
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五  前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手

続を経たものであると認められるもの第十九条の手続を経た同条の書類  

六  関係地方公共団体の長が第四号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第二十

条第一項の書面  

七  前号の意見が述べられた後に第四号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十

一条第二項の評価書  

八  関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第四号又は前号に掲げる書類の記載事項

の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十六条第二項の評価書  

九  第二十七条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類同条の手続を経た評価書  

２  前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等（地方公共団体に係るものに限る。）であるときは環境大

臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等（国の行政機関に係るものに限る。）であるときは主務大臣が環境大臣（第一種

事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若し

くは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法 の規定により都市計画に定められる場合にお

ける当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手

続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣）に協議して、それぞれ指定するもの

とする。  

３  前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。  

４  前三項（第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。）の規定は、第四十八条第一項の規定に基づく政令の制定又は改廃によ

り新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「第二条第二項又は第三項の規定に

基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業（新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号（

第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という

。）があるもの（以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。）」とあるのは「第四十八条第一項の政令（以下

この条において「対象港湾計画政令」という。）」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、「対

象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第四号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」

と、「第十六条の公告」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条の公告」と、「第十七条第一項」とあるのは「第

四十八条第二項において準用する第十七条第一項」と、「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二

項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た第四十八条第二項において準用する第十四条の港湾環境影響評価準備書」と

、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあ

るのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十

八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条」とあるのは「第四十八条第

二項において準用する第二十七条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境大臣（第一種事業若しく

は第二種事業が市街地開発事業として都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種

事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法 の規定により都市計画に定められる場合における当該都

市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うも

のとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣）」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものと

する。  

第五十四条  新規対象事業等であって次に掲げるもの（第一号から第四号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日（

以下この条において「政令施行日」という。）以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更

その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。）については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。  

一  第二条第二項第二号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの  
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二  第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの  

三  前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令

施行日前に当該国の計画が定められたもの  

四  前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた

事業（当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。）  

五  前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月

を経過する日までに実施されるもの  

２  前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第一項各号に掲げる書類のい

ずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響

評価その他の手続を行うことができる。  

３  第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更（環境影響の程度を低減するものとして政令で定

める条件に該当するものに限る。）により新規対象事業等として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用

しない。  

第五十五条  前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対

象事業等について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行う

ことができる。  

２  第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施し

ようとする者」と読み替えるものとする。  

第五十六条  前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は

改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。  

（政令への委任）  

第五十七条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。  

（主務大臣等）  

第五十八条  この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。  

一  第二条第二項第二号イに該当する事業 免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣  

二  第二条第二項第二号ロに該当する事業 交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣  

三  第二条第二項第二号ハに該当する事業 法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣  

四  第二条第二項第二号ニに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣  

五  第二条第二項第二号ホに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特

許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣  

六  港湾計画 国土交通大臣  

２  この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令（主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令）とし、主務省令

・国土交通省令とは主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣）及び国土交通大臣の発する命令（主務大

臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令）とする。  

（事務の区分）  

第五十九条  第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者（地方公共団体の機

関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。）が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四

条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又

は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する
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第一号法定受託事務（以下単に「第一号法定受託事務」という。）である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二

号法定受託事務（以下単に「第二号法定受託事務」という。）である場合は第二号法定受託事務とする。  

２  第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者（都道府県の機関に限る。）が、この法律の規定により行うこととさ

れている事務は、第一号法定受託事務とする。  

（他の法律との関係）  

第六十条  第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続につい

ては、この法律及び電気事業法の定めるところによる。  

（条例との関係）  

第六十一条  この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。  

一  第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項  

二  第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項（この法律の規定に反しない

ものに限る。）  

（地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重）  

第六十二条  地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、

この法律の趣旨を尊重して行うものとする。  

 

   附 則 抄  

 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一  第一条、第二条、第四条第十項、第十三条、第三十九条第二項（第四条第十項に係る部分に限る。）、第四十八条第一項及び第二

項（第十三条に係る部分に限る。）、第五十八条並びに附則第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令

で定める日  

二  第四条第三項（同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。）及び第九項、第五条第一項（同項の主務省令に係

る部分に限る。以下この号において同じ。）、第六条第一項（同項の主務省令に係る部分に限る。）及び第二項、第七条（同条の総

理府令に係る部分に限る。）、第八条第二項（同項の総理府令に係る部分に限る。）、第十一条第一項（同項の主務省令に係る部分

に限る。以下この号において同じ。）及び第三項、第十二条第一項（同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。

）及び第二項、第三十九条第二項（第四条第三項及び第九項に係る部分に限る。）、第四十条第二項（第五条第一項に係る部分に限

る。）、第四十八条第二項（第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。）、次条第二項及び第

三項並びに第四項（同条第二項及び第三項に係る部分に限る。）並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範

囲内において政令で定める日  

（経過措置） 

第二条  この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業（新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号（

第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の措置がとられたものを含む。）について、条例又は行政指導

等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類（この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。）が

あるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。  

一  第五十三条第一項第一号に掲げる書類 第七条の手続を経た方法書  

二  第五十三条第一項第二号に掲げる書類 第九条の手続を経た同条の書類  

三  第五十三条第一項第三号に掲げる書類 第十条第一項の書面  
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四  第五十三条第一項第四号に掲げる書類 第十六条及び第十七条の手続を経た準備書  

五  第五十三条第一項第五号に掲げる書類 第十九条の手続を経た同条の書類  

六  第五十三条第一項第六号に掲げる書類 第二十条第一項の書面  

七  第五十三条第一項第七号に掲げる書類 第二十一条第二項の評価書  

八  第五十三条第一項第八号に掲げる書類 第二十六条第二項の評価書  

九  第五十三条第一項第九号に掲げる書類 第二十七条の手続を経た評価書  

２  前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等（地方公共団体に係るものに限る。）であるときは環境庁

長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等（国の行政機関に係るものに限る。）であるときは主務大臣が環境庁長官（第

一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若

しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合にお

ける当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手

続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官）に協議して、それぞれ指定するものと

する。  

３  前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。  

４  前三項（第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。）の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾

計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業（新たに第二種事

業となる事業のうち第四条第三項第一号（第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の措置がとられたも

のを含む。）」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるの

は「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条

」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項

において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用す

る第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項に

おいて準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官（第一種事業若しくは第二種事業が市街地

開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若し

くは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若

しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指

導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官）」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。  

第三条  第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの（第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日（

以下この条において「施行日」という。）以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その

他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。）については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。  

一  第二条第二項第二号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの  

二  第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの  

三  前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規

定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの  

四  前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業  

五  前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算し

て六月を経過する日までに実施されるもの  

２  前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲

げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に

係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。  
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３  第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更（環境影響の程度を低減するものとして政令で定める

条件に該当するものに限る。）により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は

、適用しない。  

第四条  前条第一項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該

事業について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うこと

ができる。  

２  第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事

業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。  

第五条  この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から

第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。  

２  前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところ

により、その旨を主務大臣に届け出るものとする。  

３  前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。  

４  前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その

他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行う

ものとする。  

５  前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみな

す。  

６  前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都

市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により

環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定

により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第

五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。  

（政令への委任） 

第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。  

（検討） 

第七条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。  
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環境影響評価法施行令 

（平成九年十二月三日政令第三百四十六号） 

最終改正：平成一六年三月一九日政令第五〇号 

 

 内閣は、環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）第二条第二項及び第三項並びに第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を

制定する。 

 

（第一種事業）  

第一条  環境影響評価法（以下「法」という。）第二条第二項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそ

れぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三

の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓（同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該当

するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として法第四条第三項第一号の措置がとられたものに限る。

以下「対象公有水面埋立て等」という。）を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。  

（法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類）  

第二条  法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業（造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備さ

れるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。）と

する。  

（免許等に係る法律の規定）  

第三条  法第二条第二項第二号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類（第二欄及び第三

欄に掲げる事業の種類の細分を含む。）ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。  

（法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの）  

第四条  法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）第四十二条

第一項（土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項第四号の事業に適用される場合に限る。）の規定とする。  

（第二種事業の規模に係る数値の比）  

第五条  法第二条第三項の政令で定める数値は、〇・七五とする。  

（第二種事業）  

第六条  法第二条第三項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該

当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第三欄に掲げる要件のいず

れかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。  

（方法書についての都道府県知事の意見の提出期間）  

第七条  法第十条第一項の政令で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合に

おいて、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内におい

て都道府県知事が定める期間とする。  

２  都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければ

ならない。 

 （準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間）  

第八条  法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場

合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内に

おいて関係都道府県知事が定める期間とする。  

２  前条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。  



 2

（法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等）  

第九条  法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第

二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの（当該修正後の対象事業について法第六条第一

項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に当該修正前の対象事業に係

る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべ

き特別の事情があるものを除く。）とする。  

２  法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。  

一  前項に規定する修正  

二  別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正  

三  前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規

定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村

長が含まれていないもの  

（環境大臣の意見の提出期間）  

第十条  法第二十三条の政令で定める期間は、四十五日とする。  

（免許等を行う者等の意見の提出期間）  

第十一条  法第二十四条の政令で定める期間は、九十日とする。  

（法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等）  

第十二条  第九条の規定は、法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第二十八条た

だし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。  

（法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等）  

第十三条  法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄

に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの（当該変更後の対象事業について法第六条第一項の

規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町

村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。）とする

。  

２  法第三十一条第二項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。  

一  前項に規定する変更  

二  別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更  

三  前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更（緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。）であって、

当該変更後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事

業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの  

（環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定）  

第十四条  法第三十三条第二項各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第四に掲げるとおりとする。  

（都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例）  

第十五条  法第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第七条から前条までの

規定の適用については、第七条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第

十条第一項」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第八条第一項中「法第二十条第一項」とあるのは「

法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項」と、第九条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対

象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項 」と、同条第二

項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項
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の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第十一条中「法第二十四条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により

読み替えて適用される法第二十四条」と、第十二条中「法第二十八条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第四

十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条ただし書」と、第十三条の見出し及び同条第一項中「法第三十一条第二

項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項中「対

象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用され

る法第六条第一項」と、同条第二項中「法第三十一条第二項 」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読

み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「

法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、別表第二及び別表第三中

「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」とする。  

（都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者）  

第十六条  法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。  

一  対象事業の実施を担当する国の行政機関（地方支分部局を含む。）の長  

二  法第二条第二項第二号ハに規定する法人  

（対象港湾計画の要件）  

第十七条  法第四十八条第一項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港

湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。  

一  港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込ん

で水面とする区域（次号において「埋立て等区域」という。）の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの  

二  決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域（当該

変更前の港湾計画に定められていたものを除く。）の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの  

（対象港湾計画に関する手続）  

第十八条  第八条第一項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十条第一項の政令で定める期間について準用する。  

２  第七条第二項の規定は、前項において準用する第八条第一項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合

において、第七条第二項中「事業者」とあるのは、「港湾管理者」と読み替えるものとする。  

３  法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、前条第一号又は第二号に規定する

区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の三十

パーセント未満であるもの（当該修正後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した

場合における同条 の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含

まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。）とする。  

４  法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。  

一  前項に規定する修正  

二  前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正以外の修正  

三  前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について法第四十八条第

二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る

当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの  

５  前二項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十八条ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第四十八条第二項

において準用する法第二十八条ただし書の政令で定める修正について準用する。  

６  法第四十八条第二項において準用する法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、前条第一号又は第二号に規定する区域の

位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の三十パーセ

ント未満であるもの（当該変更後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合に
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おける同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるも

の及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。）とする。  

７  法第四十八条第二項において準用する法第三十一条第二項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。  

一  前項に規定する変更  

二  前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更以外の変更  

 

 

   附 則 抄  

 

（施行期日） 

第一条  この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成九年十二月十二日）から施行する。  

（法附則第三条第一項の政令で定める軽微な変更等） 

第二条  第十三条の規定は、法附則第三条第一項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合

において、第十三条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業」とあるの

は「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。  

（法附則第三条第一項第三号の国の計画） 

第三条  法附則第三条第一項第三号の国の計画で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。  

一  特定多目的ダム法（昭和三十二年法律第三十五号）第四条第一項に規定する基本計画  

二  土地改良法第八十七条又は第八十七条の二に規定する土地改良事業計画（農林水産大臣が定めるものに限る。）  

（この法律の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更） 

第四条  法附則第三条第三項の政令で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更（緑地その他の緩衝空地を増加するものに

限る。）であることとする。  
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別表第一 （第一条、第三条、第六条関係）  

事業の 

種類 
第一種事業の要件 第二種事業の要件 法律の規定 

イ 高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七

十九号）第四条第一項の高速自動車国道の

新設の事業 

    

ロ 高速自動車国道法第四条第一項の高速自

動車国道の改築の事業であって、車線（道

路構造令（昭和四十五年政令第三百二十号

）第二条第七号の登坂車線、同条第八号の

屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く

。以下同じ。）の数の増加を伴うもの（車

線の数の増加に係る部分の長さが一キロメ

ートル以上であるものに限る。） 

    

ハ 道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第

七号）第七条の二第一項に規定する首都高

速道路若しくは同条第二項に規定する阪神

高速道路又は同法第七条の十四第一項に規

定する指定都市高速道路（以下「首都高速

道路等」という。）の新設の事業（車線の

数が四以上である道路を設けるものに限る

。） 

  

ニ 首都高速道路等の改築の事業であって、車

線の数の増加を伴うもの（改築後の車線の

数が四以上であり、かつ、車線の数の増加

に係る部分の長さが一キロメートル以上で

あるものに限る。） 

  

道路整備特別措置法第七条の三第

一項又は第七条の十四第一項若し

くは第六項 

ホ 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第

五条第一項に規定する道路（首都高速道路

等であるものを除く。以下「一般国道」と

いう。）の新設の事業（車線の数が四以上

であり、かつ、長さが十キロメートル以上

である道路を設けるものに限る。） 

一般国道の新設の事業（車線の数が四

以上であり、かつ、長さが七・五キロ

メートル以上十キロメートル未満であ

る道路を設けるものに限る。） 

ヘ 一般国道の改築の事業であって、道路の区

域を変更して車線の数を増加させ又は新た

に道路を設けるもの（車線の数の増加に係

る部分（改築後の車線の数が四以上である

ものに限る。）及び変更後の道路の区域に

おいて新たに設けられる道路の部分（車線

の数が四以上であるものに限る。）の長さ

の合計が十キロメートル以上であるものに

限る。） 

一般国道の改築の事業であって、道路

の区域を変更して車線の数を増加させ

又は新たに道路を設けるもの（車線の

数の増加に係る部分（改築後の車線の

数が四以上であるものに限る。）及び

変更後の道路の区域において新たに設

けられる道路の部分（車線の数が四以

上であるものに限る。）の長さの合計

が七・五キロメートル以上十キロメー

トル未満に限る。） 

事業を実施しようとする者（以下

「事業主体」という。）が国土交

通大臣以外の者である場合につき

、道路法第七十四条第二項道路整

備特別措置法第三条第一項若しく

は第四項若しくは第七条の十二第

一項若しくは第四項又は本州四国

連絡橋公団法（昭和四十五年法律

第八十一号）第三十一条第一項 

一 法第二

条第二項

第一号イ

に掲げる

事業の種

類 

ト 独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法

律第百三十号）第十一条第一項第一号に規

定する林道の開設又は改良の事業（幅員が

六・五メートル以上であり、かつ、長さが

二十キロメートル以上である林道を設ける

ものに限る。） 

独立行政法人緑資源機構法第十一条第

一項第一号に規定する林道の開設又は

改良の事業（幅員が六・五メートル以

上であり、かつ、長さが十五キロメー

トル以上二十キロメートル未満である

林道を設けるものに限る。） 

  

二 法第二

条第二項第

一号ロに掲

げる事業の

種類 

イ 河川管理施設等構造令（昭和五十一年政令

第百九十九号）第二条第二号のサーチャー

ジ水位（サーチャージ水位がないダムにあ

っては、同条第一号の常時満水位）におけ

る貯水池の区域（以下「貯水区域」という

。）の面積（以下「貯水面積」という。）

が百ヘクタール以上であるダムの新築（五

の項において「大規模ダム新築」という。

）の事業（当該ダムが水力発電所の設備と

なる場合にあっては、当該事業を実施しよ

うとする者（当該事業を実施しようとする

者が二以上である場合において、これらの

者のうちから代表する者を定めたときは、

その代表するもの者）が当該水力発電所を

その事業の用に供する電気事業法（昭和三

十九年法律第百七十号）第二条第一項第十

号の電気事業者（以下単に「電気事業者」

という。）又は同項第十一号の卸供給を行

う事業を営み、若しくは営もうとする者（

貯水面積が七十五ヘクタール以上百ヘ

クタール未満であるダムの新築の事業

（当該ダムが水力発電所の設備となる

場合にあっては、当該事業を実施しよ

うとする者（当該事業を実施しようと

する者が二以上である場合において、

これらの者のうちから代表する者を定

めたときは、その代表する者）が当該

水力発電所をその事業の用に供する電

気事業者又は卸供給事業者であるもの

（当該水力発電所の出力が二万二千五

百キロワット以上である場合に限る。

）及び当該水力発電所の専用設備の設

置に該当するものを除く。以下「第二

種ダム新築事業」という。）であって

、国土交通大臣、都道府県知事又は指

定都市の長が河川工事として行うもの

都道府県知事又は指定都市の長が

一級河川について事業を実施する

場合につき、河川法第七十九条第

一項（河川法施行令（昭和四十年

政令第十四号）第四十五条第二号

に係る場合に限る。） 
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その者が国土交通大臣、都道府県知事、地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項の指定都市（

以下「指定都市」という。）の長又は独立

行政法人水資源機構である場合を除く。以

下「卸供給事業者」という。）であるもの

（当該水力発電所の出力が二万二千五百キ

ロワット以上である場合に限る。）及び当

該水力発電所の専用設備の設置に該当する

ものを除く。以下「第一種ダム新築事業」

という。）であって、国土交通設大臣、都

道府県知事又は指定都市の長が河川法（昭

和三十九年法律第百六十七号）第八条に規

定する河川工事（以下単に「河川工事とい

う。）として行うもの 

ロ 第一種ダム新築事業であって、当該ダムを

用いて水道法（昭和三十二年法律第百七十

七号）第三条第二項の水道事業（以下単に

「水道事業」という。）又は同条第四項の

水道用水供給事業（以下単に「水道用水供

給事業」という。）を経営し、又は経営し

ようとする者が行うもの 

第二種ダム新築事業であって、当該ダ

ムを用いて水道事業又は水道用水供給

事業を経営し、又は経営しようとする

者が行うもの 

水道法第六条第一項、第十条第一

項 、第二十六条又は第三十条第

一項 

ハ 第一種ダム新築事業であって、当該ダムを

用いて工業用水道事業法（昭和三十三年法

律第八十四号）第二条第四項の工業用水道

事業（以下単に「工業用水道事業」という

。）を営み、又は営もうとする者が行うも

の（地方公共団体が法第二条第二項第二号

ロの国の補助金等の交付を受けないで行う

ものを除く。） 

第二種ダム新築事業であって、当該ダ

ムを用いて工業用水道事業を営み、又

は営もうとする者が行うもの（地方公

共団体が法第二条第二項第二号ロの国

の補助金等の交付を受けないで行うも

のを除く。） 

事業主体が地方公共団体以外の者

である場合につき、工業用水道事

業法第三条第二項又は第六条第二

項 

ニ 第一種ダム新築事業であって、土地改良法

第二条第二項の土地改良事業（以下単に「

土地改良事業」という。）として行うもの

第二種ダム新築事業であって、土地改

良事業として行うもの 

事業主体が国又は都道府県以外の

者である場合につき、土地改良法

第五条第一項、第四十八条第一項

、第九十五条第一項、第九十五条

の二第一項、第九十六条の二第一

項又は第九十六条の三第一項 

ホ 第一種ダム新築事業であって、独立行政法

人水資源機構が行うもの 

第二種ダム新築事業であって、独立行

政法人水資源機構が行うもの 

独立行政法人水資源機構法（平成

十四年法律第百八十二号）第十三

条第一項 

ヘ 計画湛水位（堰の新築又は改築に関する計

画において非洪水時に堰によってたたえる

こととした流水の最高の水位で堰の直上流

部におけるものをいう。）における湛水区

域（以下単に「湛水区域」という。）の面

積（以下「湛水面積」という。）が百ヘク

タール以上である堰の新築（五の項におい

て「大規模堰新築」という。）の事業（当

該堰が水力発電所の設備となる場合にあっ

ては当該事業を実施しようとする者（当該

事業を実施しようとする者が二以上である

場合において、これらの者のうちから代表

する者を定めたときは、その代表する者）

が当該水力発電所をその事業の用に供する

電気事業者又は卸供給事業者であるもの（

当該水力発電所の出力が二万二千五百キロ

ワット以上である場合に限る。）及び当該

水力発電所の専用設備の設置に該当するも

のを除く。以下「第一種堰新築事業」とい

う。）であって、国土交通大臣、都道府県

知事又は指定都市の長が河川工事として行

うもの 

湛水面積が七十五ヘクタール以上百ヘ

クタール未満である堰の新築の事業（

当該堰が水力発電所の設備となる場合

にあっては、当該事業を実施しようと

する者（当該事業を実施しようとする

者が二以上である場合において、これ

らの者のうちから代表する者を定めた

ときは、その代表する者）が当該水力

発電所をその事業の用に供する電気事

業者又は卸供給事業者であるもの（当

該水力発電所の出力が二万二千五百キ

ロワット以上である場合に限る。）及

び当該水力発電所の専用設備の設置に

該当するものを除く。以下「第二種堰

新築事業」という。）であって、国土

交通大臣、都道府県知事又は指定都市

の長が河川工事として行うもの 

  

ト 改築後の湛水面積が百ヘクタール以上で

あり、かつ、湛水面積が五十ヘクタール以

上増加することとなる堰の改築（五の項に

おいて「大規模堰改築」という。）の事業

（当該改築後の堰が水力発電所の設備とな

る場合にあっては、当該事業を実施しよう

とする者（当該事業を実施しようとする者

が二以上である場合において、これらの者

改築後の湛水面積が七十五ヘクタール

以上であり、かつ、湛水面積が三十七

・五ヘクタール以上増加することとな

る堰の改築の事業（第一種堰改築事業

に該当しないものに限るものとし、当

該改築後の堰が水力発電所の設備とな

る場合にあっては、当該事業を実施し

ようとする者（当該事業を実施しよう
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のうちから代表する者を定めたときは、そ

の代表する者）が当該水力発電所をその事

業の用に供する電気事業者又は卸供給事業

者であるもの（当該水力発電所の出力が二

万二千五百キロワット以上である場合に限

る。）及び当該水力発電所の専用設備の設

置に該当するものを除く。以下「第一種堰

改築事業」という。）であって、国土交通

大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河

川工事として行うもの 

とする者が二以上である場合において

、これらの者のうちから代表する者を

定めたときは、その代表する者）が当

該水力発電所をその事業の用に供する

電気事業者又は卸供給事業者であるも

の（当該水力発電所の出力が二万二千

五百キロワット以上である場合に限る

。）及び当該水力発電所の専用設備の

設置に該当するものを除く。以下「第

二種堰改築事業」という。）であって

、国土交通大臣、都道府県知事又は指

定都市の長が河川工事として行うもの

チ 第一種堰新築事業であって、当該堰を用い

て水道事業又は水道用水供給事業を経営し

、又は経営しようとする者が行うもの 

第二種堰新築事業であって、当該堰を

用いて水道事業又は水道用水供給事業

を経営し、又は経営しようとする者が

行うもの 

リ 第一種堰改築事業であって、当該堰を用い

て水道事業又は水道用水供給事業を経営し

、又は経営しようとする者が行うもの 

第二種堰改築事業であって、当該堰を

用いて水道事業又は水道用水供給事業

を経営し、又は経営しようとする者が

行うもの 

水道法第六条第一項、第十条第一

項 、第二十六条又は第三十条第

一項 

ヌ 第一種堰新築事業であって、当該堰を用い

て工業用水道事業を営み、又は営もうとす

る者が行うもの（地方公共団体が法第二条

第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受

けないで行うものを除く。） 

第二種堰新築事業であって、当該堰を

用いて工業用水道事業を営み、又は営

もうとする者が行うもの（地方公共団

体が法第二条第二項第二号ロの国の補

助金等の交付を受けないで行うものを

除く。） 

ル 第一種堰改築事業であって、当該堰を用い

て工業用水道事業を営み、又は営もうとす

る者が行うもの（地方公共団体が法第二条

第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受

けないで行うものを除く。） 

第二種堰改築事業であって、当該堰を

用いて工業用水道事業を営み、又は営

もうとする者が行うもの（地方公共団

体が法第二条第二項第二号ロの国の補

助金等の交付を受けないで行うものを

除く。） 

事業主体が地方公共団体以外の者

である場合につき、工業用水道事

業法第三条第二項又は第六条第二

項 

ヲ 第一種堰新築事業であって、土地改良事業

として行うもの 

第二種堰新築事業であって、土地改良

事業として行うもの 

ワ 第一種堰改築事業であって、土地改良事業

として行うもの 

第二種堰改築事業であって、土地改良

事業として行うもの 

事業主体が国又は都道府県以外の

者である場合につき、土地改良法

第五条第一項、第四十八条第一項

、第九十五条第一項、第九十五条

の二第一項、第九十六条の二第一

項又は第九十六条の三第一項 

カ 第一種堰新築事業であって、独立行政法人

水資源機構が行うもの 

第二種堰新築事業であって、独立行政

法人水資源機構が行うもの 

ヨ 第一種堰改築事業であって、独立行政法人

水資源機構が行うもの 

第二種堰改築事業であって、独立行政

法人水資源機構が行うもの 

独立行政法人水資源機構法第十三

条第一項 

タ 施設が設置される土地の面積及び施設の

操作により露出することとなる水底の最大

の水平投影面積の合計以下「湖沼開発面積

」という。）が百ヘクタール以上である湖

沼水位調節施設の新築の事業であって、国

土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長

又は独立行政法人水資源機構が河川工事と

して行うもの 

湖沼開発面積が七十五ヘクタール以上

百ヘクタール未満である湖沼水位調節

施設の新築の事業であって、国土交通

大臣、都道府県知事又は独立行政法人

水資源機構が河川工事として行うもの

独立行政法人水資源機構が事業を

実施する場合につき、独立行政法

人水資源機構法第十三条第一項 

 

レ 百ヘクタール以上の面積の土地の形状を

変更する放水路の新築の事業であって、国

土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の

長が河川工事として行うもの 

七十五ヘクタール以上百ヘクタール未

満の面積の土地の形状を変更する放水

路の新築の事業であって、国土交通大

臣、都道府県知事又は指定都市の長が

河川工事として行うもの 

  

イ 全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律

第七十一号）第四条第一項に規定する建設

線の建設（既設の同法附則第六項第一号の

新幹線鉄道規格新線（以下単に「新幹線鉄

道規格新線」という。）の区間について行

うものを除く。）の事業 

  全国新幹線鉄道整備法第九条第一

項 

三 法第二

条第二項第

一号ハに掲

げる事業の

種類 

ロ 全国新幹線鉄道整備法第二条の新幹線鉄

道に係る鉄道施設の改良（本線路の増設（

一の停車場に係るものを除く。）又は地下

移設、高架移設その他の移設（軽微な移設

を除く。）に限る。以下「鉄道施設の改良

」という。）の事業 

  鉄道事業法（昭和六十一年法律第

九十二号）第十二条第一項又は同

条第四項において準用する同法第

九条 第一項 
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ハ 新幹線鉄道規格新線の建設の事業   全国新幹線鉄道整備法附則第十一

項 

ニ 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改

良の事業 

  鉄道事業法第十二条第一項又は同

条第四項において準用する同法第

九条第一項 

ホ 鉄道事業法による鉄道（懸垂式鉄道、跨座

式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼

索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を

有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄

道規格新線を除く。以下「普通鉄道」とい

う。）の建設（全国新幹線鉄道整備法附則

第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を

除く。）の事業（長さが十キロメートル以

上である鉄道を設けるものに限る。） 

普通鉄道の建設（全国新幹線鉄道整備

法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通

線の建設を除く。）の事業（長さが七

・五キロメートル以上十キロメートル

未満である鉄道を設けるものに限る。

） 

鉄道事業法第八条第一項若しくは

第九条第一項又は本州四国連絡橋

公団法第三十一条第一項 

ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業（改

良に係る部分の長さが十キロメートル以上

であるものに限る。） 

普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業

（改良に係る部分の長さが七・五キロ

メートル以上十キロメートル未満であ

るものに限る。） 

鉄道事業法第十二条第一項又は同

条第四項において準用する同法第

九条第一項 

ト 軌道法（大正十年法律第七十六号）による

新設軌道（普通鉄道の構造と同様の構造を

有するものに限る。以下単に「新設軌道」

という。）の建設の事業（長さが十キロメ

ートル以上である軌道を設けるものに限る

。） 

新設軌道の建設の事業（長さが七・五

キロメートル以上十キロメートル未満

である軌道を設けるものに限る。） 

軌道法第五条第一項又は第三十三

条（軌道法施行令（昭和二十八年

政令第二百五十八号）第六条第一

項に係る場合に限る。） 

 

チ 新設軌道に係る線路の改良（本線路の増設

（一の停車場に係るものを除く。）又は地

下移設、高架移設その他の移設（軽微な移

設を除く。）に限る。この項のチの第三欄

において「線路の改良」という。）の事業

（改良に係る部分の長さが十キロメートル

以上であるものに限る。） 

新設軌道に係る線路の改良の事業（改

良に係る部分の長さが七・五キロメー

トル以上十キロメートル未満であるも

のに限る。） 

軌道法第三十三条（軌道法施行令

第六条第一項に係る場合に限る。

） 

イ 飛行場及びその施設の設置の事業（長さが

二千五百メートル以上である滑走路を設け

るものに限る。） 

飛行場及びその施設の設置の事業（長

さが千八百七十五メートル以上二千五

百メートル未満である滑走路を設ける

ものに限るものとし、この項のイの第

二欄に掲げる要件に該当するものを除

く。） 

事業主体が国以外の者である場合

につき、航空法（昭和二十七年法

律第二百三十一号）第三十八条第

一項又は第五十五条の三第一項 

ロ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設

の変更の事業（新設する滑走路の長さが二

千五百メートル以上であるものに限る。）

滑走路の新設を伴う飛行場及びその施

設の変更の事業（新設する滑走路の長

さが千八百七十五メートル以上二千五

百メートル未満であるものに限るもの

とし、この項のロの第二欄に掲げる要

件に該当するものを除く。） 

四 法第二

条第二項第

一号ニに掲

げる事業の

種類 

ハ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設

の変更の事業（延長後の滑走路の長さが二

千五百メートル以上であり、かつ、滑走路

を五百メートル以上延長するものに限る。

） 

滑走路の延長を伴う飛行場及びその施

設の変更の事業（延長後の滑走路の長

さが千八百七十五メートル以上であり

、かつ、滑走路を三百七十五メートル

以上延長するものに限るものとし、こ

の項のハの第二欄に掲げる要件に該当

するものを除く。） 

事業主体が国以外の者である場合

につき、航空法第四十三条第一項

又は第五十五条の三第一項 

イ 出力が三万キロワット以上である水力発

電所の設置の工事の事業（当該水力発電所

の設備にダム又は堰が含まれる場合におい

て、当該ダムの新築又は当該堰の新築若し

くは改築を行おうとする者（その者が二以

上である場合において、これらの者のうち

から代表する者を定めたときは、その代表

する者）が当該水力発電所をその事業の用

に供する電気事業者又は卸供給事業者でな

いときは、当該ダムの新築又は当該堰の新

築若しくは改築である部分を除く。） 

出力が二万二千五百キロワット以上三

万キロワット未満である水力発電所の

設置の工事の事業（この項のロの第二

欄に掲げる要件に該当しないものに限

るものとし、当該水力発電所の設備に

ダム又は堰が含まれる場合において、

当該ダムの新築又は当該堰の新築若し

くは改築を行おうとする者（その者が

二以上である場合において、これらの

者のうちから代表する者を定めたとき

は、その代表する者）が当該水力発電

所をその事業の用に供する電気事業者

又は卸供給事業者でないときは、当該

ダムの新築又は当該堰の新築若しくは

改築である部分を除く。） 

五 法第二

条第二項第

一号ホに掲

げる事業の

種類 

ロ 出力が二万二千五百キロワット以上三万

キロワット未満である水力発電所の設置の

工事の事業（当該水力発電所の設置の工事

  

電気事業法第四十七条第一項若し

くは第二項又は第四十八条第一項
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が大規模ダム新築又は大規模堰新築若しく

は大規模堰改築（以下「大規模ダムの新築

等」という。）を伴い、かつ、大規模ダム

新築等を行おうとする者（その者が二以上

である場合において、これらの者のうちか

ら代表する者を定めたときは、その代表す

る者）が当該水力発電所をその事業の用に

供する電気事業者又は卸供給事業者である

ものに限る。） 

ハ 出力が三万キロワット以上である発電設

備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の

事業（当該水力発電所の変更の工事がダム

の新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場

合において、当該ダムの新築又は当該堰の

新築若しくは改築を行おうとする者（その

者が二以上である場合において、これらの

者のうちから代表する者を定めたときは、

その代表する者）が当該水力発電所をその

事業の用に供する電気事業者又は卸供給事

業者でないときは、当該ダムの新築又は当

該堰の新築若しくは改築である部分を除く

。） 

出力が二万二千五百キロワット以上三

万キロワット未満である発電設備の新

設を伴う水力発電所の変更の工事の事

業（この項のニの第二欄に掲げる要件

に該当しないものに限るものとし、当

該水力発電所の変更の工事がダムの新

築又は堰の新築若しくは改築を伴う場

合において、当該ダムの新築又は当該

堰の新築若しくは改築を行おうとする

者（その者が二以上である場合におい

て，これらの者のうちから代表する者

を定めたときは、その代表する者）が

当該水力発電所をその事業の用に供す

る電気事業者又は卸供給事業者でない

ときは、当該ダムの新築又は当該堰の

新築若しくは改築である部分を除く。

） 

ニ 出力が二万二千五百キロワット以上三万

キロワット未満である発電設備の新設を伴

う水力発電所の変更の工事の事業（当該水

力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等

を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行なお

うとする者（その者が二以上である場合に

おいて、これらの者のうちから代表する者

を定めたときは、その代表する者）が当該

水力発電所をその事業の用に供する電気事

業者又は卸供給事業者であるものに限る。

） 

  

ホ 出力が十五万キロワット以上である火力

発電所（地熱を利用するものを除く。）の

設置の工事の事業 

出力が十一万二千五百キロワット以上

十五万キロワット未満である火力発電

所（地熱を利用するものを除く。）の

設置の工事の事業 

ヘ 出力が十五万キロワット以上である発電

設備の新設を伴う火力発電所（地熱を利用

するものを除く。）の変更の工事の事業 

出力が十一万二千五百キロワット以上

十五万キロワット未満である発電設備

の新設を伴う火力発電所（地熱を利用

するものを除く。）の変更の工事の事

業 

ト 出力が一万キロワット以上である火力発

電所（地熱を利用するものに限る。）の設

置の工事の事業 

出力が七千五百キロワット以上一万キ

ロワット未満である火力発電所（地熱

を利用するものに限る。）の設置の工

事の事業 

チ 出力が一万キロワット以上である発電設

備の新設を伴う火力発電所（地熱を利用す

るものに限る。）の変更の工事の事業 

出力が七千五百キロワット以上一キロ

ワット未満である発電設備の新設を伴

う火力発電所（地熱を利用するものに

限る。）の変更の工事の事業 

リ 原子力発電所の設置の工事の事業   

 

ヌ 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変

更の工事の事業 

  

 

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

四十五年法律第百三十七号）第八条第一項

に規定する一般廃棄物の最終処分場（以下

「一般廃棄物最終処分場」という。）又は

同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物

の最終処分場（以下「産業廃棄物最終処分

場」という。）の設置の事業（埋立処分の

用に供される場所（以下「埋立処分場所」

という。）の面積が三十ヘクタール以上で

あるものに限る。） 

一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物

最終処分場の設置の事業（埋立処分場

所の面積が二十五ヘクタール以上三十

ヘクタール未満であるものに限る。）

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第八条第一項、第九条の三第一

項又は第十五条第一項 

六 法第二

条第二項第

一号ヘに掲

げる事業の

種類 

ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法
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 終処分場の規模の変更の事業（埋立処分場

所の面積が三十ヘクタール以上増加するも

のに限る。） 

最終処分場の規模の変更の事業（埋立

処分場所の面積が二十五ヘクタール以

上三十ヘクタール未満増加するものに

限る。） 

律第九条第一項、第九条の三第七

項又は第十五条の二の五第一項 

七 法第二

条第二項第

一号トに掲

げる事業の

種類 

公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は

干拓の事業（埋立て又は干拓に係る区域（以下

「埋立干拓区域」という。）の面積が五十ヘク

タールを超えるものに限る。） 

公有水面埋立法による公有水面の埋立

て又は干拓の事業（埋立干拓区域の面

積が四十ヘクタール以上五十ヘクター

ル以下であるものに限る。） 

事業主体が土地改良事業を行う農

林水産大臣以外の者である場合に

つき、公有水面埋立法第二条第一

項又は第四十二条第一項 

八 法第二

条第二項第

一号チに掲

げる事業の

種類 

土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号

）第二条第一項に規定する土地区画整理事業で

ある事業（都市計画法（昭和四十三年法律第百

号）の規定により都市計画に定められ、かつ、

施行区域の面積が百ヘクタール以上であるも

のに限る。） 

土地区画整理法第二条第一項に規定す

る土地区画整理事業である事業（都市

計画法の規定により都市計画に定めら

れ、かつ、施行区域の面積が七十五ヘ

クタール以上百ヘクタール未満である

ものに限る。） 

事業主体が国土交通大臣以外の者

である場合につき、土地区画整理

法第四条第一項、第十条第一項、

第十四条第一項若しくは第三項、

第三十九条第一項、第五十二条第

一項、第五十五条第十二項、第七

十一条の二第一項又は第七十一条

の三第十四項 

九 法第二

条第二項第

一号リに掲

げる事業の

種類 

新住宅市街地開発法（昭和三十八年法律第百三

十四号）第二条第一項に規定する新住宅市街地

開発事業である事業（施行区域の面積が百ヘク

タール以上であるものに限る。） 

新住宅市街地開発法第二条第一項に規

定する新住宅市街地開発事業である事

業（施行区域の面積が七十五ヘクター

ル以上百ヘクタール未満であるものに

限る。） 

都市計画法第五十九条第一項から

第四項まで又は第六十三条第一項

イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域

の整備に関する法律（昭和三十三年法律第

九十八号）第二条第六項に規定する工業団

地造成事業である事業（施行区域の面積が

百ヘクタール以上であるものに限る。） 

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区

域の整備に関する法律第二条第六項に

規定する工業団地造成事業である事業

（施行区域の面積が七十五ヘクタール

以上百ヘクタール未満であるものに限

る。） 

十 法第二

条第二項第

一号ヌに掲

げる事業の

種類 

ロ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域

の整備に関する法律（昭和三十九年法律第

百四十五号）第二条第四項に規定する工業

団地造成事業である事業（施行区域の面積

が百ヘクタール以上であるものに限る。）

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区

域の整備に関する法律第二条第四項に

規定する工業団地造成事業である事業

（施行区域の面積が七十五ヘクタール

以上百ヘクタール未満であるものに限

る。） 

都市計画法第五十九条第一項から

第三項まで又は第六十三条第一項

十一 法第

二条第二項

第一号ルに

掲げる事業

の種類 

新都市基盤整備法（昭和四十七年法律第八十六

号）第二条第一項に規定する新都市基盤整備事

業である事業（施行区域の面積が百ヘクタール

以上であるものに限る。） 

新都市基盤整備法第二条第一項に規定

する新都市基盤整備事業である事業（

施行区域の面積が七十五ヘクタール以

上百ヘクタール未満であるものに限る

。） 

都市計画法第五十九条第一項から

第三項まで又は第六十三条第一項

十二 法第

二条第二項

第一号ヲに

掲げる事業

の種類 

流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十

一年法律第百十号）第二条第二項に規定する流

通業務団地造成事業である事業（施行区域の面

積が百ヘクタール以上であるものに限る。）

流通業務市街地の整備に関する法律第

二条第二項に規定する流通業務団地造

成事業である事業（施行区域の面積が

七十五ヘクタール以上百ヘクタール未

満であるものに限る。） 

都市計画法第五十九条第一項から

第三項まで又は第六十三条第一項

イ 環境事業団が行う宅地の造成の事業（造成

に係る土地の面積が百ヘクタール以上であ

るものに限る。） 

環境事業団が行う宅地の造成の事業（

造成に係る土地の面積が七十五ヘクタ

ール以上百ヘクタール未満であるもの

に限る。） 

環境事業団法（昭和四十年法律第

九十五号）第二十一条第一項 

ロ 都市基盤整備公団が行う宅地の造成の事

業（造成に係る土地の面積が百ヘクタール

以上であるものに限る。） 

都市基盤整備公団が行う宅地の造成の

事業（造成に係る土地の面積が七十五

ヘクタール以上百ヘクタール未満であ

るものに限る。） 

  

十三 宅地

の造成の事

業（第二条

に規定する

宅地の造成

の事業に限

る。以下こ

の項におい

て同じ） 
ハ 地域振興整備公団が行う宅地の造成の事

業（造成に係る土地の面積が百ヘクタール

以上であるものに限る。） 

地域振興整備公団が行う宅地の造成の

事業（造成に係る土地の面積が七十五

ヘクタール以上百ヘクタール未満であ

るものに限る。） 

地域振興整備公団法（昭和三十七

年法律第九十五号）第十九条の三

第二項に規定する業務を行う場合

につき、同法第十九条の四第一項
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別表第二 （第九条関係）  

対象事業 

の区分 
事業の諸元 

手続を経ることを要しない 

修正の要件 

道路の長さ 道路の長さが二十パーセント以上増加しない

こと。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から百メートル以

上離れた区域が新たに対象事業実施区域とな

らないこと。 

車線の数 車線の数が増加しないこと。 

一 別表第一の一

の項のイからヘ

までに該当する

対象事業 

設計速度 設計速度が増加しないこと。 

林道の長さ 林道の長さが二十パーセント以上増加しない

こと。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から二百メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域と

ならないこと。 

二 別表第一の一

の項のトに該当す

る対象事業 

林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加

しないこと。 

貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の

貯水面積の二十パーセント未満であること。

三 別表第一の二

の項のイからホま

でに該当する対象

事業 
コンクリートダム又はフィルダムの別   

湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の

湛水面積の二十パーセント未満であること。

四 別表第一の二

の項のヘからヨま

でに該当する対象

事業 
固定堰又は可動堰の別   

五 別表第一の二

の項のタに該当す

る対象事業 

湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により

最大限に露出することとなる水底の区域（以下「湖沼開発区域」と

いう。）の位置 

新たに湖沼開発区域となる部分の面積（水底

の区域にあっては、水平投影面積）が修正前

の湖沼開発面積の二十パーセント未満である

こと。 

六 別表第一の二

の項のレに該当す

る対象事業 

放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正

前の当該区域の面積の二十パーセント未満で

あること。 

鉄道の長さ 鉄道の長さが二十パーセント以上増加しない

こと。 

本線路施設区域（別表第一の三の項に該当する対象事業が実施され

るべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものを

いう。以下同じ。）の位置 

修正前の本線路施設区域から三百メートル以

上離れた区域が新たに本線路施設区域となら

ないこと。 

本線路（一の停車場に係るものを除く。以下同じ。）の数 本線路の増設がないこと。 

七 別表第一の三

の項のイからニま

でに該当する対象

事業 

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

が地上の部分において二十キロメートル毎時

を超えて増加しないこと。 

鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこ

と。 

本線路施設区域の位置 修正前の本線路施設区域から百メートル以上

離れた区域が新たに本線路施設区域とならな

いこと。 

本線路の数 本線路の増設がないこと。 

八 別表第一の三

の項のホ又はヘに

該当する対象事業 

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

が地上の部分において十キロメートル毎時を

超えて増加しないこと。 

軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこ

と。 

本線路施設区域の位置 修正前の本線路施設区域から百メートル以上

離れた区域が新たに本線路施設区域とならな

いこと。 

本線路の数 本線路の増設がないこと。 

九 別表第一の三

の項のト又はチに

該当する対象事業 

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速

度が地上の部分において十キロメートル毎時

を超えて増加しないこと。 

十 別表第一の四

の項に該当する対

滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加し

ないこと。 
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象事業 飛行場及びその施設の区域の位置 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分

の面積が二十ヘクタール未満であること。 

発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以

上増加しないこと。 

ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修

正前の当該区域の面積の二十パーセント未満

であること。 

堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正

前の湛水面積の二十パーセント未満であり、

又は一ヘクタール未満であること。 

十一 別表第一の

五の項のイからニ

までに該当する対

象事業 

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別   

発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以

上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域と

ならないこと。 

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合

わせたものの別 

燃料の種類 

十二 別表第一の

五の項のホ又はヘ

に該当する対象事

業 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 

  

発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以

上増加しないこと。 

十三 別表第一の

五の項のト又はチ

に該当する対象事

業 
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域と

ならないこと。 

発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以

上増加しないこと。 

十四 別表第一の

五の項のリ又はヌ

に該当する対象事

業 
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域と

ならないこと。 

埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正

前の埋立処分場所の面積の二十パーセント未

満であること。 

十五 別表第一の

六の項に該当する

対象事業 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三

百号）第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号

ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同

号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 

  

十六 別表第一の

七の項に該当する

対象事業 

埋立干拓区域の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正

前の埋立干拓区域の面積の二十パーセント未

満であること。 

十七 別表第一の

八の項から十二の

項までに該当する

対象事業 

施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の

施行区域の面積の十パーセント未満であり、

かつ、二十ヘクタール未満であること。 

十八 別表第一の

十三の項に該当す

る対象事業 

造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修

正前の当該土地の面積の十パーセント未満で

あり、かつ、二十ヘクタール未満であること

。 
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別表第三 （第十三条関係）  

対象事業 

の区分 
事業の諸元 手続を経ることを要しない変更の要件 

道路の長さ 道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新た

に対象事業実施区域とならないこと。 

車線の数 車線の数が増加しないこと。 

設計速度 設計速度が増加しないこと。 

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他

の構造の別 

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が

連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。 

一 別表第一

の一の項の

イからヘに

該当する対

象事業 

高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させ

るための高速自動車国道の施設その他道路と交通の

用に供する施設を連結させるための施設で当該高速

自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置

する区域（以下「インターチェンジ等区域」という

。）の位置 

変更前のインターチェンジ等区域から五百メートル以上離れた区

域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。 

林道の長さ 林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新

たに対象事業実施区域とならないこと。 

林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 

二 別表第一

の一の項の

トに該当す

る対象事業 

トンネル又は橋を設置する区域の位置 トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置（移設に該

当するものを除く。）を新たに行い、又は行わないこととするも

のでないこと。 

貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセ

ント未満であること。 

コンクリートダム又はフィルダムの別   

三 別表第一

の二の項の

イからホま

でに該当す

る対象事業 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新

たに対象事業実施区域とならないこと。 

湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセ

ント未満であること。 

固定堰又は可動堰の別   

四 別表第一

の二の項の

ヘからヨま

でに該当す

る対象事業 堰の位置 堰の両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。 

五 別表第一

の二の項の

タに該当す

る対象事業 

湖沼開発区域の位置 新たに湖沼開発区域となる部分の面積（水底の区域にあっては、

水平投影面積）が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であ

ること。 

六 別表第一

の二の項の

レに該当す

る対象事業 

放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積

の十パーセント未満であること。 

鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 

本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新た

に本線路施設区域とならないこと。 

本線路の数 本線路の増設がないこと。 

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分におい

て二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 

運行される列車の本数 運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当

たり十本を超えて増加しないこと。 

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくしく

は高架又はその他の構造の別 

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他

の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しない

こと。 

七 別表第一

の三の項の

イからニま

でに該当す

る対象事業 

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加

しないこと。 

鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 

本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに

本線路施設区域とならないこと。 

本線路の数 本線路の増設がないこと。 

八 別表第一

の三の項の

ホ又はヘに

該当する対

象事業 

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分におい

て十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 
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運行される列車の本数 地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上

増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。 

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高

架又はその他の構造の別 

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他

の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しない

こと。 

 

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加

しないこと。 

軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 

本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに

本線路施設区域とならないこと。 

本線路の数 本線路の増設がないこと。 

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分にお

いて十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 

運行される車両の本数 地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上

増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。 

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高

架又はその他の構造の別 

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他

の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しない

こと。 

九 別表第一

の三の項の

ト又はチに

該当する対

象事業 

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加

しないこと。 

滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。 

飛行場及びその施設の区域の位置 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタ

ール未満であること。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新

たに対象事業実施区域とならないこと。 

十 別表第一

の四の項に

該当する対

象事業 

利用を予定する航空機の種類又は数 変更前の飛行場周辺区域（公共用飛行場周辺における航空機騒音

による障害の防止等に関する法律施行令（昭和四十二年政令第二

百八十四号）第六条の規定を適用した場合における同条の値が七

十五以上となる区域をいう。）から五百メートル以上離れた陸地

の区域が新たに当該区域とならないこと。 

発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面

積の十パーセント未満であること。 

堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パ

ーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。 

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別   

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上はなれた区域が

新たに対象事業実施区域とならないこと。 

十一 別表第

一の五の項

のイからニ

までに該当

する対象事

業 

減水区間の位置 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二

十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること。 

発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の地域 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新

たに対象事業実施区域とならないこと。 

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又は

これらを組み合わせたものの別 

  

燃料の種類   

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のも

のの別 

  

年間燃料使用量 年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。 

ばい煙の時間排出量 はい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。 

煙突の高さ 煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。 

温排水の排出先の水面又は水中の別   

十二 別表第

一の五の項

のホ又はヘ

に該当する

対象事業 

放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと。 

発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新

たに対象事業実施区域とならないこと。 

冷却塔の高さ 冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。 

十三 別表第

一の五の項

のト又はチ

に該当する

対象事業 

蒸気井又は還元井の位置 蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと。 
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発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新

たに対象事業実施区域とならないこと。 

温排水の排出先の水面又は水中の別   

十四 別表第

一の五の項

のリ又はヌ

に該当する

対象事業 

放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと。 

埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の

面積の十パーセント未満であること。 

十五 別表第

一の六の項

に該当する

対象事業 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第

十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号

ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄

物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分

場の別 

  

埋立干拓区の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の

面積の十パーセント未満であること。 

十六 別表第

一の七の項

に該当する

対象事業 
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新

たに対象事業実施区域とならないこと。 

施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十

パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

十七 別表第

一の八の項

から十二の

項までに該

当する対象

事業 

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅

の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土

地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上

増加しないこと。 

造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面

積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満である

こと。 

十八 別表第

一の十三の

項に該当す

る対象事業 
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅

の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土

地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上

増加しないこと。 

 

 

別表第四 （第十四条関係）  

一 法第三十三条第

二項第一号の法律の

規定であって政令で

定めるもの 

土地改良法第八条第四項（同法第四十八条第九項（同法第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。）

又は同法第九十五条第三項、第九十五条の二第三項若しくは第九十六条の二第五項において準用する場合を含む

。）、鉄道事業法第八条第二項（同法第九条第二項（同法第十二条第四項において準用する場合を含む。）又は

同法第十二条第四項において準用する場合を含む。）、航空法第三十九条第一項（同法第四十三条第二項又は第

五十五条の三第二項において準用する場合を含む。）並びに土地区画整理法第九条第一項（同法第十条第三項に

おいて準用する場合を含む。）及び同法第二十一条第一項（同法第三十九条第二項において準用する場合を含む

。） 

二 法第三十三条第

二項第二号の法律の

規定であって政令で

定めるもの 

道路整備特別措置法第三条第三項、第七条の十二第三項及び第七条の十四第五項、水道法第八条第一項（同法第

十条第二項において準用する場合を含む。）及び同法第二十八条第一項（同法第三十条第二項において準用する

場合を含む。）、工業用水道事業法第五条（同法第六条第三項において準用する場合を含む。）、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律第八条の二第一項（同法第九条第二項において準用する場合を含む。）及び同法第十五条

の二第一項（同法第十五条の二の五第二項において準用する場合を含む。）並びに都市計画法第六十一条（同法

第六十三条第二項において準用する場合を含む。） 

三 法第三十三条第

二項第三号の法律の

規定であって政令で

定めるもの 

道路整備特別措置法第七条の三第一項、第七条の十二第四項及び第七条の十四第六項、道路法第七十四条第二項

、本州四国連絡橋公団法第三十一条第一項、河川法第七十九条第一項、独立行政法人水資源機構法第十三条第一

項、全国新幹線鉄道整備法第九条第一項及び附則第十一項、軌道法第五条第一項及び第三十三条（軌道法施行令

第六条第一項に係る場合に限る。）、土地区画整理法第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二

第一項及び第七十一条の三第十四項、環境事業団法第二十一条第一項並びに地域振興整備公団法第十九条の四第

一項 
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環境影響評価法施行規則 

（平成十年六月十二日総理府令第三十七号） 

最終改正：平成一二年八月一四日総理府令第九四号 

 

 環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）の規定に基づき、環境影響評価法施行規則を次のように定める。 

 

（方法書についての公告の方法）  

第一条  環境影響評価法 （以下「法」という。）第七条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとす

る。  

一  官報への掲載  

二  関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。  

三  関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。  

四  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載  

（方法書の縦覧）  

第二条  法第七条の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮し

て定めるものとする。  

一  事業者の事務所  

二  関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設  

三  関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設  

四  前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設  

（方法書について公告する事項）  

第三条  法第七条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  

一  事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  対象事業の名称、種類及び規模  

三  対象事業が実施されるべき区域  

四  法第六条第一項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲  

五  方法書の縦覧の場所、期間及び時間  

六  方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨  

七  法第八条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項  

（方法書についての意見書の提出）  

第四条  法第八条第一項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。  

一  意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  意見書の提出の対象である方法書の名称  

三  方法書についての環境の保全の見地からの意見  

２  前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。  

（準備書についての公告の方法）  

第五条  第一条の規定は、法第十六条（法第四十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定による公告について準用する。 

 （準備書の縦覧）  

第六条  第二条の規定は、法第十六条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書」とあるのは「準備

書」と読み替えるものとする。  
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２  第二条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二

条中「方法書」とあるのは「準備書」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。  

（準備書について公告する事項）  

第七条  法第十六条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  

一  事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  対象事業の名称、種類及び規模  

三  対象事業が実施されるべき区域  

四  関係地域の範囲  

五  準備書の縦覧の場所、期間及び時間  

六  準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨  

七  法第十八条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項  

２  前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第

一号中「事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「港湾管理者の

名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められ

る埋立て等区域（決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。）の面積」と、同項第

三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第

四十八条第二項において準用する法第十八条第一項」と読み替えるものとする。  

（説明会の開催）  

第八条  法第十七条第一項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定める

ものとし、関係地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、説明会を開催すべ

き地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。  

２  前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第一項の規定による説明会について準用する。この場合において、

前項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。  

（説明会の開催の公告）  

第九条  第一条の規定は、法第十七条第二項の規定による公告について準用する。  

２  法第十七条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。  

一  事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  対象事業の名称、種類及び規模  

三  対象事業が実施されるべき区域  

四  関係地域の範囲  

五  説明会の開催を予定する日時及び場所  

３  第一条及び前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第二項の規定による公告について準用する。この場合

において、前項第一号中「事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるの

は「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港

湾計画に定められる埋立て等区域（決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。）の

面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と読み替えるものとする。  

（責めに帰することができない事由）  

第十条  法第十七条第四項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。  

一  天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。  

二  事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。  
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２  前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第四項の港湾管理者の責めに帰することができない事由について

準用する。この場合において、前項第二号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。  

（準備書の記載事項の周知）  

第十一条  法第十七条第四項（法第四十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲

げる方法のうち適切な方法により行うものとする。  

一  要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。  

二  準備書の概要を公告すること。  

三  前二号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法  

２  第一条の規定は、前項第二号の規定による公告について準用する。  

（準備書についての意見書の提出）  

第十二条  第四条の規定は、法第十八条第一項（法第四十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定による意見書について準

用する。この場合において、第四条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。  

（評価書についての公告の方法）  

第十三条  第一条の規定は、法第二十七条（法第四十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定による公告について準用する。  

（評価書の縦覧）  

第十四条  第二条の規定は、法第二十七条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書」とあるのは「評

価書」と読み替えるものとする。  

２  第二条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第

二条中「方法書」とあるのは「評価書」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。  

（評価書について公告する事項）  

第十五条  法第二十七条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  

一  事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  対象事業の名称、種類及び規模  

三  対象事業が実施されるべき区域  

四  関係地域の範囲  

五  評価書の縦覧の場所、期間及び時間  

２  前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による公告について準用する。この場合において、前項

第一号中「事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「港湾管理者

の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定めら

れる埋立て等区域（決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。）の面積」と、同項

第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と読み替えるものとする。  

（判定により手続から離れる場合の公告）  

第十六条  第一条の規定は、法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。  

２  法第二十九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。  

一  法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地）  

二  法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模  

三  法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号に規定する措置がとられた旨  

３  第一条及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場

合において、前項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第一項」と、同
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項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第二項」と読み替え

るものとする。  

４  第一条及び第二項の規定は、法第五十五条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この

場合において、第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、

同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第二十九条第二項」と読み替

えるものとする。  

（対象事業の廃止等の場合の公告）  

第十七条  第一条の規定は、法第三十条第一項の規定による公告について準用する。  

２  法第三十条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。  

一  事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  対象事業の名称、種類及び規模  

三  法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号  

四  法第三十条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所（法人にあってはその

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

３  第一条及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合

において、前項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項」と

読み替えるものとする。  

４  第一条及び第二項（第四号を除く。）の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告につい

て準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港

湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域（決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められ

ていたものを除く。）の面積」と、同項第三号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十

条第一項」と読み替えるものとする。  

５  第一条及び第二項の規定は、法第五十五条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場

合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同

項第二号中「対象事業」とあるのは「法第五十五条第一号に規定する新規対象事業等」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第

一項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法第五十五条第一

項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。  

（評価書公告後の引継ぎの場合の公告）  

第十八条  第一条の規定は、法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。  

２  法第三十一条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。  

一  引継ぎ前の事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  対象事業の名称、種類及び規模  

三  対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨  

四  引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

３  第一条及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。  

４  第一条及び第二項の規定は、法第五十五条第二項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。この

場合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、

同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法第五十五条第一項に規定する新規対象事業等」と、同項第四号中「事業者」と

あるのは「法第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。  
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（環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告）  

第十九条  第一条の規定は、法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。  

２  法第三十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。  

一  事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  対象事業の名称、種類及び規模  

三  法第三十二条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続  

３  第一条及び前項の規定は、法第五十五条第二項において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場

合において、前項第一号中「事業者」とあるのは「法第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項

第二号中「対象事業」とあるのは「法第五十五条第一項に規定する新規対象事業等」と、同項第三号中「法第三十二条第一項」とあ

るのは「法第五十五条第二項において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。  

（都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え）  

第二十条  法第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条から前条まで

（第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十六条第三項

及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに前条第三項を除く。）の規定を適

用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条及び第二条中「第七条」とあるのは「第四十条第二項の

規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中

「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住

所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号

から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号 中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二

項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号及び第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四

十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第五条第一項中「法第十六条（法第四十八条第二項において準

用する場合を含む。）」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七

条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業

者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「都市計画決定権者の名称」

と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法

第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第

四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第九条第

一項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、

同項第一号中「事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「都市計

画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十条第一項中「法第十七条第

四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画

決定権者」と、第十一条第一項中「法第十七条第四項（法第四十八条第二項において準用する場合を含む。）」とあるのは「法第四

十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」と、第十二条中「法第十八条第一項（法第四十八条第二項におい

て準用する場合を含む。）」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中

「法第二十七条（法第四十八条第二項において準用する場合を含む。）」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適

用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読

み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地）」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事

業」と、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法

第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、
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代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項

の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」と

あるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定

により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項（第四号を除く。）中「法第三十条第一項」と

あるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所（法

人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対

象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項

の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。  

 

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この府令は、法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。ただし、第一条から第四条まで、第二十条（第一条から

第四条までに係る部分に限る。）及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。  

（法附則第四条第一項の規定により手続を行う場合の手続） 

第二条  第一条及び第十六条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準

用する。この場合において、第十六条第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法

第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二

十九条第二項」と読み替えるものとする。  

２  第一条及び第十七条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。

この場合において、第十七条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実

施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同

項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事

業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。  

３  第一条及び第十八条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用す

る。この場合において、第十八条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業

を実施しようとする者」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二

種事業」と、同項第四号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」

と読み替えるものとする。  

４  第一条及び第十九条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用す

る。この場合において、第十九条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業

を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、

同項第三号中「法第三十二条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものと

する。  

（法施行前に方法書の手続を行う場合の届出） 

第三条  法附則第五条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を届け出て行うものとする。  

一  法の施行後に事業者となるべき者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  法附則第五条第一項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模  

三  法附則第五条第一項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域  

四  法の施行後に法第六条第一項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域となるべき地域の範囲  
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五  法附則第五条第一項の規定に基づき、法第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨  

２  前項の規定は、法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第

一号中「事業者となるべき者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「法

第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称」と、

同項第二号及び第三号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、同項第四号中

「法第六条第一項の対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の都市計画対象事

業」と、同項第五号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、「法第五条」と

あるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条」と読み替えるものとする。  

 




